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漢
代
の
明
堂
と
五
帝

南

　澤

　良

　彦

序

明
堂
の
起
源
は
古
い
。
黄
帝
の
時
代
に
す
で
に
明
堂
は
あ
っ
た
と
す
る
説
は
疑
わ
し
い
が
、（

1
（

周
代
に
存
在
し
た
こ
と
は
歴
史
事
実
と
思

わ
れ
る
。
後
に
経
典
を
含
め
、
周
を
理
想
国
家
と
見
る
様
々
な
文
献
、
思
想
家
が
そ
の
理
想
を
仮
託
し
て
、
虚
実
取
り
混
ぜ
明
堂
の
形
象

を
描
い
た
た
め
、
実
に
多
様
な
明
堂
像
が
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

秦
代
に
は
明
堂
は
な
か
っ
た
。
思
想
の
書
物
を
焼
き
捨
て
、
学
者
を
穴
埋
め
に
し
て
、
周
王
朝
と
は
全
く
異
な
る
政
治
体
制
を
築
き
上

げ
た
始
皇
帝
に
は
、
理
想
国
家
と
し
て
の
周
の
象
徴
で
あ
る
明
堂
に
は
こ
と
さ
ら
関
心
が
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

漢
代
に
お
い
て
は
、
事
情
は
異
な
る
。
明
堂
の
建
立
は
、
巡
狩
、
封
禅
、
暦
法
の
改
正
等
と
同
等
の
重
要
な
国
家
事
業
と
み
な
さ
れ
、

即
位
当
初
の
、
儒
教
を
信
奉
す
る
若
き
武
帝
は
、
そ
の
実
現
を
期
待
さ
れ
た
。
だ
が
、
後
年
不
死
の
夢
想
に
取
り
憑
か
れ
た
彼
が
実
現
し

た
明
堂
は
性
質
を
異
に
し
て
い
た
。
続
く
王
莽
に
至
り
、
儒
教
が
政
権
簒
奪
の
道
具
と
さ
れ
た
と
き
、
明
堂
も
ま
た
見
事
に
そ
の
詐
術
に

利
用
さ
れ
た
。
後
漢
に
お
い
て
建
立
さ
れ
た
明
堂
は
、
経
典
の
規
範
に
合
致
し
た
そ
の
端
正
で
壮
麗
な
さ
ま
を
賛
美
さ
れ
る
一
方
、
多
元

化
し
た
儒
教
の
学
派
間
の
論
争
の
的
と
な
り
、
王
朝
が
衰
微
す
る
に
つ
れ
批
判
の
声
も
大
き
く
な
っ
た
。
明
堂
は
そ
の
萌
芽
期
か
ら
す
で

に
、
人
士
の
耳
目
を
属
す
そ
の
偉
観
と
は
裏
腹
に
、
儒
教
の
論
争
、
権
力
者
の
思
惑
に
翻
弄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
論
考
は
前
漢
時
代
に
武
帝
と
王
莽
と
が
建
て
た
明
堂
を
詳
細
に
検
討
し
、
後
漢
時
代
の
明
堂
と
明
堂
論
と
を
精
密
に
分
析
し
て
、
拡

— （0 —

（
1（
） 「
類
、
似
也
」
は
『
国
語
』
呉
語
・
韋
昭
注
。「
類
、
同
也
」
は
『
列
子
』
仲
尼
篇
・
張
湛
注
。

（
1（
） 「
対
…
…
、
嚮
也
」
は
『
広
雅
』
釈
詁
。「
対
、
配
也
」
は
『
詩
経
』
大
雅
・
皇
矣
・
毛
伝
。

（
1（
） 「
方
、
所
在
之
方
」
は
『
国
語
』
晋
語
・
韋
昭
注
。「
方
、
区
域
也
」
は
『
荘
子
』
大
宗
師
篇
・
成
玄
英
疏
。

（
1（
） 「
麗
、
附
也
」
は
『
周
礼
』
秋
官
・
大
司
寇
・
鄭
玄
注
。「
麗
、
著
也
」
は
『
左
伝
』
宣
公
十
二
年
・
杜
預
注
。

（
（0
） 「
名
実
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
可
能
性
が
あ
る
。
最
後
段
の
内
容
に
や
や
不
明
瞭
な
点
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
駄
洒
落
め
い
た
言
葉
遊
び
が
混

在
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（1
） 「
驪
色
章
焉
。
故
曰
両
明
也
」
と
い
う
表
現
は
、
若
干
不
可
解
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、「
驪
」「
両
」
が
双
声
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
解
明
の
手

が
か
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
） 

な
お『
墨
子
』中
の
類
似
箇
所
と
の
関
連
や
、本
篇
中
の「
乱
名
」「
狂
挙
」「
名
実
」と
い
っ
た
表
現
の
意
味（
こ
れ
ら
も『
墨
子
』と
の
関
係
が
深
い
）

に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は
全
く
論
及
で
き
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

○
主
要
参
照
文
献
（
右
に
挙
げ
た
も
の
を
除
く
・
順
不
同
）　
孫
詒
譲
『
墨
子
間
詁
』（
中
華
書
局
、一
九
八
六
）・
梁
啓
超
『
墨
経
校
釈
』（
新

文
豊
出
版
公
司
、一
九
七
六
）・
譚
戒
甫『
墨
辯
発
微
』（
中
華
書
局
、一
九
六
四
）・
王
引
之『
経
伝
釈
詞
』（
華
聯
出
版
社
、一
九
七
六
）・『
国
語
』

（
宏
業
書
局
、
一
九
八
〇
）・
楊
伯
峻
『
列
子
集
釈
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
）・
王
先
謙
『
荀
子
集
解
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
）・
段

玉
裁
『
説
文
解
字
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
）・『
経
典
釈
文
』（
鼎
文
書
局
、
一
九
七
三
）・
王
念
孫
『
読
書
雑
志
』（
北
京
市

中
国
書
店
、
一
九
八
五
）・『
素
問
王
冰
注
』（
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
八
四
）・
王
念
孫
『
広
雅
疏
証
』（
新
興
書
局
、
一
九
六
六
）・『
十
三

経
注
疏
』（
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
七
九
）・
郭
慶
藩
『
荘
子
集
釈
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
）

＊
本
論
文
は
、日
本
学
術
振
興
会
に
よ
る
科
学
研
究
費
補
助
金
事
業
の
若
手
研
究
（
Ｂ
）「「
名
家
」
と
「
道
家
」
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
」

（
平
成
二
十
二
～
二
十
三
年
度
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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に
／
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
明
堂
の
神
仙
思
想
的
性
格
は
深
奥
に
秘
匿
さ
れ
、
後
世
の
帝
王
た
ち
が
明
堂
建
立
を
切
望
す
る
、
隠
さ
れ
た

大
き
な
動
機
の
一
つ
と
な
る
の
で
あ
る
。

武
帝
の
果
た
せ
な
か
っ
た
首
都
城
南
の
明
堂
建
立
は
、
前
漢
末
に
い
た
っ
て
、
王
莽
（
前
四
五
～
後
二
三
、
在
位
八
～
二
三
）
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
た
。
王
莽
は
、
元
帝
の
皇
后
（
成
帝
の
生
母
）
王
政
君
の
甥
で
、
幼
主
平
帝
を
擁
立
し
て
実
権
を
握
り
、
漢
王
朝
を
簒
奪
し

て
新
王
朝
を
立
て
た
人
物
で
あ
る
。
王
莽
は
儒
教
を
熱
狂
的
に
愛
好
し
、
明
堂
に
対
し
て
も
、
並
外
れ
た
知
識
と
見
解
と
を
有
し
て
い
た
。

王
莽
の
長
安
明
堂
建
立
に
つ
い
て
、『
漢
書
』
王
莽
伝
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

こ
の
歳
（
元
始
四
年
、四
）、王
莽
が
奏
上
し
て
、明
堂
、辟
雍
、霊
台
を
起
工
し
、太
学
の
学
生
の
た
め
に
屋
舎
一
万
区
画
を
建
設
し
、

市
場
、
常
満
倉
を
造
作
し
た
の
で
、
漢
王
朝
の
制
度
は
極
め
て
盛
大
に
な
っ
た
。

五
経
博
士
に
加
え
て
楽
経
の
博
士
を
立
て
、
博
士
を
各
五
人
増
員
し
た
。
天
下
の
一
経
に
通
じ
十
一
人
以
上
に
教
授
す
る
も
の
、
及

び
逸
礼
、『
古
文
尚
書
』『
毛
詩
』『
周
礼
』『
爾
雅
』、
天
文
、
図
讖
、
鍾
律
、
月
令
、
兵
法
、
識
字
書
に
通
暁
す
る
も
の
を
徴
集
し
、

皆
朝
廷
に
参
内
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
天
下
の
異
能
の
士
を
網
羅
し
た
と
こ
ろ
、
参
内
し
た
も
の
は
前
後
千
人
単
位
に
及
び
、
朝
廷
内

で
皆
に
学
説
を
記
録
し
、
誤
謬
を
訂
正
し
、
異
説
を
統
合
さ
せ
た
と
い
う
。

群
臣
が
奏
上
し
て
言
う
、「
む
か
し
周
公
は
成
王
を
奉
じ
、
臣
下
の
最
高
位
に
お
り
な
が
ら
、
周
の
制
度
を
定
め
る
の
に
七
年
を
要

し
ま
し
た
。（

（
（

そ
も
そ
も
明
堂
、
辟
雍
は
、
毀
廃
し
て
か
ら
千
年
も
の
間
復
興
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
、
安
漢
公
（
王
莽
）
は
外

戚
か
ら
朝
廷
に
入
り
、
皇
帝
陛
下
を
補
佐
し
、
四
年
で
明
堂
、
辟
雍
を
興
起
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
功
業
徳
行
は
明
ら
か
で
す
。

安
漢
公
は
八
月
十
六
日
に
勅
命
を
奉
じ
て
責
任
者
を
派
遣
し
、
朝
に
賦
役
の
書
類
に
よ
っ
て
建
築
作
業
を
割
り
振
り
し
、
翌
十
七
日

に
は
、
太
学
の
学
生
や
、
庶
民
が
大
い
に
喜
び
会
し
、
十
万
の
人
員
が
集
ま
り
、
二
十
日
の
通
常
作
業
で
、
明
堂
、
辟
雍
の
建
設

と
い
う
偉
大
な
功
業
が
す
べ
て
完
成
し
た
の
で
す
。
堯
・
舜
の
壮
挙
や
西
周
の
創
業
で
も
、
誠
に
こ
れ
に
勝
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

宰
衡
（
宰
相
）
の
位
は
諸
侯
王
の
上
に
あ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
束
帛
加
璧
、
大
国
乗
車
、
安
車
各
一
、
驪
馬
二
駟（

（
（

を
賜
わ

れ
ま
す
よ
う
に
。」
詔
し
て
曰
く
、「
よ
ろ
し
い
。
九
錫（

（
（

を
賜
う
方
法
を
議
せ
よ
。」
と
。
…
…

元
始
五
年
（
五
）
正
月
に
、
明
堂
で
祫
祭
を
行
っ
た
。
諸
侯
王
二
十
八
人
、
列
侯
百
二
十
人
、
宗
室
子
九
百
余
人
が
徴
集
さ
れ
て
、
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大
す
る
儒
教
の
教
義
・
知
識
の
中
で
、
明
堂
の
教
義
・
知
識
が
如
何
に
発
展
し
た
の
か
を
概
観
し
、
明
堂
の
本
質
と
多
元
性
と
を
解
明
せ

ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

　武
帝
の
泰
山
明
堂
と
王
莽
の
長
安
明
堂

漢
で
は
高
祖
劉
邦
以
来
、
五
帝
を
天
神
と
し
て
祭
祀
し
て
い
た
が
、
武
帝
の
元
光
二
年
（
前
一
三
三
）
頃
に
、
亳
（
安
徽
省
亳
県
）
出

身
の
謬
忌
が
「
天
神
の
最
高
神
は
泰
一
で
あ
り
、
泰
一
の
補
佐
が
五
帝
で
す
。」
と
進
言
し
た
の
を
受
け
て
、
長
安
東
南
郊
に
泰
一
神
を

祭
祀
す
る
祭
域
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
祭
域
は
薄
忌
泰
一
壇
と
呼
ば
れ
、
泰
一
の
壇
は
三
重
で
、
五
帝
の
壇
が
そ
の
下
に
、
黄
帝
の
壇
が

西
南
に
置
か
れ
る
の
を
例
外
と
し
て
、
各
自
配
当
さ
れ
た
方
角
の
位
置
に
ぐ
る
り
と
置
か
れ
、
八
方
向
に
伸
び
る
神
霊
の
通
り
道
が
整
備

さ
れ
た
。
元
鼎
五
年
（
前
一
一
二
）
に
武
帝
が
甘
泉
で
初
め
て
行
っ
た
、
十
一
月
一
日
冬
至
の
郊
祀
で
も
、
こ
れ
に
倣
っ
た
泰
畤
と
呼
ぶ

祭
域
が
設
置
さ
れ
、（

2
（

元
封
五
年
（
前
一
〇
六
）
の
泰
山
明
堂
に
お
け
る
泰
一
と
五
帝
と
の
祭
祀
に
反
映
さ
れ
た
。

明
堂
祭
祀
は
常
設
の
建
物
を
伴
う
か
ら
、
露
天
で
行
わ
れ
る
郊
祀
と
い
さ
さ
か
事
情
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
祭
祀
対
象
や
祭
祀
儀
礼

は
郊
祀
の
直
系
だ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
武
帝
時
代
の
郊
祀
は
薄
忌
泰
一
壇
を
祖
型
と
し
、
神
仙
思
想
的
色
彩
に
満
ち
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
直
系
で
あ
る
泰
山
明
堂
に
神
仙
思
想
的
性
格
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
最
初
に
明

堂
の
建
立
を
進
言
し
た
の
は
儒
家
官
僚
だ
っ
た
が
、
彼
ら
は
実
際
に
は
明
堂
に
関
す
る
知
識
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
泰
山

明
堂
は
甘
泉
郊
祀
や
泰
山
封
禅
と
同
様
に
、
方
士
等
の
主
導
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
泰
山
明
堂
は
、
泰
一
・
五
帝

に
対
す
る
祭
祀
の
後
、
諸
侯
王
列
侯
を
朝
見
さ
せ
て
、『
礼
記
』（
明
堂
位
篇
）
の
周
公
明
堂
朝
見
を
再
現
し
、（

3
（

ま
た
、
児
寛
が
、
明
堂
の

建
立
と
祭
祀
と
を
言
祝
い
で
、
周
代
に
廃
絶
し
た
王
道
政
治
の
復
興
で
あ
る
と
し
て
賛
美
し
た
よ
う
に
、（

（
（

し
た
た
か
な
儒
家
官
僚
の
戦
略

に
よ
っ
て
、
儒
家
思
想
で
粉
飾
さ
れ
、
儒
家
的
明
堂
説
の
源
泉
の
一
つ
と
し
て
、
後
世
の
明
堂
論
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
五
帝
が
明
堂
の
祭
祀
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

後
漢
以
降
、
五
帝
は
明
堂
の
祭
祀
対
象
と
し
て
、
西
晋
と
唐
代
の
ご
く
僅
か
な
期
間
を
除
き
、
不
動
の
地
位
を
確
立
す
る
が
、
そ
の
起

源
は
こ
の
泰
山
明
堂
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
儒
家
官
僚
は
我
田
引
水
的
に
泰
山
明
堂
を
儒
家
側
に
取
り
込
ん
だ
。
そ
れ
故
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に
／
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
明
堂
の
神
仙
思
想
的
性
格
は
深
奥
に
秘
匿
さ
れ
、
後
世
の
帝
王
た
ち
が
明
堂
建
立
を
切
望
す
る
、
隠
さ
れ
た

大
き
な
動
機
の
一
つ
と
な
る
の
で
あ
る
。

武
帝
の
果
た
せ
な
か
っ
た
首
都
城
南
の
明
堂
建
立
は
、
前
漢
末
に
い
た
っ
て
、
王
莽
（
前
四
五
～
後
二
三
、
在
位
八
～
二
三
）
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
た
。
王
莽
は
、
元
帝
の
皇
后
（
成
帝
の
生
母
）
王
政
君
の
甥
で
、
幼
主
平
帝
を
擁
立
し
て
実
権
を
握
り
、
漢
王
朝
を
簒
奪
し

て
新
王
朝
を
立
て
た
人
物
で
あ
る
。
王
莽
は
儒
教
を
熱
狂
的
に
愛
好
し
、
明
堂
に
対
し
て
も
、
並
外
れ
た
知
識
と
見
解
と
を
有
し
て
い
た
。

王
莽
の
長
安
明
堂
建
立
に
つ
い
て
、『
漢
書
』
王
莽
伝
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

こ
の
歳
（
元
始
四
年
、四
）、王
莽
が
奏
上
し
て
、明
堂
、辟
雍
、霊
台
を
起
工
し
、太
学
の
学
生
の
た
め
に
屋
舎
一
万
区
画
を
建
設
し
、

市
場
、
常
満
倉
を
造
作
し
た
の
で
、
漢
王
朝
の
制
度
は
極
め
て
盛
大
に
な
っ
た
。

五
経
博
士
に
加
え
て
楽
経
の
博
士
を
立
て
、
博
士
を
各
五
人
増
員
し
た
。
天
下
の
一
経
に
通
じ
十
一
人
以
上
に
教
授
す
る
も
の
、
及

び
逸
礼
、『
古
文
尚
書
』『
毛
詩
』『
周
礼
』『
爾
雅
』、
天
文
、
図
讖
、
鍾
律
、
月
令
、
兵
法
、
識
字
書
に
通
暁
す
る
も
の
を
徴
集
し
、

皆
朝
廷
に
参
内
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
天
下
の
異
能
の
士
を
網
羅
し
た
と
こ
ろ
、
参
内
し
た
も
の
は
前
後
千
人
単
位
に
及
び
、
朝
廷
内

で
皆
に
学
説
を
記
録
し
、
誤
謬
を
訂
正
し
、
異
説
を
統
合
さ
せ
た
と
い
う
。

群
臣
が
奏
上
し
て
言
う
、「
む
か
し
周
公
は
成
王
を
奉
じ
、
臣
下
の
最
高
位
に
お
り
な
が
ら
、
周
の
制
度
を
定
め
る
の
に
七
年
を
要

し
ま
し
た
。（

（
（

そ
も
そ
も
明
堂
、
辟
雍
は
、
毀
廃
し
て
か
ら
千
年
も
の
間
復
興
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
、
安
漢
公
（
王
莽
）
は
外

戚
か
ら
朝
廷
に
入
り
、
皇
帝
陛
下
を
補
佐
し
、
四
年
で
明
堂
、
辟
雍
を
興
起
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
功
業
徳
行
は
明
ら
か
で
す
。

安
漢
公
は
八
月
十
六
日
に
勅
命
を
奉
じ
て
責
任
者
を
派
遣
し
、
朝
に
賦
役
の
書
類
に
よ
っ
て
建
築
作
業
を
割
り
振
り
し
、
翌
十
七
日

に
は
、
太
学
の
学
生
や
、
庶
民
が
大
い
に
喜
び
会
し
、
十
万
の
人
員
が
集
ま
り
、
二
十
日
の
通
常
作
業
で
、
明
堂
、
辟
雍
の
建
設

と
い
う
偉
大
な
功
業
が
す
べ
て
完
成
し
た
の
で
す
。
堯
・
舜
の
壮
挙
や
西
周
の
創
業
で
も
、
誠
に
こ
れ
に
勝
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

宰
衡
（
宰
相
）
の
位
は
諸
侯
王
の
上
に
あ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
束
帛
加
璧
、
大
国
乗
車
、
安
車
各
一
、
驪
馬
二
駟（

（
（

を
賜
わ

れ
ま
す
よ
う
に
。」
詔
し
て
曰
く
、「
よ
ろ
し
い
。
九
錫（

（
（

を
賜
う
方
法
を
議
せ
よ
。」
と
。
…
…

元
始
五
年
（
五
）
正
月
に
、
明
堂
で
祫
祭
を
行
っ
た
。
諸
侯
王
二
十
八
人
、
列
侯
百
二
十
人
、
宗
室
子
九
百
余
人
が
徴
集
さ
れ
て
、
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大
す
る
儒
教
の
教
義
・
知
識
の
中
で
、
明
堂
の
教
義
・
知
識
が
如
何
に
発
展
し
た
の
か
を
概
観
し
、
明
堂
の
本
質
と
多
元
性
と
を
解
明
せ

ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

　武
帝
の
泰
山
明
堂
と
王
莽
の
長
安
明
堂

漢
で
は
高
祖
劉
邦
以
来
、
五
帝
を
天
神
と
し
て
祭
祀
し
て
い
た
が
、
武
帝
の
元
光
二
年
（
前
一
三
三
）
頃
に
、
亳
（
安
徽
省
亳
県
）
出

身
の
謬
忌
が
「
天
神
の
最
高
神
は
泰
一
で
あ
り
、
泰
一
の
補
佐
が
五
帝
で
す
。」
と
進
言
し
た
の
を
受
け
て
、
長
安
東
南
郊
に
泰
一
神
を

祭
祀
す
る
祭
域
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
祭
域
は
薄
忌
泰
一
壇
と
呼
ば
れ
、
泰
一
の
壇
は
三
重
で
、
五
帝
の
壇
が
そ
の
下
に
、
黄
帝
の
壇
が

西
南
に
置
か
れ
る
の
を
例
外
と
し
て
、
各
自
配
当
さ
れ
た
方
角
の
位
置
に
ぐ
る
り
と
置
か
れ
、
八
方
向
に
伸
び
る
神
霊
の
通
り
道
が
整
備

さ
れ
た
。
元
鼎
五
年
（
前
一
一
二
）
に
武
帝
が
甘
泉
で
初
め
て
行
っ
た
、
十
一
月
一
日
冬
至
の
郊
祀
で
も
、
こ
れ
に
倣
っ
た
泰
畤
と
呼
ぶ

祭
域
が
設
置
さ
れ
、（

2
（

元
封
五
年
（
前
一
〇
六
）
の
泰
山
明
堂
に
お
け
る
泰
一
と
五
帝
と
の
祭
祀
に
反
映
さ
れ
た
。

明
堂
祭
祀
は
常
設
の
建
物
を
伴
う
か
ら
、
露
天
で
行
わ
れ
る
郊
祀
と
い
さ
さ
か
事
情
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
祭
祀
対
象
や
祭
祀
儀
礼

は
郊
祀
の
直
系
だ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
武
帝
時
代
の
郊
祀
は
薄
忌
泰
一
壇
を
祖
型
と
し
、
神
仙
思
想
的
色
彩
に
満
ち
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
直
系
で
あ
る
泰
山
明
堂
に
神
仙
思
想
的
性
格
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
最
初
に
明

堂
の
建
立
を
進
言
し
た
の
は
儒
家
官
僚
だ
っ
た
が
、
彼
ら
は
実
際
に
は
明
堂
に
関
す
る
知
識
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
泰
山

明
堂
は
甘
泉
郊
祀
や
泰
山
封
禅
と
同
様
に
、
方
士
等
の
主
導
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
泰
山
明
堂
は
、
泰
一
・
五
帝

に
対
す
る
祭
祀
の
後
、
諸
侯
王
列
侯
を
朝
見
さ
せ
て
、『
礼
記
』（
明
堂
位
篇
）
の
周
公
明
堂
朝
見
を
再
現
し
、（

3
（

ま
た
、
児
寛
が
、
明
堂
の

建
立
と
祭
祀
と
を
言
祝
い
で
、
周
代
に
廃
絶
し
た
王
道
政
治
の
復
興
で
あ
る
と
し
て
賛
美
し
た
よ
う
に
、（

（
（

し
た
た
か
な
儒
家
官
僚
の
戦
略

に
よ
っ
て
、
儒
家
思
想
で
粉
飾
さ
れ
、
儒
家
的
明
堂
説
の
源
泉
の
一
つ
と
し
て
、
後
世
の
明
堂
論
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
五
帝
が
明
堂
の
祭
祀
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

後
漢
以
降
、
五
帝
は
明
堂
の
祭
祀
対
象
と
し
て
、
西
晋
と
唐
代
の
ご
く
僅
か
な
期
間
を
除
き
、
不
動
の
地
位
を
確
立
す
る
が
、
そ
の
起

源
は
こ
の
泰
山
明
堂
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
儒
家
官
僚
は
我
田
引
水
的
に
泰
山
明
堂
を
儒
家
側
に
取
り
込
ん
だ
。
そ
れ
故
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祫
と
は
「
大
い
に
親
疏
遠
近
の
先
祖
の
霊
を
一
緒
に
祭
祀
す
る
こ
と
で
あ
る
」（

（（
（

と
説
明
さ
れ
、
通
常
は
祖
廟
で
行
わ
れ
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
王
莽
は
明
堂
を
祖
廟
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、『
毛
詩
』（
我
将
）
に
見
え
る
説
で
あ
る
。『
漢
書
』
王
莽
伝
に

は
ま
た
、
王
莽
の
、「
周
公
が
摂
政
で
あ
る
と
き
、
后
稷
を
郊
で
祭
祀
し
て
天
に
併
せ
祀
り
、
文
王
を
明
堂
で
祭
祀
し
て
上
帝
に
併
せ
祀
っ

た
。」（

（（
（

と
い
う
文
章
や
、「
予
は
伏
し
て
思
う
に
、
皇
初
祖
考
黄
帝
、
皇
始
祖
考
虞
帝
を
、
明
堂
に
宗
祀
す
る
。」（

（（
（

と
い
う
文
章
が
記
録
さ

れ
る
。「
后
稷
を
郊
で
祭
祀
し
て
天
に
併
せ
祀
り
、
文
王
を
明
堂
で
祭
祀
し
て
上
帝
に
併
せ
祀
っ
た
。」
と
は
、『
孝
経
』
聖
治
章
に
典
拠

の
あ
る
文
言
で
、
こ
こ
か
ら
後
漢
以
降
、
郊
祭
で
は
、
天
を
祀
っ
て
、
王
朝
の
太
祖
を
併
せ
祀
り
、
明
堂
の
祭
祀
で
は
、
上
帝
を
祀
っ
て
、

父
の
霊
を
併
せ
祀
る
、
と
い
う
明
堂
の
原
則
（
厳
父
配
天
）
の
一
つ
が
導
き
出
さ
れ
る
が
、
王
莽
の
場
合
、
実
父
で
は
な
く
、
虞
帝
（
舜
）

を
明
堂
に
祀
っ
た
。
王
莽
は
、
周
公
が
文
王
を
明
堂
に
祀
っ
た
理
由
は
、
文
王
が
周
公
の
実
父
だ
か
ら
で
は
な
く
、
周
王
朝
創
立
に
功
績

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
解
釈
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
王
莽
は
明
堂
で
舜
と
共
に
黄
帝
も
祀
っ
た
。
だ
か
ら
、
明
堂
に
祫
祭
し
た
（
一
緒

に
祀
っ
た
）、
と
言
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
王
莽
が
明
堂
を
、
厳
父
配
天
の
原
則
、
つ
ま
り
父
だ
け
に
最
高
の
孝
心
を
捧
げ
る
た
め
の
も

の
で
は
な
く
、
よ
り
広
範
な
先
祖
祭
祀
の
た
め
の
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

二

　王
莽
の
長
安
明
堂
の
文
献
資
料
と
考
古
学
資
料

右
の
引
用
中
、
王
莽
が
広
く
募
っ
た
人
材
の
専
門
分
野
が
、
逸
礼
、『
古
文
尚
書
』『
毛
詩
』『
周
礼
』『
爾
雅
』、
天
文
、
図
讖
、
鍾
律
、

月
令
、
兵
法
、
識
字
書
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、『
爾
雅
』、
兵
法
、
識
字
書
を
除
き
、
書
物
は
い
わ
ゆ
る
古
文
経
、
学

問
分
野
は
讖
緯
に
関
わ
り
深
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

古
文
経
を
熱
烈
に
支
持
し
た
の
は
、
王
莽
の
側
近
の
劉
歆
（
前
三
二
？
～
二
三
）
で
あ
る
。
古
文
経
の
中
で
、
明
堂
に
つ
い
て
記
述
が

あ
る
の
は
、『
周
礼
』
で
あ
り
、
王
莽
は
周
の
礼
制
復
興
を
標
榜
し
て
新
の
国
家
制
度
を
整
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
王
莽
の
長
安
明
堂
が

古
文
経
の
影
響
を
蒙
っ
た
可
能
性
は
高
い
が
、
考
古
学
資
料
も
含
め
て
、
証
拠
立
て
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。

古
文
経
の
文
献
で
明
堂
に
つ
い
て
記
載
が
あ
る
の
は
、
現
存
の
も
の
で
は
、『
毛
詩
』
我
将
の
詩
、『
孝
経
』
聖
治
章
、『
周
礼
』
考
工

記
で
あ
る
が
、『
毛
詩
』
と
『
孝
経
』
と
に
は
同
内
容
の
今
文
経
が
あ
り
、『
周
礼
』
考
工
記
の
記
載
事
項
は
、明
堂
が
五
室
で
あ
る
こ
と
と
、
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祭
祀
を
補
助
し
た
。
…
…

そ
の
秋
、
劉
歆
、
陳
崇
等
十
二
人
が
皆
、
明
堂
建
立
に
携
わ
り
、
教
化
を
宣
布
し
た
功
績
に
よ
っ
て
列
侯
に
封
じ
ら
れ
た
。（

（
（

い
さ
さ
か
長
文
の
引
用
と
な
っ
た
が
、
明
堂
に
関
し
て
は
、
元
始
四
年
に
王
莽
の
手
に
よ
っ
て
明
堂
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
（
具
体
的
に
は
、

八
月
十
六
日
に
作
業
の
割
り
振
り
を
し
、
十
七
日
に
学
生
、
一
般
市
民
十
万
人
を
動
員
し
て
、
わ
ず
か
二
十
日
の
工
期
で
完
成
し
た
）、

翌
年
正
月
に
明
堂
で
祫
祭
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
及
び
こ
の
度
の
明
堂
建
立
の
責
任
者
が
劉
歆
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

明
堂
建
立
と
同
列
に
、
王
莽
が
行
っ
た
、
学
校
や
、
市
場
・
備
蓄
倉
庫
の
整
備
、
広
範
囲
の
学
問
教
育
の
人
材
発
掘
の
政
策
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
王
莽
の
明
堂
建
立
が
、
学
問
振
興
、
民
生
安
定
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
政
策
を
行
っ
た
王
莽
は
、

王
道
政
治
を
実
現
し
た
堯
舜
、
西
周
の
文
王
・
武
王
に
も
勝
る
為
政
者
と
し
て
賞
賛
さ
れ
る
。
特
に
明
堂
辟
雍
の
建
立
は
最
大
の
功
績
と

さ
れ
、『
礼
記
』
明
堂
位
篇
を
踏
ま
え
て
、
成
王
を
補
佐
し
て
諸
侯
を
朝
見
さ
せ
た
周
公
に
王
莽
を
擬
え
、
禅
譲
の
前
段
階
で
あ
る
九
錫

下
賜
の
提
議
へ
と
歩
を
進
め
さ
せ
て
、
政
権
奪
取
の
正
当
化
に
大
き
な
根
拠
を
与
え
た
。
こ
の
歳
（
元
始
五
年
）
十
二
月
に
は
、
平
帝
の

崩
御
を
承
け
て
、
さ
ら
に
事
態
は
進
行
し
、
や
は
り
『
礼
記
』
明
堂
位
篇
を
典
拠
と
し
な
が
ら
も
、
周
公
が
実
質
的
に
王
位
に
即
い
た
こ

と
を
強
調
し
て
、
王
莽
の
皇
帝
即
位
を
正
当
化
し
た
。（

（
（

こ
こ
で
も
明
堂
は
、
王
莽
を
周
公
に
重
ね
合
わ
せ
る
仕
掛
け
と
し
て
機
能
し
た
。

武
帝
時
代
、
即
位
当
初
（
前
一
四
〇
）
の
儒
家
官
僚
主
導
の
長
安
明
堂
構
想
は
、
黄
老
（
道
家
）
思
想
支
持
派
と
の
権
力
闘
争
に
敗

北
し
て
実
現
せ
ず
（
前
一
三
九
）、
か
え
っ
て
神
仙
思
想
に
傾
倒
し
た
武
帝
治
世
の
後
半
期
に
方
士
主
導
の
泰
山
明
堂
が
出
現
し
た
（
前

一
〇
九
）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
百
年
の
間
に
、
事
態
は
一
変
し
、
前
漢
王
朝
が
儒
教
国
家
へ
と
変
貌
を
遂
げ
、
王
莽
が
儒
教
を

自
己
の
政
権
奪
取
の
舞
台
装
置
と
し
た
と
き
、
明
堂
は
重
要
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
堂
は
王
者
の
堂
で
あ
る
と
は
、
孟
子

の
言
葉
だ
が
、
王
莽
は
、
簒
奪
者
の
汚
名
を
免
れ
る
た
め
に
、
自
覚
的
、
積
極
的
に
明
堂
を
建
立
し
、
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
後
世
、
帝

王
と
し
て
の
正
統
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
明
堂
を
建
立
し
よ
う
と
し
た
帝
王
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
端
緒
は
王
莽
が
開
い
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
武
帝
即
位
当
初
の
長
安
明
堂
構
想
は
、
諸
侯
を
朝
見
さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
王
莽
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
長
安
明
堂
の

目
的
乃
至
は
機
能
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
が
祫
祭
で
あ
る
こ
と
は
右
の
引
用
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
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祫
と
は
「
大
い
に
親
疏
遠
近
の
先
祖
の
霊
を
一
緒
に
祭
祀
す
る
こ
と
で
あ
る
」（

（（
（

と
説
明
さ
れ
、
通
常
は
祖
廟
で
行
わ
れ
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
王
莽
は
明
堂
を
祖
廟
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、『
毛
詩
』（
我
将
）
に
見
え
る
説
で
あ
る
。『
漢
書
』
王
莽
伝
に

は
ま
た
、
王
莽
の
、「
周
公
が
摂
政
で
あ
る
と
き
、
后
稷
を
郊
で
祭
祀
し
て
天
に
併
せ
祀
り
、
文
王
を
明
堂
で
祭
祀
し
て
上
帝
に
併
せ
祀
っ

た
。」（

（（
（

と
い
う
文
章
や
、「
予
は
伏
し
て
思
う
に
、
皇
初
祖
考
黄
帝
、
皇
始
祖
考
虞
帝
を
、
明
堂
に
宗
祀
す
る
。」（

（（
（

と
い
う
文
章
が
記
録
さ

れ
る
。「
后
稷
を
郊
で
祭
祀
し
て
天
に
併
せ
祀
り
、
文
王
を
明
堂
で
祭
祀
し
て
上
帝
に
併
せ
祀
っ
た
。」
と
は
、『
孝
経
』
聖
治
章
に
典
拠

の
あ
る
文
言
で
、
こ
こ
か
ら
後
漢
以
降
、
郊
祭
で
は
、
天
を
祀
っ
て
、
王
朝
の
太
祖
を
併
せ
祀
り
、
明
堂
の
祭
祀
で
は
、
上
帝
を
祀
っ
て
、

父
の
霊
を
併
せ
祀
る
、
と
い
う
明
堂
の
原
則
（
厳
父
配
天
）
の
一
つ
が
導
き
出
さ
れ
る
が
、
王
莽
の
場
合
、
実
父
で
は
な
く
、
虞
帝
（
舜
）

を
明
堂
に
祀
っ
た
。
王
莽
は
、
周
公
が
文
王
を
明
堂
に
祀
っ
た
理
由
は
、
文
王
が
周
公
の
実
父
だ
か
ら
で
は
な
く
、
周
王
朝
創
立
に
功
績

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
解
釈
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
王
莽
は
明
堂
で
舜
と
共
に
黄
帝
も
祀
っ
た
。
だ
か
ら
、
明
堂
に
祫
祭
し
た
（
一
緒

に
祀
っ
た
）、
と
言
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
王
莽
が
明
堂
を
、
厳
父
配
天
の
原
則
、
つ
ま
り
父
だ
け
に
最
高
の
孝
心
を
捧
げ
る
た
め
の
も

の
で
は
な
く
、
よ
り
広
範
な
先
祖
祭
祀
の
た
め
の
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

二

　王
莽
の
長
安
明
堂
の
文
献
資
料
と
考
古
学
資
料

右
の
引
用
中
、
王
莽
が
広
く
募
っ
た
人
材
の
専
門
分
野
が
、
逸
礼
、『
古
文
尚
書
』『
毛
詩
』『
周
礼
』『
爾
雅
』、
天
文
、
図
讖
、
鍾
律
、

月
令
、
兵
法
、
識
字
書
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、『
爾
雅
』、
兵
法
、
識
字
書
を
除
き
、
書
物
は
い
わ
ゆ
る
古
文
経
、
学

問
分
野
は
讖
緯
に
関
わ
り
深
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

古
文
経
を
熱
烈
に
支
持
し
た
の
は
、
王
莽
の
側
近
の
劉
歆
（
前
三
二
？
～
二
三
）
で
あ
る
。
古
文
経
の
中
で
、
明
堂
に
つ
い
て
記
述
が

あ
る
の
は
、『
周
礼
』
で
あ
り
、
王
莽
は
周
の
礼
制
復
興
を
標
榜
し
て
新
の
国
家
制
度
を
整
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
王
莽
の
長
安
明
堂
が

古
文
経
の
影
響
を
蒙
っ
た
可
能
性
は
高
い
が
、
考
古
学
資
料
も
含
め
て
、
証
拠
立
て
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。

古
文
経
の
文
献
で
明
堂
に
つ
い
て
記
載
が
あ
る
の
は
、
現
存
の
も
の
で
は
、『
毛
詩
』
我
将
の
詩
、『
孝
経
』
聖
治
章
、『
周
礼
』
考
工

記
で
あ
る
が
、『
毛
詩
』
と
『
孝
経
』
と
に
は
同
内
容
の
今
文
経
が
あ
り
、『
周
礼
』
考
工
記
の
記
載
事
項
は
、明
堂
が
五
室
で
あ
る
こ
と
と
、
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祭
祀
を
補
助
し
た
。
…
…

そ
の
秋
、
劉
歆
、
陳
崇
等
十
二
人
が
皆
、
明
堂
建
立
に
携
わ
り
、
教
化
を
宣
布
し
た
功
績
に
よ
っ
て
列
侯
に
封
じ
ら
れ
た
。（

（
（

い
さ
さ
か
長
文
の
引
用
と
な
っ
た
が
、
明
堂
に
関
し
て
は
、
元
始
四
年
に
王
莽
の
手
に
よ
っ
て
明
堂
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
（
具
体
的
に
は
、

八
月
十
六
日
に
作
業
の
割
り
振
り
を
し
、
十
七
日
に
学
生
、
一
般
市
民
十
万
人
を
動
員
し
て
、
わ
ず
か
二
十
日
の
工
期
で
完
成
し
た
）、

翌
年
正
月
に
明
堂
で
祫
祭
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
及
び
こ
の
度
の
明
堂
建
立
の
責
任
者
が
劉
歆
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

明
堂
建
立
と
同
列
に
、
王
莽
が
行
っ
た
、
学
校
や
、
市
場
・
備
蓄
倉
庫
の
整
備
、
広
範
囲
の
学
問
教
育
の
人
材
発
掘
の
政
策
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
王
莽
の
明
堂
建
立
が
、
学
問
振
興
、
民
生
安
定
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
政
策
を
行
っ
た
王
莽
は
、

王
道
政
治
を
実
現
し
た
堯
舜
、
西
周
の
文
王
・
武
王
に
も
勝
る
為
政
者
と
し
て
賞
賛
さ
れ
る
。
特
に
明
堂
辟
雍
の
建
立
は
最
大
の
功
績
と

さ
れ
、『
礼
記
』
明
堂
位
篇
を
踏
ま
え
て
、
成
王
を
補
佐
し
て
諸
侯
を
朝
見
さ
せ
た
周
公
に
王
莽
を
擬
え
、
禅
譲
の
前
段
階
で
あ
る
九
錫

下
賜
の
提
議
へ
と
歩
を
進
め
さ
せ
て
、
政
権
奪
取
の
正
当
化
に
大
き
な
根
拠
を
与
え
た
。
こ
の
歳
（
元
始
五
年
）
十
二
月
に
は
、
平
帝
の

崩
御
を
承
け
て
、
さ
ら
に
事
態
は
進
行
し
、
や
は
り
『
礼
記
』
明
堂
位
篇
を
典
拠
と
し
な
が
ら
も
、
周
公
が
実
質
的
に
王
位
に
即
い
た
こ

と
を
強
調
し
て
、
王
莽
の
皇
帝
即
位
を
正
当
化
し
た
。（

（
（

こ
こ
で
も
明
堂
は
、
王
莽
を
周
公
に
重
ね
合
わ
せ
る
仕
掛
け
と
し
て
機
能
し
た
。

武
帝
時
代
、
即
位
当
初
（
前
一
四
〇
）
の
儒
家
官
僚
主
導
の
長
安
明
堂
構
想
は
、
黄
老
（
道
家
）
思
想
支
持
派
と
の
権
力
闘
争
に
敗

北
し
て
実
現
せ
ず
（
前
一
三
九
）、
か
え
っ
て
神
仙
思
想
に
傾
倒
し
た
武
帝
治
世
の
後
半
期
に
方
士
主
導
の
泰
山
明
堂
が
出
現
し
た
（
前

一
〇
九
）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
百
年
の
間
に
、
事
態
は
一
変
し
、
前
漢
王
朝
が
儒
教
国
家
へ
と
変
貌
を
遂
げ
、
王
莽
が
儒
教
を

自
己
の
政
権
奪
取
の
舞
台
装
置
と
し
た
と
き
、
明
堂
は
重
要
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
堂
は
王
者
の
堂
で
あ
る
と
は
、
孟
子

の
言
葉
だ
が
、
王
莽
は
、
簒
奪
者
の
汚
名
を
免
れ
る
た
め
に
、
自
覚
的
、
積
極
的
に
明
堂
を
建
立
し
、
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
後
世
、
帝

王
と
し
て
の
正
統
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
明
堂
を
建
立
し
よ
う
と
し
た
帝
王
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
端
緒
は
王
莽
が
開
い
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
武
帝
即
位
当
初
の
長
安
明
堂
構
想
は
、
諸
侯
を
朝
見
さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
王
莽
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
長
安
明
堂
の

目
的
乃
至
は
機
能
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
が
祫
祭
で
あ
る
こ
と
は
右
の
引
用
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
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の
特
徴
と
一
致
す
る
。
応
劭
の
注
は
、「
明
堂
は
上
が
円
形
で
下
が
方
形
、
八
つ
の
窓
に
四
つ
の
門
を
備
え
、
施
政
の
宮
殿
で
あ
り
、
国

の
南
に
あ
る
。
…
…
辟
雍
は
璧
の
丸
い
様
に
似
せ
る
。
周
り
に
水
を
め
ぐ
ら
す
の
は
、
教
化
が
流
れ
ゆ
く
様
に
似
せ
る
。」（

（（
（

と
あ
り
、
確

か
に
こ
の
遺
跡
の
、
長
安
城
南
に
あ
り
、
四
門
あ
り
、
円
水
溝
が
め
ぐ
る
特
徴
に
合
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
応
劭
は
後
漢
末
の
儒
学

者
で
あ
り
、
王
莽
の
長
安
明
堂
の
実
態
に
即
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
記
述
内
容
は
、『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
と
の
一

致
点
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺
跡
の
特
徴
か
ら
、
こ
れ
を
王
莽
の
長
安
明
堂
に
比
定
す
る
蓋
然
性
は
高
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば

王
莽
長
安
明
堂
と
『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
と
の
近
似
性
を
よ
り
い
っ
そ
う
、
論
証
す
る
の
で
あ
り
、
古
文
経
と
の
関
係
は
ま
す
ま
す
疎
遠
に

な
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

王
莽
の
長
安
明
堂
が
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
文
献
と
し
て
は
他
に
、『
明
堂
陰
陽
録
』
が
あ
る
。
こ
の
書
物
は
佚
書
で
、
現
在
は
『
太

平
御
覧
』
に
収
録
さ
れ
る
文
章
が
最
も
長
文
で
あ
る
。
引
用
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
礼
記
明
堂
陰
陽
録
』
に
曰
く
、「『
明
堂
陰
陽
』
に
、「（
明
堂
は
）
王
者
の
天
に
応
じ
る
原
理
装
置
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
明
堂
の

制
度
は
、
周
囲
に
水
を
め
ぐ
ら
す
。
水
の
流
れ
は
左
回
り
で
あ
り
、
天
の
運
行
を
象
る
。
明
堂
の
内
部
に
は
太
室
（
大
き
な
主
室
）

が
あ
り
、
中
央
の
星
座
で
あ
る
紫
微
宮
を
象
る
。
南
は
明
堂
を
突
出
し
、
南
の
星
座
で
あ
る
太
微
を
象
る
。
西
は
総
章
を
突
出
し
、

西
の
星
座
で
あ
る
五
潢
を
象
る
。
北
は
玄
堂
を
突
出
し
、
北
の
星
座
で
あ
る
営
室
を
象
る
。
東
は
青
陽
を
突
出
し
、
東
の
星
座
で

あ
る
天
市
を
象
る
。
上
帝
は
四
季
ご
と
に
、
星
界
の
所
定
の
宮
殿
を
治
め
る
。
王
者
は
天
の
意
思
を
承
け
て
万
物
を
統
御
す
る
が
、

や
は
り
そ
の
方
角
に
て
国
政
を
行
う
。」（

（（
（

こ
の
書
物
は
、『
漢
書
』
巻
三
十
、
藝
文
志
、
六
藝
略
（
礼
家
）
に
、「『
明
堂
陰
陽
』
三
十
三
篇
」
と
著
録
さ
れ
た
書
物
と
関
係
深
い

と
推
測
で
き
る
。『
明
堂
陰
陽
』
の
条
に
は
、「
古
明
堂
の
遺
事
」
と
原
注
が
あ
り
、『
礼
記
』
月
令
篇
と
明
堂
位
篇
や
『
大
戴
礼
』
明
堂

篇
の
原
型
と
さ
れ
る
。（

（（
（

ま
た
、
右
の
文
章
の
一
部
を
、
隋
の
牛
弘
が
「『
明
堂
陰
陽
録
』
曰
」
と
し
て
引
用
す
る
他
、
唐
の
李
賢
が
「
劉

向
『
七
略
』
曰
」
と
し
て
、
李
善
が
「『
七
略
』
曰
」
と
し
て
引
用
す
る
。（

（（
（

劉
向
が
前
漢
宮
廷
の
蔵
書
を
解
題
し
た
の
が
『
別
録
』
で
、

そ
れ
を
劉
歆
が
書
籍
目
録
に
し
た
の
が
『
七
略
』
で
あ
る
。
隋
唐
人
た
ち
は
、
劉
歆
『
七
略
』（
実
際
は
劉
向
『
別
録
』）
を
通
し
て
、『
明

堂
陰
陽
』
を
読
ん
だ
の
だ
。
右
の
「
王
者
の
天
に
応
じ
る
原
理
装
置
で
あ
る
。」
の
一
文
は
『
明
堂
陰
陽
』
の
佚
文
で
あ
り
、
そ
の
後
の
、
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東
西
、
南
北
の
長
さ
と
堂
の
高
さ
の
サ
イ
ズ
だ
け
で
あ
る
。
逆
に
、
今
文
経
の
『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
の
記
載
内
容
は
、
明
堂
は
文
王
を
祀

る
祖
廟
で
あ
る
と
す
る
等
、
王
莽
の
長
安
明
堂
の
性
質
と
一
致
す
る
点
が
少
な
く
な
い
。

考
古
学
研
究
も
、『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
と
の
近
似
性
を
裏
付
け
る
。
一
九
五
六
年
七
月
、
陝
西
省
西
安
市
西
北
郊
外
、
大
土
門
村
北
で
、

こ
の
明
堂
に
比
定
さ
れ
る
漢
代
礼
制
建
築
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
た
。
遺
跡
は
、
漢
長
安
故
城
安
門
外
道
東
、
長
安
城
南
壁
か
ら
約
一・
五

㎞
南
に
位
置
し
、
①
中
心
建
築
、
②
正
方
形
周
壁
、
③
四
門
、
④
四
隅
曲
尺
形
配
房
（
脇
棟
）、
⑤
円
水
溝
か
ら
成
る
。
中
心
建
築
は
方

形
の
土
台
中
央
部
に
あ
る
。
土
台
は
南
北
二
〇
五
㍍
、
東
西
二
〇
六
㍍
、
高
さ
一・
六
㍍
で
あ
る
。
土
台
の
上
部
は
版
築
で
あ
る
。

①
の
中
心
建
築
の
主
要
建
築
は
、
円
形
の
版
築
土
台
上
に
あ
り
、
土
台
は
直
径
六
二
㍍
、
厚
さ
二
・
九
㍍
。
主
要
建
築
の
遺
跡
平
面
は

「
亞
」
字
形
を
呈
し
て
お
り
、
四
面
対
称
、
毎
辺
長
さ
四
二
㍍
前
後
。
台
基
の
中
央
は
正
方
形
の
版
築
土
台
で
、
一
辺
長
さ
一
七
㍍
。
正

方
形
版
築
土
台
の
四
隅
に
は
、
各
二
個
の
正
方
形
の
小
版
築
土
台
が
あ
り
、
大
き
さ
は
同
じ
。
中
心
正
方
形
版
築
土
台
の
四
面
に
は
東
南

西
北
四
つ
の
庁
堂
が
あ
り
、
毎
辺
長
さ
二
四
㍍
、
北
堂
は
四
間
の
抱
厦
（
間
は
部
屋
の
数
を
数
え
る
語
。
抱
厦
は
母
屋
か
ら
左
右
に
突
き

出
た
建
物
―
筆
者
注
）
を
突
き
出
し
、
他
の
三
面
は
八
間
の
抱
厦
で
あ
る
。

中
心
建
築
の
外
周
に
は
、
②
の
正
方
形
周
壁
が
あ
る
。
毎
辺
二
三
五
㍍
、
中
心
建
築
と
の
距
離
は
九
六
㍍
。
周
壁
の
四
面
中
央
に
は
各

一
門
（
③
の
四
門
の
こ
と
）
が
あ
り
、
四
隅
に
は
毎
辺
四
七
㍍
の
④
の
曲
尺
形
配
房
が
あ
る
。
周
壁
の
外
側
に
は
⑤
の
円
水
溝
が
あ
る
。

直
径
三
六
〇
㍍
前
後
、
幅
約
二
㍍
、
深
さ
約
一・
八
㍍
で
あ
る
。（

（（
（

こ
の
礼
制
建
築
遺
跡
は
王
莽
の
長
安
明
堂
に
比
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
王
莽
の
長
安
明
堂
の
構
造
が
、『
礼
記
』
月
令
篇
に
依
拠
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
遺
跡
の
①
の
構
造
と
符
合
す
る
か
ら
で
あ
り
、『
漢
書
』
王
莽
伝
の
応
劭
の
注
に
描
写
さ
れ
た
明
堂
の
特

徴
が
遺
跡
の
そ
れ
と
一
致
す
る
点
が
あ
る
か
ら
だ
。

『
礼
記
』
明
堂
篇
に
見
え
る
明
堂
は
、
一
年
十
二
箇
月
に
配
当
さ
れ
た
、
青
陽
左
个
・
青
陽
太
廟
・
青
陽
右
个
・
明
堂
左
个
・
明
堂
太
廟
・

明
堂
右
个
・
総
章
左
个
・
総
章
太
廟
・
総
章
右
个
・
玄
堂
左
个
・
玄
堂
太
廟
・
玄
堂
右
个
と
い
う
十
二
の
部
屋
を
も
つ
。
遺
跡
の
中
央
建

築
は
中
央
正
方
形
版
築
の
四
面
に
は
、
四
も
し
く
は
八
の
区
画
の
あ
る
庁
堂
が
突
き
出
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
王
莽
の
長
安
明
堂
は

祫
祭
を
明
堂
太
廟
で
行
っ
た
と
『
漢
書
』
王
莽
伝
に
明
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、（

（（
（

『
礼
記
』
月
令
型
の
明
堂
だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
、
遺
跡
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の
特
徴
と
一
致
す
る
。
応
劭
の
注
は
、「
明
堂
は
上
が
円
形
で
下
が
方
形
、
八
つ
の
窓
に
四
つ
の
門
を
備
え
、
施
政
の
宮
殿
で
あ
り
、
国

の
南
に
あ
る
。
…
…
辟
雍
は
璧
の
丸
い
様
に
似
せ
る
。
周
り
に
水
を
め
ぐ
ら
す
の
は
、
教
化
が
流
れ
ゆ
く
様
に
似
せ
る
。」（

（（
（

と
あ
り
、
確

か
に
こ
の
遺
跡
の
、
長
安
城
南
に
あ
り
、
四
門
あ
り
、
円
水
溝
が
め
ぐ
る
特
徴
に
合
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
応
劭
は
後
漢
末
の
儒
学

者
で
あ
り
、
王
莽
の
長
安
明
堂
の
実
態
に
即
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
記
述
内
容
は
、『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
と
の
一

致
点
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺
跡
の
特
徴
か
ら
、
こ
れ
を
王
莽
の
長
安
明
堂
に
比
定
す
る
蓋
然
性
は
高
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば

王
莽
長
安
明
堂
と
『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
と
の
近
似
性
を
よ
り
い
っ
そ
う
、
論
証
す
る
の
で
あ
り
、
古
文
経
と
の
関
係
は
ま
す
ま
す
疎
遠
に

な
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

王
莽
の
長
安
明
堂
が
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
文
献
と
し
て
は
他
に
、『
明
堂
陰
陽
録
』
が
あ
る
。
こ
の
書
物
は
佚
書
で
、
現
在
は
『
太

平
御
覧
』
に
収
録
さ
れ
る
文
章
が
最
も
長
文
で
あ
る
。
引
用
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
礼
記
明
堂
陰
陽
録
』
に
曰
く
、「『
明
堂
陰
陽
』
に
、「（
明
堂
は
）
王
者
の
天
に
応
じ
る
原
理
装
置
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
明
堂
の

制
度
は
、
周
囲
に
水
を
め
ぐ
ら
す
。
水
の
流
れ
は
左
回
り
で
あ
り
、
天
の
運
行
を
象
る
。
明
堂
の
内
部
に
は
太
室
（
大
き
な
主
室
）

が
あ
り
、
中
央
の
星
座
で
あ
る
紫
微
宮
を
象
る
。
南
は
明
堂
を
突
出
し
、
南
の
星
座
で
あ
る
太
微
を
象
る
。
西
は
総
章
を
突
出
し
、

西
の
星
座
で
あ
る
五
潢
を
象
る
。
北
は
玄
堂
を
突
出
し
、
北
の
星
座
で
あ
る
営
室
を
象
る
。
東
は
青
陽
を
突
出
し
、
東
の
星
座
で

あ
る
天
市
を
象
る
。
上
帝
は
四
季
ご
と
に
、
星
界
の
所
定
の
宮
殿
を
治
め
る
。
王
者
は
天
の
意
思
を
承
け
て
万
物
を
統
御
す
る
が
、

や
は
り
そ
の
方
角
に
て
国
政
を
行
う
。」（

（（
（

こ
の
書
物
は
、『
漢
書
』
巻
三
十
、
藝
文
志
、
六
藝
略
（
礼
家
）
に
、「『
明
堂
陰
陽
』
三
十
三
篇
」
と
著
録
さ
れ
た
書
物
と
関
係
深
い

と
推
測
で
き
る
。『
明
堂
陰
陽
』
の
条
に
は
、「
古
明
堂
の
遺
事
」
と
原
注
が
あ
り
、『
礼
記
』
月
令
篇
と
明
堂
位
篇
や
『
大
戴
礼
』
明
堂

篇
の
原
型
と
さ
れ
る
。（

（（
（

ま
た
、
右
の
文
章
の
一
部
を
、
隋
の
牛
弘
が
「『
明
堂
陰
陽
録
』
曰
」
と
し
て
引
用
す
る
他
、
唐
の
李
賢
が
「
劉

向
『
七
略
』
曰
」
と
し
て
、
李
善
が
「『
七
略
』
曰
」
と
し
て
引
用
す
る
。（

（（
（

劉
向
が
前
漢
宮
廷
の
蔵
書
を
解
題
し
た
の
が
『
別
録
』
で
、

そ
れ
を
劉
歆
が
書
籍
目
録
に
し
た
の
が
『
七
略
』
で
あ
る
。
隋
唐
人
た
ち
は
、
劉
歆
『
七
略
』（
実
際
は
劉
向
『
別
録
』）
を
通
し
て
、『
明

堂
陰
陽
』
を
読
ん
だ
の
だ
。
右
の
「
王
者
の
天
に
応
じ
る
原
理
装
置
で
あ
る
。」
の
一
文
は
『
明
堂
陰
陽
』
の
佚
文
で
あ
り
、
そ
の
後
の
、
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東
西
、
南
北
の
長
さ
と
堂
の
高
さ
の
サ
イ
ズ
だ
け
で
あ
る
。
逆
に
、
今
文
経
の
『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
の
記
載
内
容
は
、
明
堂
は
文
王
を
祀

る
祖
廟
で
あ
る
と
す
る
等
、
王
莽
の
長
安
明
堂
の
性
質
と
一
致
す
る
点
が
少
な
く
な
い
。

考
古
学
研
究
も
、『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
と
の
近
似
性
を
裏
付
け
る
。
一
九
五
六
年
七
月
、
陝
西
省
西
安
市
西
北
郊
外
、
大
土
門
村
北
で
、

こ
の
明
堂
に
比
定
さ
れ
る
漢
代
礼
制
建
築
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
た
。
遺
跡
は
、
漢
長
安
故
城
安
門
外
道
東
、
長
安
城
南
壁
か
ら
約
一・
五

㎞
南
に
位
置
し
、
①
中
心
建
築
、
②
正
方
形
周
壁
、
③
四
門
、
④
四
隅
曲
尺
形
配
房
（
脇
棟
）、
⑤
円
水
溝
か
ら
成
る
。
中
心
建
築
は
方

形
の
土
台
中
央
部
に
あ
る
。
土
台
は
南
北
二
〇
五
㍍
、
東
西
二
〇
六
㍍
、
高
さ
一・
六
㍍
で
あ
る
。
土
台
の
上
部
は
版
築
で
あ
る
。

①
の
中
心
建
築
の
主
要
建
築
は
、
円
形
の
版
築
土
台
上
に
あ
り
、
土
台
は
直
径
六
二
㍍
、
厚
さ
二
・
九
㍍
。
主
要
建
築
の
遺
跡
平
面
は

「
亞
」
字
形
を
呈
し
て
お
り
、
四
面
対
称
、
毎
辺
長
さ
四
二
㍍
前
後
。
台
基
の
中
央
は
正
方
形
の
版
築
土
台
で
、
一
辺
長
さ
一
七
㍍
。
正

方
形
版
築
土
台
の
四
隅
に
は
、
各
二
個
の
正
方
形
の
小
版
築
土
台
が
あ
り
、
大
き
さ
は
同
じ
。
中
心
正
方
形
版
築
土
台
の
四
面
に
は
東
南

西
北
四
つ
の
庁
堂
が
あ
り
、
毎
辺
長
さ
二
四
㍍
、
北
堂
は
四
間
の
抱
厦
（
間
は
部
屋
の
数
を
数
え
る
語
。
抱
厦
は
母
屋
か
ら
左
右
に
突
き

出
た
建
物
―
筆
者
注
）
を
突
き
出
し
、
他
の
三
面
は
八
間
の
抱
厦
で
あ
る
。

中
心
建
築
の
外
周
に
は
、
②
の
正
方
形
周
壁
が
あ
る
。
毎
辺
二
三
五
㍍
、
中
心
建
築
と
の
距
離
は
九
六
㍍
。
周
壁
の
四
面
中
央
に
は
各

一
門
（
③
の
四
門
の
こ
と
）
が
あ
り
、
四
隅
に
は
毎
辺
四
七
㍍
の
④
の
曲
尺
形
配
房
が
あ
る
。
周
壁
の
外
側
に
は
⑤
の
円
水
溝
が
あ
る
。

直
径
三
六
〇
㍍
前
後
、
幅
約
二
㍍
、
深
さ
約
一・
八
㍍
で
あ
る
。（

（（
（

こ
の
礼
制
建
築
遺
跡
は
王
莽
の
長
安
明
堂
に
比
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
王
莽
の
長
安
明
堂
の
構
造
が
、『
礼
記
』
月
令
篇
に
依
拠
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
遺
跡
の
①
の
構
造
と
符
合
す
る
か
ら
で
あ
り
、『
漢
書
』
王
莽
伝
の
応
劭
の
注
に
描
写
さ
れ
た
明
堂
の
特

徴
が
遺
跡
の
そ
れ
と
一
致
す
る
点
が
あ
る
か
ら
だ
。

『
礼
記
』
明
堂
篇
に
見
え
る
明
堂
は
、
一
年
十
二
箇
月
に
配
当
さ
れ
た
、
青
陽
左
个
・
青
陽
太
廟
・
青
陽
右
个
・
明
堂
左
个
・
明
堂
太
廟
・

明
堂
右
个
・
総
章
左
个
・
総
章
太
廟
・
総
章
右
个
・
玄
堂
左
个
・
玄
堂
太
廟
・
玄
堂
右
个
と
い
う
十
二
の
部
屋
を
も
つ
。
遺
跡
の
中
央
建

築
は
中
央
正
方
形
版
築
の
四
面
に
は
、
四
も
し
く
は
八
の
区
画
の
あ
る
庁
堂
が
突
き
出
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
王
莽
の
長
安
明
堂
は

祫
祭
を
明
堂
太
廟
で
行
っ
た
と
『
漢
書
』
王
莽
伝
に
明
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、（

（（
（

『
礼
記
』
月
令
型
の
明
堂
だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
、
遺
跡
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・『
孝
経
援
神
契
』、「
明
堂
の
制
度
は
、
東
西
九
筵
で
あ
る
。
筵
は
長
さ
九
尺
で
あ
る
か
ら
、
明
堂
は
東
西
八
十
一
尺
、
南
北

六
十
三
尺
で
あ
り
、
故
に
太
室
と
言
う
。」「
周
の
明
堂
は
、
国
都
の
陽
（
南
）
に
在
り
、
三
里
の
外
、
七
里
の
内
、
辰
巳
の
方
角

に
あ
る
。」

・『
春
秋
合
誠
図
』、「
明
堂
が
辰
巳
に
あ
る
と
は
、
水
火
の
際
に
在
る
と
言
う
こ
と
だ
。
辰
は
木
で
あ
り
、
巳
は
火
で
あ
る
。
木
の

生
数
は
三
で
、
火
の
成
数
は
七
だ
か
ら
、
三
里
の
外
、
七
里
の
内
に
在
る
の
だ
。（

（（
（

」

『
礼
含
文
嘉
』
は
、
明
堂
の
呪
術
的
宗
教
的
意
義
を
述
べ
、『
孝
経
援
神
契
』
は
明
堂
の
位
置
に
関
す
る
知
識
を
語
り
、『
春
秋
合
誠
図
』

は
そ
の
位
置
の
象
徴
性
を
解
き
明
か
す
。
緯
書
の
一
般
的
な
特
徴
と
し
て
、
経
書
に
不
足
す
る
呪
術
的
宗
教
的
な
内
容
や
個
別
具
体
的
な

知
識
に
富
む
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
漢
の
張
純
等
は
も
ち
ろ
ん
、
恐
ら
く
は
王
莽
の
長
安
明
堂
を
設
計
・
運
営
し
た
劉
歆
等
も
こ
れ
ら

の
緯
書
の
知
識
を
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

明
堂
で
の
祭
祀
儀
礼
が
終
了
す
る
と
、明
帝
は
霊
台
に
登
り
、雲
気
を
観
望
し
た
。
こ
の
行
為
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』の
故
事
を
踏
ま
え
る
。

僖
公
五
年
正
月
辛
亥
朔
日
、
僖
公
は
告
朔
（
宗
廟
で
時
令
を
頒
布
す
る
儀
式
）
を
終
え
る
と
、
観
台
に
登
り
雲
気
を
観
望
し
、
記
録
し
た
。

節
句
ご
と
に
運
気
を
記
録
す
る
こ
と
は
礼
な
の
で
あ
る
。（

（（
（

明
帝
が
こ
の
故
事
を
再
現
し
た
の
は
、
後
漢
雒
陽
明
堂
が
祭
祀
を
行
う
太
廟
で

あ
る
と
同
時
に
、
告
朔
儀
礼
を
行
う
朝
堂
で
も
あ
る
こ
と
を
表
す
。
告
朔
儀
礼
は
、
臣
下
に
時
令
を
頒
布
す
る
政
治
活
動
で
あ
る
と
同
時

に
、
天
神
か
ら
時
令
を
授
か
る
宗
教
行
為
で
も
あ
る
の
だ
。

さ
て
、
後
漢
雒
陽
明
堂
で
注
目
す
べ
き
は
、
前
漢
泰
山
明
堂
と
同
じ
く
、
五
帝
を
祭
祀
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
南
郊

の
祭
祀
に
準
拠
し
た
と
い
う
。
雒
陽
の
南
郊
祭
祀
施
設
は
、
建
武
二
年
（
二
六
）
に
営
ま
れ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
雒
陽
南
郊
は
、

さ
ら
に
前
漢
平
帝
元
始
五
年
の
故
事
を
再
現
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（

（（
（

元
始
五
年
に
王
莽
は
南
郊
を
含
む
大
規
模
な
国
家
祭
祀
改
革

を
行
っ
た
。（

（（
（

こ
の
元
始
五
年
の
祭
祀
改
革
で
五
帝
に
関
し
て
は
、五
帝
を
含
む
数
多
の
神
々
を
五
行
説
に
基
づ
く
分
類
で
五
群
に
編
成
し
、

長
安
の
東
南
西
北
の
四
郊
に
お
い
て
、
東
南
西
北
及
び
東
南
の
方
角
に
そ
れ
ら
の
諸
神
の
祭
域
が
営
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
南
郊
に

は
、
四
郊
と
は
別
に
天
神
の
皇
天
上
帝
を
祭
祀
す
る
泰
畤
が
営
ま
れ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
祭
壇
の
外
周
に
五
帝
が
配
置
さ
れ
た
こ
と
は
、

明
文
は
無
い
な
が
ら
も
、
後
漢
の
史
実
か
ら
、
逆
に
推
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
泰
畤
に
祭
祀
さ
れ
た
五
帝
は
、
四
郊
に
祭
祀
さ
れ
た
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明
堂
が
備
え
る
中
央
の
太
室
と
東
南
西
北
に
突
き
出
た
青
陽
・
明
堂
・
総
章
・
玄
堂
は
天
上
の
星
界
の
形
勢
を
模
倣
し
た
、
と
の
言
説
は
、

劉
向
の
所
説
で
あ
ろ
う
。『
史
記
』
天
官
書
は
、
天
空
の
星
界
を
中
宮
と
東
南
西
北
の
四
宮
に
分
け
る
。
紫
微
宮
は
中
宮
の
、
太
微
は
南

宮
の
、
五
潢
は
西
宮
の
、
営
室
は
北
宮
の
、
天
市
は
東
宮
の
そ
れ
ぞ
れ
星
座
と
す
る
。
筆
者
は
王
莽
の
長
安
明
堂
の
特
徴
と
『
大
戴
礼
』

明
堂
篇
と
の
近
似
性
を
指
摘
し
て
き
た
が
、『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
は
『
明
堂
陰
陽
』
の
遺
篇
で
あ
る
か
ら
、
王
莽
の
長
安
明
堂
は
『
明
堂

陰
陽
』
系
の
明
堂
思
想
に
依
拠
し
た
と
言
う
方
が
、
よ
り
正
確
で
あ
る
。

三

　後
漢
雒
陽
明
堂
と
そ
の
淵
源

漢
を
再
興
し
た
後
漢
の
光
武
帝
（
劉
秀
、
在
位
二
五
～
五
七
）
は
雒
陽
を
首
都
と
し
た
。
即
位
後
三
十
二
年
目
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く

明
堂
を
建
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
続
漢
書
』（

（（
（

祭
祀
志
中
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
の
年
（
中
元
元
年
、
五
六
）、
初
め
て
北
郊
、
明
堂
、
辟
雍
、
霊
台
を
造
営
し
た
が
、
使
用
に
供
さ
な
か
っ
た
。
…
…

明
帝
（
在
位
五
七
～
七
五
）
は
即
位
す
る
と
、
永
平
二
年
（
五
九
）
正
月
辛
未
（
十
九
日
）、
初
め
て
五
帝
を
明
堂
に
祀
り
、
光
武

帝
を
併
せ
祀
っ
た
。
五
帝
の
坐
を
堂
上
に
位
置
す
る
の
は
、そ
れ
ぞ
れ
五
行
説
で
決
ま
っ
て
い
る
方
向
に
設
置
し
た
。
黄
帝
は
未（
西

南
）
に
設
置
す
る
こ
と
を
含
め
、五
帝
と
も
南
郊
の
位
置
の
通
り
に
し
た
。
光
武
帝
の
位
置
は
青
帝
の
南
や
や
後
で
、西
に
向
け
た
。

犠
牲
は
五
帝
及
び
光
武
帝
そ
れ
ぞ
れ
に
犢
（
こ
う
し
）
一
頭
と
し
、
南
郊
と
同
じ
音
楽
を
演
奏
し
た
。
明
堂
祭
祀
が
終
了
す
る
と
、

引
き
続
い
て
霊
台
に
登
り
、
雲
気
を
観
望
し
た
。（

（（
（

光
武
帝
が
明
堂
建
立
を
発
願
し
た
の
は
、
張
純
、
桓
栄
等
の
儒
学
者
が
、
そ
ろ
っ
て
三
雍
（
明
堂
、
辟
雍
、
霊
台
）
の
建
立
を
奏
上
し
た

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
張
純
は
、
七
経
讖
、『
明
堂
図
』（
公
玉
帯
が
武
帝
に
献
上
し
た
黄
帝
時
『
明
堂
図
』）、『
河
間
古
辟

雍
記
』（
河
間
献
王
劉
徳
が
武
帝
に
献
上
し
た
辟
雍
、
明
堂
、
霊
台
に
関
す
る
記
録
）、
孝
武
太
山
明
堂
制
度
（
武
帝
泰
山
明
堂
の
制
度
）、

及
び
前
漢
平
帝
の
時
の
明
堂
論
議
を
研
究
し
た
。
讖
緯
の
書
は
、
光
武
帝
が
明
堂
建
立
と
同
時
期
に
、
天
下
に
こ
れ
を
宣
布
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
漢
時
代
に
は
極
め
て
高
い
権
威
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。（

（（
（

明
堂
に
関
す
る
緯
書
の
条
文
を
数
例
紹
介
し
よ
う
。

・『
礼
含
文
嘉
』、「
明
堂
は
神
霊
に
通
じ
、
天
地
を
感
ぜ
し
め
、
四
時
の
運
行
を
正
確
に
す
る
原
理
装
置
で
あ
る
。」

— 28 —— 29 —



— 2（ —— 2（ —

・『
孝
経
援
神
契
』、「
明
堂
の
制
度
は
、
東
西
九
筵
で
あ
る
。
筵
は
長
さ
九
尺
で
あ
る
か
ら
、
明
堂
は
東
西
八
十
一
尺
、
南
北

六
十
三
尺
で
あ
り
、
故
に
太
室
と
言
う
。」「
周
の
明
堂
は
、
国
都
の
陽
（
南
）
に
在
り
、
三
里
の
外
、
七
里
の
内
、
辰
巳
の
方
角

に
あ
る
。」

・『
春
秋
合
誠
図
』、「
明
堂
が
辰
巳
に
あ
る
と
は
、
水
火
の
際
に
在
る
と
言
う
こ
と
だ
。
辰
は
木
で
あ
り
、
巳
は
火
で
あ
る
。
木
の

生
数
は
三
で
、
火
の
成
数
は
七
だ
か
ら
、
三
里
の
外
、
七
里
の
内
に
在
る
の
だ
。（

（（
（

」

『
礼
含
文
嘉
』
は
、
明
堂
の
呪
術
的
宗
教
的
意
義
を
述
べ
、『
孝
経
援
神
契
』
は
明
堂
の
位
置
に
関
す
る
知
識
を
語
り
、『
春
秋
合
誠
図
』

は
そ
の
位
置
の
象
徴
性
を
解
き
明
か
す
。
緯
書
の
一
般
的
な
特
徴
と
し
て
、
経
書
に
不
足
す
る
呪
術
的
宗
教
的
な
内
容
や
個
別
具
体
的
な

知
識
に
富
む
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
漢
の
張
純
等
は
も
ち
ろ
ん
、
恐
ら
く
は
王
莽
の
長
安
明
堂
を
設
計
・
運
営
し
た
劉
歆
等
も
こ
れ
ら

の
緯
書
の
知
識
を
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

明
堂
で
の
祭
祀
儀
礼
が
終
了
す
る
と
、明
帝
は
霊
台
に
登
り
、雲
気
を
観
望
し
た
。
こ
の
行
為
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』の
故
事
を
踏
ま
え
る
。

僖
公
五
年
正
月
辛
亥
朔
日
、
僖
公
は
告
朔
（
宗
廟
で
時
令
を
頒
布
す
る
儀
式
）
を
終
え
る
と
、
観
台
に
登
り
雲
気
を
観
望
し
、
記
録
し
た
。

節
句
ご
と
に
運
気
を
記
録
す
る
こ
と
は
礼
な
の
で
あ
る
。（

（（
（

明
帝
が
こ
の
故
事
を
再
現
し
た
の
は
、
後
漢
雒
陽
明
堂
が
祭
祀
を
行
う
太
廟
で

あ
る
と
同
時
に
、
告
朔
儀
礼
を
行
う
朝
堂
で
も
あ
る
こ
と
を
表
す
。
告
朔
儀
礼
は
、
臣
下
に
時
令
を
頒
布
す
る
政
治
活
動
で
あ
る
と
同
時

に
、
天
神
か
ら
時
令
を
授
か
る
宗
教
行
為
で
も
あ
る
の
だ
。

さ
て
、
後
漢
雒
陽
明
堂
で
注
目
す
べ
き
は
、
前
漢
泰
山
明
堂
と
同
じ
く
、
五
帝
を
祭
祀
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
南
郊

の
祭
祀
に
準
拠
し
た
と
い
う
。
雒
陽
の
南
郊
祭
祀
施
設
は
、
建
武
二
年
（
二
六
）
に
営
ま
れ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
雒
陽
南
郊
は
、

さ
ら
に
前
漢
平
帝
元
始
五
年
の
故
事
を
再
現
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（

（（
（

元
始
五
年
に
王
莽
は
南
郊
を
含
む
大
規
模
な
国
家
祭
祀
改
革

を
行
っ
た
。（

（（
（

こ
の
元
始
五
年
の
祭
祀
改
革
で
五
帝
に
関
し
て
は
、五
帝
を
含
む
数
多
の
神
々
を
五
行
説
に
基
づ
く
分
類
で
五
群
に
編
成
し
、

長
安
の
東
南
西
北
の
四
郊
に
お
い
て
、
東
南
西
北
及
び
東
南
の
方
角
に
そ
れ
ら
の
諸
神
の
祭
域
が
営
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
南
郊
に

は
、
四
郊
と
は
別
に
天
神
の
皇
天
上
帝
を
祭
祀
す
る
泰
畤
が
営
ま
れ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
祭
壇
の
外
周
に
五
帝
が
配
置
さ
れ
た
こ
と
は
、

明
文
は
無
い
な
が
ら
も
、
後
漢
の
史
実
か
ら
、
逆
に
推
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
泰
畤
に
祭
祀
さ
れ
た
五
帝
は
、
四
郊
に
祭
祀
さ
れ
た
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明
堂
が
備
え
る
中
央
の
太
室
と
東
南
西
北
に
突
き
出
た
青
陽
・
明
堂
・
総
章
・
玄
堂
は
天
上
の
星
界
の
形
勢
を
模
倣
し
た
、
と
の
言
説
は
、

劉
向
の
所
説
で
あ
ろ
う
。『
史
記
』
天
官
書
は
、
天
空
の
星
界
を
中
宮
と
東
南
西
北
の
四
宮
に
分
け
る
。
紫
微
宮
は
中
宮
の
、
太
微
は
南

宮
の
、
五
潢
は
西
宮
の
、
営
室
は
北
宮
の
、
天
市
は
東
宮
の
そ
れ
ぞ
れ
星
座
と
す
る
。
筆
者
は
王
莽
の
長
安
明
堂
の
特
徴
と
『
大
戴
礼
』

明
堂
篇
と
の
近
似
性
を
指
摘
し
て
き
た
が
、『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
は
『
明
堂
陰
陽
』
の
遺
篇
で
あ
る
か
ら
、
王
莽
の
長
安
明
堂
は
『
明
堂

陰
陽
』
系
の
明
堂
思
想
に
依
拠
し
た
と
言
う
方
が
、
よ
り
正
確
で
あ
る
。

三

　後
漢
雒
陽
明
堂
と
そ
の
淵
源

漢
を
再
興
し
た
後
漢
の
光
武
帝
（
劉
秀
、
在
位
二
五
～
五
七
）
は
雒
陽
を
首
都
と
し
た
。
即
位
後
三
十
二
年
目
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く

明
堂
を
建
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
続
漢
書
』（

（（
（

祭
祀
志
中
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
の
年
（
中
元
元
年
、
五
六
）、
初
め
て
北
郊
、
明
堂
、
辟
雍
、
霊
台
を
造
営
し
た
が
、
使
用
に
供
さ
な
か
っ
た
。
…
…

明
帝
（
在
位
五
七
～
七
五
）
は
即
位
す
る
と
、
永
平
二
年
（
五
九
）
正
月
辛
未
（
十
九
日
）、
初
め
て
五
帝
を
明
堂
に
祀
り
、
光
武

帝
を
併
せ
祀
っ
た
。
五
帝
の
坐
を
堂
上
に
位
置
す
る
の
は
、そ
れ
ぞ
れ
五
行
説
で
決
ま
っ
て
い
る
方
向
に
設
置
し
た
。
黄
帝
は
未（
西

南
）
に
設
置
す
る
こ
と
を
含
め
、五
帝
と
も
南
郊
の
位
置
の
通
り
に
し
た
。
光
武
帝
の
位
置
は
青
帝
の
南
や
や
後
で
、西
に
向
け
た
。

犠
牲
は
五
帝
及
び
光
武
帝
そ
れ
ぞ
れ
に
犢
（
こ
う
し
）
一
頭
と
し
、
南
郊
と
同
じ
音
楽
を
演
奏
し
た
。
明
堂
祭
祀
が
終
了
す
る
と
、

引
き
続
い
て
霊
台
に
登
り
、
雲
気
を
観
望
し
た
。（

（（
（

光
武
帝
が
明
堂
建
立
を
発
願
し
た
の
は
、
張
純
、
桓
栄
等
の
儒
学
者
が
、
そ
ろ
っ
て
三
雍
（
明
堂
、
辟
雍
、
霊
台
）
の
建
立
を
奏
上
し
た

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
張
純
は
、
七
経
讖
、『
明
堂
図
』（
公
玉
帯
が
武
帝
に
献
上
し
た
黄
帝
時
『
明
堂
図
』）、『
河
間
古
辟

雍
記
』（
河
間
献
王
劉
徳
が
武
帝
に
献
上
し
た
辟
雍
、
明
堂
、
霊
台
に
関
す
る
記
録
）、
孝
武
太
山
明
堂
制
度
（
武
帝
泰
山
明
堂
の
制
度
）、

及
び
前
漢
平
帝
の
時
の
明
堂
論
議
を
研
究
し
た
。
讖
緯
の
書
は
、
光
武
帝
が
明
堂
建
立
と
同
時
期
に
、
天
下
に
こ
れ
を
宣
布
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
漢
時
代
に
は
極
め
て
高
い
権
威
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。（

（（
（

明
堂
に
関
す
る
緯
書
の
条
文
を
数
例
紹
介
し
よ
う
。

・『
礼
含
文
嘉
』、「
明
堂
は
神
霊
に
通
じ
、
天
地
を
感
ぜ
し
め
、
四
時
の
運
行
を
正
確
に
す
る
原
理
装
置
で
あ
る
。」
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五
帝
が
星
だ
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
星
で
あ
ろ
う
か
。『
史
記
』
天
官
書
で
は
、
中
宮
の
天
極
星
が
太
一
の
常
居
で
あ
る
の
に
対
し
、

南
宮
に
あ
る
五
星
が
五
帝
坐
だ
と
さ
れ
る
。『
晋
書
』
天
文
志
で
は
、
太
微
に
五
帝
坐
が
あ
る
と
す
る
。
中
央
に
黄
帝
の
座
が
あ
り
、
他

の
四
帝
が
そ
の
周
り
を
取
り
囲
む
。
中
宮
に
は
別
に
五
帝
内
坐
が
あ
り
、
こ
こ
で
五
帝
は
所
定
の
順
序
で
天
皇
大
帝
の
居
所
に
伺
候
す
る

と
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
推
測
す
れ
ば
、『
史
記
』
天
官
書
の
五
帝
坐
も
、
五
帝
の
居
所
、
も
し
く
は
五
帝
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
武
帝
が
泰
山
明
堂
に
祀
っ
た
五
帝
は
こ
の
星
の
五
帝
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

王
莽
の
長
安
明
堂
で
、
五
帝
が
祀
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
五
帝
は
新
た
に
営
ま
れ
た
南
郊
で
皇
天
上
帝
の
祭
壇
の
外
壇
に
祀
ら
れ

た
他
、
長
安
城
の
四
郊
に
祀
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
王
莽
時
代
の
五
帝
は
泰
山
明
堂
の
五
帝
と
は
様
相
を
異
に
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
元
始
五
年
王
莽
が
新
た
に
設
け
た
五
箇
所
の
祭
域
に
祭
祀
さ
れ
た
の
は
、
日
月
、
風
雨
雷
、
北
辰
北
斗
、
五
惑
星
、
二
八
宿
五

星
官
の
他
は
、
中
央
帝
黄
霊
后
土
、
東
方
帝
太
昊
青
霊
勾
芒
、
南
方
炎
帝
赤
霊
祝
融
、
西
方
帝
少
皞（

（（
（

白
霊
蓐
収
、
北
方
帝
顓
頊
黑
霊
玄
冥

で
あ
っ
た
。（

（（
（

こ
れ
ら
は
、『
礼
記
』
月
令
篇
に
見
え
る
五
帝
五
神
に
他
な
ら
な
い
。

月
令
の
五
帝
は
、
五
人
帝
と
さ
れ
る
の
が
、
通
説
で
あ
る
。
太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
は
偉
大
な
る
帝
王
で
、
死
後
天
上
の

五
行
の
神
（
帝
）
に
な
っ
た
が
、
も
と
も
と
人
間
で
あ
る
か
ら
、
五
人
帝
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
勾
（
句
）
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・

玄
冥
は
生
前
極
め
て
有
能
な
臣
下
だ
っ
た
か
ら
、死
後
天
上
で
五
帝
に
仕
え
る
神
と
な
っ
た
、と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、通
説
で
は
、

後
漢
の
明
堂
に
祭
祀
さ
れ
た
五
帝
は
五
人
帝
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
通
説
は
、
本
当
は
ど
こ
ま
で
信
憑
性
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

『
礼
記
』
月
令
の
五
帝
で
あ
る
太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
は
、
歴
史
上
の
帝
王
で
あ
る
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊

と
同
一
視
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
劉
歆
と
『
孔
子
家
語
』
と
が
大
い
に
貢
献
し
た
。
劉
歆
の
『
世
経
』（『
漢
書
』
巻
二
十
一
下
律
暦
志
第

一
下
に
収
録
）
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』（
昭
公
十
七
年
）
や
『
国
語
』（
楚
語
下
）
の
記
事
を
巧
み
に
利
用
し
て
、
少
皞
を
歴
史
に
組
み
込

み
、
太
昊
炮
犧
氏
、
炎
帝
神
農
氏
、
黄
帝
軒
轅
氏
、
少
昊
帝
、
顓
頊
帝
と
い
う
人
帝
の
系
譜
を
編
成
し
た
の
で
あ
る
。（

（（
（

『
孔
子
家
語
』（
五

帝
篇
）
は
、
太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
は
、
生
前
偉
大
な
帝
王
で
あ
っ
た
も
の
が
、
死
後
天
の
五
行
に
配
当
さ
れ
た
と
明
記
し
た
。

ま
た
、
句
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・
玄
冥
は
五
行
の
官
名
で
あ
り
、
生
前
上
公
（
最
高
位
の
諸
侯
）
で
あ
っ
た
も
の
が
、
死
後
神
と
な
っ
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五
帝
と
同
一
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
後
漢
雒
陽
明
堂
に
祀
ら
れ
た
五
帝
は
、
前
漢
平
帝
元
始
五
年
に
長
安
四
郊
に
祭
ら
れ
た
五
帝

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四

　王
莽
の
昊
天
上
帝
泰
一
と
五
帝

王
莽
は
皇
天
上
帝
を
泰
一
神
の
後
身
と
み
な
し
た
。
元
始
五
年
の
祭
祀
改
革
に
お
け
る
王
莽
の
発
言
の
中
に
、「
天
神
を
皇
天
上
帝
と

称
し
、
泰
一
の
祭
域
を
泰
畤
と
呼
ぶ
が
、
地
祇
を
后
土
と
称
す
る
の
は
、
四
郊
に
祀
る
中
央
黄
霊
の
名
と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
北
郊
の
祭

域
に
は
尊
称
が
な
い
（
の
は
不
適
当
だ
）。
地
祇
を
皇
地
后
祇
と
称
し
、（
后
土
の
）
祭
域
を
広
畤
と
呼
ぶ
よ
う
に
せ
よ
。」（

（（
（

と
い
う
一
節

が
あ
る
。
天
神
が
皇
天
上
帝
と
呼
ば
れ
、
そ
の
祭
域
を
泰
畤
と
称
す
る
の
に
対
し
、
地
祇
は
四
郊
に
祀
る
中
央
黄
霊
と
同
じ
く
后
土
と
呼

ば
れ
、
そ
の
祭
域
も
尊
称
が
な
い
の
は
お
か
し
い
と
す
る
く
だ
り
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
皇
天
上
帝
の
祭
域
で
あ
る
泰
畤
を
説
明
す
る

の
に
、「
泰
一
の
祭
域
を
泰
畤
と
呼
ぶ
」
と
言
っ
た
箇
所
で
あ
る
。
此
処
は
、
後
文
の
「
地
祇
を
皇
地
后
祇
と
称
し
、
祭
域
を
広
畤
と
呼

ぶ
よ
う
に
せ
よ
。」
に
あ
わ
せ
て
、「
天
神
を
皇
天
上
帝
泰
一
と
称
し
、
祭
域
を
泰
畤
と
呼
ぶ
」
と
句
読
し
て
も
良
い
が
、（

（（
（

要
す
る
に
王
莽

は
皇
天
上
帝
と
泰
一
と
を
同
一
視
し
て
い
る
の
だ
。（

（（
（

傍
証
と
し
て
、『
史
記
』
天
官
書
に
、「
中
宮
の
天
極
星
の
星
々
の
中
で
、
最
も
明
る
い
星
が
、
太
一
の
常
居
で
あ
る
。」（

（（
（

と
あ
る
の
が

挙
げ
ら
れ
る
。
太
一
は
『
漢
書
』
天
文
志
で
は
泰
一
と
、『
晋
書
』
天
文
志
で
は
、
太
乙
と
表
記
さ
れ
る
。『
晋
書
』
天
文
志
で
は
、
太
乙

の
坐
は
北
極
五
星
中
最
も
赤
く
明
る
い
星
と
さ
れ
る
が
、
同
じ
中
宮
に
あ
る
鉤
陳
六
星
付
近
の
一
星
が
群
霊
、
万
神
を
支
配
す
る
最
高
神

と
さ
れ
、
こ
れ
は
天
皇
大
帝
と
呼
ば
れ
る
。
天
皇
大
帝
は
鉤
陳
を
常
居
と
す
る
が
、
北
極
星
に
執
務
の
場
（
太
乙
の
坐
）
を
確
保
し
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。（

（（
（

一
方
、皇
天
上
帝
は
『
尚
書
』（
周
書
召
誥
）、『
礼
記
』（
月
令
）
の
表
記
で
、古
文
経
の
『
毛
詩
』（
大

雅
雲
漢
）、『
周
礼
』（
春
官
大
宗
伯
）、『
春
秋
左
氏
伝
』（
成
公
十
三
年
）
に
見
え
る
昊
天
上
帝
と
同
一
の
、
天
の
最
高
神
を
指
す
。
後
漢

の
鄭
玄
（
一
二
七
～
二
〇
〇
）
は
、
昊
天
上
帝
は
、
天
皇
大
帝
で
あ
り
、
北
辰
の
星
（
北
極
星
）
だ
と
考
え
た
。（

（（
（

古
文
経
の
表
記
を
取
ら

な
か
っ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
王
莽
が
皇
天
上
帝
（
昊
天
上
帝
）、
泰
一
を
北
極
星
と
見
な
し
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
補
佐
で
あ
る
五
帝
も
ま
た
、
星
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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五
帝
が
星
だ
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
星
で
あ
ろ
う
か
。『
史
記
』
天
官
書
で
は
、
中
宮
の
天
極
星
が
太
一
の
常
居
で
あ
る
の
に
対
し
、

南
宮
に
あ
る
五
星
が
五
帝
坐
だ
と
さ
れ
る
。『
晋
書
』
天
文
志
で
は
、
太
微
に
五
帝
坐
が
あ
る
と
す
る
。
中
央
に
黄
帝
の
座
が
あ
り
、
他

の
四
帝
が
そ
の
周
り
を
取
り
囲
む
。
中
宮
に
は
別
に
五
帝
内
坐
が
あ
り
、
こ
こ
で
五
帝
は
所
定
の
順
序
で
天
皇
大
帝
の
居
所
に
伺
候
す
る

と
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
推
測
す
れ
ば
、『
史
記
』
天
官
書
の
五
帝
坐
も
、
五
帝
の
居
所
、
も
し
く
は
五
帝
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
武
帝
が
泰
山
明
堂
に
祀
っ
た
五
帝
は
こ
の
星
の
五
帝
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

王
莽
の
長
安
明
堂
で
、
五
帝
が
祀
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
五
帝
は
新
た
に
営
ま
れ
た
南
郊
で
皇
天
上
帝
の
祭
壇
の
外
壇
に
祀
ら
れ

た
他
、
長
安
城
の
四
郊
に
祀
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
王
莽
時
代
の
五
帝
は
泰
山
明
堂
の
五
帝
と
は
様
相
を
異
に
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
元
始
五
年
王
莽
が
新
た
に
設
け
た
五
箇
所
の
祭
域
に
祭
祀
さ
れ
た
の
は
、
日
月
、
風
雨
雷
、
北
辰
北
斗
、
五
惑
星
、
二
八
宿
五

星
官
の
他
は
、
中
央
帝
黄
霊
后
土
、
東
方
帝
太
昊
青
霊
勾
芒
、
南
方
炎
帝
赤
霊
祝
融
、
西
方
帝
少
皞（

（（
（

白
霊
蓐
収
、
北
方
帝
顓
頊
黑
霊
玄
冥

で
あ
っ
た
。（

（（
（

こ
れ
ら
は
、『
礼
記
』
月
令
篇
に
見
え
る
五
帝
五
神
に
他
な
ら
な
い
。

月
令
の
五
帝
は
、
五
人
帝
と
さ
れ
る
の
が
、
通
説
で
あ
る
。
太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
は
偉
大
な
る
帝
王
で
、
死
後
天
上
の

五
行
の
神
（
帝
）
に
な
っ
た
が
、
も
と
も
と
人
間
で
あ
る
か
ら
、
五
人
帝
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
勾
（
句
）
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・

玄
冥
は
生
前
極
め
て
有
能
な
臣
下
だ
っ
た
か
ら
、死
後
天
上
で
五
帝
に
仕
え
る
神
と
な
っ
た
、と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、通
説
で
は
、

後
漢
の
明
堂
に
祭
祀
さ
れ
た
五
帝
は
五
人
帝
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
通
説
は
、
本
当
は
ど
こ
ま
で
信
憑
性
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

『
礼
記
』
月
令
の
五
帝
で
あ
る
太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
は
、
歴
史
上
の
帝
王
で
あ
る
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊

と
同
一
視
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
劉
歆
と
『
孔
子
家
語
』
と
が
大
い
に
貢
献
し
た
。
劉
歆
の
『
世
経
』（『
漢
書
』
巻
二
十
一
下
律
暦
志
第

一
下
に
収
録
）
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』（
昭
公
十
七
年
）
や
『
国
語
』（
楚
語
下
）
の
記
事
を
巧
み
に
利
用
し
て
、
少
皞
を
歴
史
に
組
み
込

み
、
太
昊
炮
犧
氏
、
炎
帝
神
農
氏
、
黄
帝
軒
轅
氏
、
少
昊
帝
、
顓
頊
帝
と
い
う
人
帝
の
系
譜
を
編
成
し
た
の
で
あ
る
。（

（（
（

『
孔
子
家
語
』（
五

帝
篇
）
は
、
太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
は
、
生
前
偉
大
な
帝
王
で
あ
っ
た
も
の
が
、
死
後
天
の
五
行
に
配
当
さ
れ
た
と
明
記
し
た
。

ま
た
、
句
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・
玄
冥
は
五
行
の
官
名
で
あ
り
、
生
前
上
公
（
最
高
位
の
諸
侯
）
で
あ
っ
た
も
の
が
、
死
後
神
と
な
っ
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五
帝
と
同
一
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
後
漢
雒
陽
明
堂
に
祀
ら
れ
た
五
帝
は
、
前
漢
平
帝
元
始
五
年
に
長
安
四
郊
に
祭
ら
れ
た
五
帝

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四

　王
莽
の
昊
天
上
帝
泰
一
と
五
帝

王
莽
は
皇
天
上
帝
を
泰
一
神
の
後
身
と
み
な
し
た
。
元
始
五
年
の
祭
祀
改
革
に
お
け
る
王
莽
の
発
言
の
中
に
、「
天
神
を
皇
天
上
帝
と

称
し
、
泰
一
の
祭
域
を
泰
畤
と
呼
ぶ
が
、
地
祇
を
后
土
と
称
す
る
の
は
、
四
郊
に
祀
る
中
央
黄
霊
の
名
と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
北
郊
の
祭

域
に
は
尊
称
が
な
い
（
の
は
不
適
当
だ
）。
地
祇
を
皇
地
后
祇
と
称
し
、（
后
土
の
）
祭
域
を
広
畤
と
呼
ぶ
よ
う
に
せ
よ
。」（

（（
（

と
い
う
一
節

が
あ
る
。
天
神
が
皇
天
上
帝
と
呼
ば
れ
、
そ
の
祭
域
を
泰
畤
と
称
す
る
の
に
対
し
、
地
祇
は
四
郊
に
祀
る
中
央
黄
霊
と
同
じ
く
后
土
と
呼

ば
れ
、
そ
の
祭
域
も
尊
称
が
な
い
の
は
お
か
し
い
と
す
る
く
だ
り
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
皇
天
上
帝
の
祭
域
で
あ
る
泰
畤
を
説
明
す
る

の
に
、「
泰
一
の
祭
域
を
泰
畤
と
呼
ぶ
」
と
言
っ
た
箇
所
で
あ
る
。
此
処
は
、
後
文
の
「
地
祇
を
皇
地
后
祇
と
称
し
、
祭
域
を
広
畤
と
呼

ぶ
よ
う
に
せ
よ
。」
に
あ
わ
せ
て
、「
天
神
を
皇
天
上
帝
泰
一
と
称
し
、
祭
域
を
泰
畤
と
呼
ぶ
」
と
句
読
し
て
も
良
い
が
、（

（（
（

要
す
る
に
王
莽

は
皇
天
上
帝
と
泰
一
と
を
同
一
視
し
て
い
る
の
だ
。（

（（
（

傍
証
と
し
て
、『
史
記
』
天
官
書
に
、「
中
宮
の
天
極
星
の
星
々
の
中
で
、
最
も
明
る
い
星
が
、
太
一
の
常
居
で
あ
る
。」（

（（
（

と
あ
る
の
が

挙
げ
ら
れ
る
。
太
一
は
『
漢
書
』
天
文
志
で
は
泰
一
と
、『
晋
書
』
天
文
志
で
は
、
太
乙
と
表
記
さ
れ
る
。『
晋
書
』
天
文
志
で
は
、
太
乙

の
坐
は
北
極
五
星
中
最
も
赤
く
明
る
い
星
と
さ
れ
る
が
、
同
じ
中
宮
に
あ
る
鉤
陳
六
星
付
近
の
一
星
が
群
霊
、
万
神
を
支
配
す
る
最
高
神

と
さ
れ
、
こ
れ
は
天
皇
大
帝
と
呼
ば
れ
る
。
天
皇
大
帝
は
鉤
陳
を
常
居
と
す
る
が
、
北
極
星
に
執
務
の
場
（
太
乙
の
坐
）
を
確
保
し
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。（

（（
（

一
方
、皇
天
上
帝
は
『
尚
書
』（
周
書
召
誥
）、『
礼
記
』（
月
令
）
の
表
記
で
、古
文
経
の
『
毛
詩
』（
大

雅
雲
漢
）、『
周
礼
』（
春
官
大
宗
伯
）、『
春
秋
左
氏
伝
』（
成
公
十
三
年
）
に
見
え
る
昊
天
上
帝
と
同
一
の
、
天
の
最
高
神
を
指
す
。
後
漢

の
鄭
玄
（
一
二
七
～
二
〇
〇
）
は
、
昊
天
上
帝
は
、
天
皇
大
帝
で
あ
り
、
北
辰
の
星
（
北
極
星
）
だ
と
考
え
た
。（

（（
（

古
文
経
の
表
記
を
取
ら

な
か
っ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
王
莽
が
皇
天
上
帝
（
昊
天
上
帝
）、
泰
一
を
北
極
星
と
見
な
し
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
補
佐
で
あ
る
五
帝
も
ま
た
、
星
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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だ
。
し
た
が
っ
て
、
魏
晋
以
降
一
般
的
に
な
っ
た
五
帝
観
念
を
漢
代
の
五
帝
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

王
莽
の
長
安
四
郊
に
は
、
天
地
の
別
神
と
し
て
、
中
央
帝
黄
霊
后
土
、
東
方
帝
太
昊
青
霊
勾
芒
、
南
方
炎
帝
赤
霊
祝
融
、
西
方
帝
少
皞

白
霊
蓐
収
、
北
方
帝
顓
頊
黑
霊
玄
冥
が
祭
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
神
々
は
月
令
の
五
帝
五
神
で
あ
る
が
、
当
時
は
、
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
・

少
皞
・
顓
頊
の
人
帝
と
し
て
の
歴
史
が
書
か
れ
た
ば
か
り
の
頃
で
あ
り
、
伏
羲
等
が
死
後
天
神
に
な
っ
た
と
認
識
し
、
伏
羲
等
の
後
身
と

し
て
の
太
昊
等
を
天
神
と
し
て
祭
祀
し
た
の
だ
と
考
え
る
の
は
い
さ
さ
か
早
計
で
あ
る
。
当
時
は
ま
だ
、
太
昊
等
は
あ
く
ま
で
中
央
及
び

東
南
西
北
の
五
帝
で
あ
っ
て
、
伏
羲
等
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
五
行
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
星
界
の
五
帝
坐
を

本
拠
と
し
、
五
行
の
運
行
を
司
る
神
々
と
見
做
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

五

　後
漢
雒
陽
明
堂
の
五
帝

元
始
五
年
に
長
安
の
四
郊
で
祭
ら
れ
た
五
帝
が
五
行
の
帝
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
故
事
を
模
倣
し
て
設
定
さ
れ
た
、
後
漢
の
明
堂
の
五
帝

も
ま
た
、星
界
の
五
帝
坐
の
五
行
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
永
平
二
年
（
五
九
）
に
雒
陽
の
五
郊
で
、青
帝
句
芒
、赤
帝
祝
融
、黄
帝
后
土
、

白
帝
蓐
収
、
黒
帝
玄
冥
を
祭
祀
し
た
こ
と
か
ら
、
後
漢
の
明
堂
に
祭
ら
れ
た
五
帝
は
、
青
帝
・
赤
帝
・
黄
帝
・
白
帝
・
黒
帝
と
さ
れ
る
。（

（（
（

元
始
五
年
の
五
帝
と
較
べ
れ
ば
、
太
昊
等
の
名
称
が
消
え
、
中
央
東
南
西
北
の
五
方
角
で
は
な
く
青
赤
黄
白
黒
の
五
色
の
帝
に
変
わ
っ
て

い
る
。
五
色
は
五
方
角
と
同
じ
く
、
五
行
の
帝
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
太
昊
等
の
名
称
が
消
え
た
の
は
、
太
昊
等
の
歴
史
人
物
化

が
進
み
、
そ
れ
ら
の
名
称
か
ら
直
ち
に
伏
羲
等
を
連
想
し
、
国
家
祭
祀
の
対
象
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
と
感
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
句
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・
玄
冥
の
名
称
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
官
名
で
あ
り
個
人
名
で
な
い
こ
と
が
了

解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

後
漢
初
期
を
代
表
す
る
儒
学
者
の
鄭
衆
（
？
～
八
三
）
は
、
四
時
に
四
郊
で
祀
る
五
帝
を
五
色
の
帝
と
す
る
。（

（（
（

五
色
の
帝
と
は
、
永
平

二
年
（
五
九
）
に
雒
陽
の
五
郊
で
祭
祀
し
た
青
帝
・
赤
帝
・
黄
帝
・
白
帝
・
黒
帝
に
違
い
な
い
。
賈
逵
、
馬
融
は
、
五
帝
は
大
皞
・
炎
帝
・

黄
帝
等
だ
と
考
え
た
。
後
漢
中
期
の
許
慎
（
五
八
？
～
一
四
七
？
）
は
賈
逵
の
弟
子
だ
が
、
そ
の
著
『
五
経
異
義
』
に
批
判
的
に
引
用
さ

れ
る
講
学
大
夫
淳
于
登
（
生
卒
年
不
詳
）
の
説
は
、『
孝
経
』
の
上
帝
を
、太
微
中
の
五
帝
坐
に
い
る
五
精
之
帝
と
し
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
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た
と
も
記
す
。（

（（
（

実
は
、
こ
の
五
神
に
関
す
る
話
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
に
典
拠
を
持
つ
。

『
春
秋
左
氏
伝
』（
昭
公
二
十
九
年
）
に
は
、
五
行
の
官
を
五
官
と
言
い
、
歴
代
の
帝
王
の
偉
大
な
功
臣
が
、
生
前
上
公
に
封
じ
ら
れ
、

死
後
祀
ら
れ
て
、木
正
（
木
徳
の
長
官
）
の
句
芒
、火
正
（
火
徳
の
長
官
）
の
祝
融
、金
正
（
金
徳
の
長
官
）
の
蓐
収
、水
正
（
水
徳
の
長
官
）

の
玄
冥
、
土
正
（
土
徳
の
長
官
）
の
后
土
と
い
う
神
に
な
る
、
少
皞
氏
の
四
叔
（
四
人
の
子
孫
）
で
あ
る
重
・
該
・
脩
・
熙
が
金
木
及
び

水
に
巧
み
で
あ
っ
た
の
で
、
重
が
句
芒
に
、
該
が
蓐
収
に
、
脩
及
び
熙
が
玄
冥
と
な
り
、
顓
頊
氏
の
子
の
犁
が
祝
融
と
な
り
、
共
工
氏
の

子
の
句
龍
が
后
土
と
な
っ
た
、
と
記
さ
れ
る
。（

（（
（

『
孔
子
家
語
』
は
こ
の
話
を
採
り
、
さ
ら
に
五
神
の
理
論
を
五
帝
の
理
論
に
ア
レ
ン
ジ
し

た
の
で
あ
る
。

三
国
魏
の
王
粛
（
一
九
五
～
二
五
六
）
は
、
こ
の
『
孔
子
家
語
』
の
記
載
内
容
を
根
拠
に
、『
孔
子
家
語
』
の
注
釈
や
自
著
の
『
聖
証

論
』
に
お
い
て
、
鄭
玄
の
太
微
五
帝
説
を
批
判
し
た
。
太
微
五
帝
と
は
、
星
界
の
太
微
の
五
帝
坐
に
い
る
五
柱
の
天
帝
、
蒼
帝
霊
威
仰
・

赤
帝
赤
熛
怒
・
黄
帝
含
枢
紐
・
白
帝
白
招
拒
・
黒
帝
汁
光
紀
の
こ
と
で
あ
る
。（

（（
（

鄭
玄
は
明
堂
に
祭
祀
さ
れ
る
上
帝
を
太
微
五
帝
と
し
た
。

鄭
玄
と
王
粛
の
学
説
対
立
は
、
そ
の
後
経
学
界
を
二
分
し
て
、
長
く
論
争
の
源
と
な
る
が
、
そ
の
論
議
の
中
で
、
太
微
五
帝
を
五
天
帝
、

太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
を
五
人
帝
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
五
人
帝
と
い
う
術
語
は
、
王
粛
以
降
の
産
物
で
あ
り
、

魏
晋
を
遡
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
ま
た
、
周
知
の
通
り
、『
孔
子
家
語
』
は
王
粛
に
よ
る
偽
作
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
真
偽
は
さ
て
お
き
、（

（（
（

現
行
の
『
孔
子
家
語
』
が
王
粛
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、『
孔

子
家
語
』
の
五
帝
理
論
は
王
粛
の
注
釈
が
補
完
す
る
形
で
完
成
さ
れ
た
。
唐
代
の
孔
穎
達
（
五
七
四
～
六
四
八
）
が
、後
漢
の
賈
逵
（
三
〇

～
一
〇
一
）・
馬
融
（
七
九
～
一
六
六
）
が
、
明
堂
に
祭
祀
す
る
五
帝
は
太
微
五
帝
で
は
な
く
、『
孔
子
家
語
』
を
根
拠
と
し
て
、
大
皞
・

炎
帝
・
黄
帝
ら
五
人
帝
の
類
だ
と
考
え
た
、
と
す
る
の
は
、（

（（
（

後
世
の
先
入
観
に
よ
る
見
解
で
、
賈
逵
・
馬
融
が
、
五
帝
は
太
微
五
帝
で
は

な
い
と
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、『
孔
子
家
語
』
を
読
ん
だ
こ
と
や
、
大
皞
・
炎
帝
・
黄
帝
ら
を
五
人
帝
と
呼
ん
だ
こ
と
を
裏
付
け
る
資

料
は
な
い
。
鄭
玄
も
、
太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
を
、
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
と
同
一
視
し
た
が
、（

（（
（

そ
の
根
拠
は

示
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
歴
史
上
の
帝
王
と
天
の
神
と
を
結
合
さ
せ
る
観
念
は
、『
孔
子
家
語
』
及
び
そ
の
王
粛
注
の
登
場
を
待
っ

て
よ
う
や
く
、
明
快
に
説
明
で
き
る
理
論
を
獲
得
し
、
魏
晋
以
降
に
通
説
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
漢
代
に
は
ま
だ
醸
成
段
階
に
あ
っ
た
の
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だ
。
し
た
が
っ
て
、
魏
晋
以
降
一
般
的
に
な
っ
た
五
帝
観
念
を
漢
代
の
五
帝
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

王
莽
の
長
安
四
郊
に
は
、
天
地
の
別
神
と
し
て
、
中
央
帝
黄
霊
后
土
、
東
方
帝
太
昊
青
霊
勾
芒
、
南
方
炎
帝
赤
霊
祝
融
、
西
方
帝
少
皞

白
霊
蓐
収
、
北
方
帝
顓
頊
黑
霊
玄
冥
が
祭
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
神
々
は
月
令
の
五
帝
五
神
で
あ
る
が
、
当
時
は
、
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
・

少
皞
・
顓
頊
の
人
帝
と
し
て
の
歴
史
が
書
か
れ
た
ば
か
り
の
頃
で
あ
り
、
伏
羲
等
が
死
後
天
神
に
な
っ
た
と
認
識
し
、
伏
羲
等
の
後
身
と

し
て
の
太
昊
等
を
天
神
と
し
て
祭
祀
し
た
の
だ
と
考
え
る
の
は
い
さ
さ
か
早
計
で
あ
る
。
当
時
は
ま
だ
、
太
昊
等
は
あ
く
ま
で
中
央
及
び

東
南
西
北
の
五
帝
で
あ
っ
て
、
伏
羲
等
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
五
行
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
星
界
の
五
帝
坐
を

本
拠
と
し
、
五
行
の
運
行
を
司
る
神
々
と
見
做
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

五

　後
漢
雒
陽
明
堂
の
五
帝

元
始
五
年
に
長
安
の
四
郊
で
祭
ら
れ
た
五
帝
が
五
行
の
帝
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
故
事
を
模
倣
し
て
設
定
さ
れ
た
、
後
漢
の
明
堂
の
五
帝

も
ま
た
、星
界
の
五
帝
坐
の
五
行
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
永
平
二
年
（
五
九
）
に
雒
陽
の
五
郊
で
、青
帝
句
芒
、赤
帝
祝
融
、黄
帝
后
土
、

白
帝
蓐
収
、
黒
帝
玄
冥
を
祭
祀
し
た
こ
と
か
ら
、
後
漢
の
明
堂
に
祭
ら
れ
た
五
帝
は
、
青
帝
・
赤
帝
・
黄
帝
・
白
帝
・
黒
帝
と
さ
れ
る
。（

（（
（

元
始
五
年
の
五
帝
と
較
べ
れ
ば
、
太
昊
等
の
名
称
が
消
え
、
中
央
東
南
西
北
の
五
方
角
で
は
な
く
青
赤
黄
白
黒
の
五
色
の
帝
に
変
わ
っ
て

い
る
。
五
色
は
五
方
角
と
同
じ
く
、
五
行
の
帝
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
太
昊
等
の
名
称
が
消
え
た
の
は
、
太
昊
等
の
歴
史
人
物
化

が
進
み
、
そ
れ
ら
の
名
称
か
ら
直
ち
に
伏
羲
等
を
連
想
し
、
国
家
祭
祀
の
対
象
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
と
感
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
句
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・
玄
冥
の
名
称
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
官
名
で
あ
り
個
人
名
で
な
い
こ
と
が
了

解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

後
漢
初
期
を
代
表
す
る
儒
学
者
の
鄭
衆
（
？
～
八
三
）
は
、
四
時
に
四
郊
で
祀
る
五
帝
を
五
色
の
帝
と
す
る
。（

（（
（

五
色
の
帝
と
は
、
永
平

二
年
（
五
九
）
に
雒
陽
の
五
郊
で
祭
祀
し
た
青
帝
・
赤
帝
・
黄
帝
・
白
帝
・
黒
帝
に
違
い
な
い
。
賈
逵
、
馬
融
は
、
五
帝
は
大
皞
・
炎
帝
・

黄
帝
等
だ
と
考
え
た
。
後
漢
中
期
の
許
慎
（
五
八
？
～
一
四
七
？
）
は
賈
逵
の
弟
子
だ
が
、
そ
の
著
『
五
経
異
義
』
に
批
判
的
に
引
用
さ

れ
る
講
学
大
夫
淳
于
登
（
生
卒
年
不
詳
）
の
説
は
、『
孝
経
』
の
上
帝
を
、太
微
中
の
五
帝
坐
に
い
る
五
精
之
帝
と
し
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
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た
と
も
記
す
。（

（（
（

実
は
、
こ
の
五
神
に
関
す
る
話
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
に
典
拠
を
持
つ
。

『
春
秋
左
氏
伝
』（
昭
公
二
十
九
年
）
に
は
、
五
行
の
官
を
五
官
と
言
い
、
歴
代
の
帝
王
の
偉
大
な
功
臣
が
、
生
前
上
公
に
封
じ
ら
れ
、

死
後
祀
ら
れ
て
、木
正
（
木
徳
の
長
官
）
の
句
芒
、火
正
（
火
徳
の
長
官
）
の
祝
融
、金
正
（
金
徳
の
長
官
）
の
蓐
収
、水
正
（
水
徳
の
長
官
）

の
玄
冥
、
土
正
（
土
徳
の
長
官
）
の
后
土
と
い
う
神
に
な
る
、
少
皞
氏
の
四
叔
（
四
人
の
子
孫
）
で
あ
る
重
・
該
・
脩
・
熙
が
金
木
及
び

水
に
巧
み
で
あ
っ
た
の
で
、
重
が
句
芒
に
、
該
が
蓐
収
に
、
脩
及
び
熙
が
玄
冥
と
な
り
、
顓
頊
氏
の
子
の
犁
が
祝
融
と
な
り
、
共
工
氏
の

子
の
句
龍
が
后
土
と
な
っ
た
、
と
記
さ
れ
る
。（

（（
（

『
孔
子
家
語
』
は
こ
の
話
を
採
り
、
さ
ら
に
五
神
の
理
論
を
五
帝
の
理
論
に
ア
レ
ン
ジ
し

た
の
で
あ
る
。

三
国
魏
の
王
粛
（
一
九
五
～
二
五
六
）
は
、
こ
の
『
孔
子
家
語
』
の
記
載
内
容
を
根
拠
に
、『
孔
子
家
語
』
の
注
釈
や
自
著
の
『
聖
証

論
』
に
お
い
て
、
鄭
玄
の
太
微
五
帝
説
を
批
判
し
た
。
太
微
五
帝
と
は
、
星
界
の
太
微
の
五
帝
坐
に
い
る
五
柱
の
天
帝
、
蒼
帝
霊
威
仰
・

赤
帝
赤
熛
怒
・
黄
帝
含
枢
紐
・
白
帝
白
招
拒
・
黒
帝
汁
光
紀
の
こ
と
で
あ
る
。（

（（
（

鄭
玄
は
明
堂
に
祭
祀
さ
れ
る
上
帝
を
太
微
五
帝
と
し
た
。

鄭
玄
と
王
粛
の
学
説
対
立
は
、
そ
の
後
経
学
界
を
二
分
し
て
、
長
く
論
争
の
源
と
な
る
が
、
そ
の
論
議
の
中
で
、
太
微
五
帝
を
五
天
帝
、

太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
を
五
人
帝
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
五
人
帝
と
い
う
術
語
は
、
王
粛
以
降
の
産
物
で
あ
り
、

魏
晋
を
遡
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
ま
た
、
周
知
の
通
り
、『
孔
子
家
語
』
は
王
粛
に
よ
る
偽
作
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
真
偽
は
さ
て
お
き
、（

（（
（

現
行
の
『
孔
子
家
語
』
が
王
粛
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、『
孔

子
家
語
』
の
五
帝
理
論
は
王
粛
の
注
釈
が
補
完
す
る
形
で
完
成
さ
れ
た
。
唐
代
の
孔
穎
達
（
五
七
四
～
六
四
八
）
が
、後
漢
の
賈
逵
（
三
〇

～
一
〇
一
）・
馬
融
（
七
九
～
一
六
六
）
が
、
明
堂
に
祭
祀
す
る
五
帝
は
太
微
五
帝
で
は
な
く
、『
孔
子
家
語
』
を
根
拠
と
し
て
、
大
皞
・

炎
帝
・
黄
帝
ら
五
人
帝
の
類
だ
と
考
え
た
、
と
す
る
の
は
、（

（（
（

後
世
の
先
入
観
に
よ
る
見
解
で
、
賈
逵
・
馬
融
が
、
五
帝
は
太
微
五
帝
で
は

な
い
と
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、『
孔
子
家
語
』
を
読
ん
だ
こ
と
や
、
大
皞
・
炎
帝
・
黄
帝
ら
を
五
人
帝
と
呼
ん
だ
こ
と
を
裏
付
け
る
資

料
は
な
い
。
鄭
玄
も
、
太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
を
、
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
と
同
一
視
し
た
が
、（

（（
（

そ
の
根
拠
は

示
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
歴
史
上
の
帝
王
と
天
の
神
と
を
結
合
さ
せ
る
観
念
は
、『
孔
子
家
語
』
及
び
そ
の
王
粛
注
の
登
場
を
待
っ

て
よ
う
や
く
、
明
快
に
説
明
で
き
る
理
論
を
獲
得
し
、
魏
晋
以
降
に
通
説
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
漢
代
に
は
ま
だ
醸
成
段
階
に
あ
っ
た
の
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徳
に
よ
っ
て
死
後
に
祭
祀
を
受
け
た
伏
羲
以
下
の
帝
王
で
あ
り
（『
明
堂
月
令
論
』）、
そ
れ
ら
の
帝
王
は
、
五
行
に
則
り
、
王
朝
交
替
し

た
（
班
固
『
典
引
』
注
）、（

（（
（

と
の
認
識
を
有
す
る
。
蔡
邕
は
緯
書
を
否
定
し
な
い
が
、
太
微
五
帝
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。

六

　後
漢
雒
陽
明
堂
の
構
造

後
漢
雒
陽
明
堂
の
構
造
に
関
す
る
記
載
は
、
一
次
資
料
で
あ
る
『
後
漢
書
』
帝
紀
、『
続
漢
書
』
祭
祀
志
に
は
多
く
な
い
。
文
献
研
究

は
勿
論
の
こ
と
、
考
古
学
研
究
も
、
後
世
の
資
料
で
あ
る
そ
れ
ら
の
注
釈
や
注
釈
に
引
用
さ
れ
た
文
献
の
記
載
内
容
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
ま
た
、
明
堂
遺
跡
は
後
漢
・
魏
晋
・
北
魏
の
三
時
代
の
遺
跡
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
た
め
、
後
漢
時
代
の
遺
跡
だ
け
を
取
り
出
し
て

復
元
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
考
古
学
研
究
か
ら
、
後
漢
雒
陽
明
堂
の
全
貌
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で

あ
る
が
、
僻
遠
の
地
に
あ
っ
た
泰
山
明
堂
、
二
十
年
の
寿
命
だ
っ
た
長
安
明
堂
に
較
べ
、
建
立
か
ら
後
漢
滅
亡
ま
で
の
一
七
〇
年
も
の
間
、

首
都
の
南
郊
に
威
容
を
誇
っ
た
時
間
と
地
理
と
を
考
え
れ
ば
、
二
次
資
料
の
信
憑
性
は
相
当
高
い
。
考
古
学
研
究
を
文
献
と
対
照
し
な
が

ら
、
後
漢
雒
陽
明
堂
の
構
造
を
概
観
し
よ
う
。

『
後
漢
書
』の
李
賢
注
、『
続
漢
書
』の
劉
昭
注
が
引
用
す
る
文
献
は
、既
述
の
経
典『
周
礼
』『
大
戴
礼
』、緯
書
の『
孝
経
援
神
契
』の
他
は
、

ほ
ぼ
後
漢
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
年
代
順
に
引
用
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
桓
譚
（
前
二
四
？
～
五
六
）『
新
論
』、「
天
は
明
と
称
す
る
か
ら
、
明
堂
と
名
付
け
た
。
上
が
円
形
な
の
は
天
に
法
り
、
下
が
方
形

な
の
は
地
に
法
り
、
八
窓
は
八
風
に
法
り
、
四
門
は
四
時
に
法
り
、
九
室
は
九
州
に
法
り
、
十
二
堂
は
十
二
月
に
法
り
、
三
十
六
戸
は

三
十
六
雨
に
法
り
、
七
十
二
窓
は
七
十
二
風
に
法
っ
た
。」

・
王
隆
（
光
武
帝
期
、
一
世
紀
前
半
）『
漢
官
篇
』、「
明
堂
は
古
昔
の
清
廟
茅
屋
で
あ
る
。」

・
張
衡
（
七
八
～
一
三
九
）『
東
京
賦
』、「
明
堂
は
二
階
建
て
で
あ
り
、八
達
九
房
だ
。」
薛
綜
注
、「
八
達
と
は
室
に
八
窓
有
る
こ
と
を
言
う
。

堂
の
後
に
九
室
有
り
、
周
の
明
堂
の
制
度
と
異
な
る
所
以
だ
。」

・
胡
広
（
九
一
～
一
七
二
）『
漢
官
篇
』
注
（『
漢
官
解
詁
』）、「
古
昔
の
清
廟
が
、
茅
で
屋
根
を
覆
っ
た
の
は
、
倹
約
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

今
の
明
堂
が
、
茅
で
覆
う
の
は
、
瓦
を
そ
の
上
に
加
え
る
と
は
い
え
、
古
昔
を
忘
れ
て
お
ら
ず
、
瓦
の
下
に
茅
を
し
い
て
古
昔
の
制
度
を
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淳
于
登
の
説
は
緯
書
の
『
孝
経
援
神
契
』
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。（

（（
（

そ
も
そ
も
太
微
五
帝
の
観
念
は
『
史
記
』
天
官
書
に
は
な
く
、
正
史
の
天
文
志
で
は
、
唐
代
編
纂
の
『
晋
書
』
天
文
志
に
な
っ
て
、
よ

う
や
く
登
場
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
に
先
立
っ
て
、
後
漢
時
代
に
盛
行
し
た
緯
書
に
は
す
で
に
、
太
微
、
紫
微
の
観
念
が
存
在
し
、

太
微
に
霊
威
仰
・
赤
熛
怒
・
含
枢
紐
・
白
招
拒
・
汁
光
紀
の
五
帝
の
坐
が
あ
り
、
紫
微
に
天
皇
大
帝
の
常
居
が
あ
る
と
さ
れ
、（

（（
（

天
界
の
勢
力
図
、

天
人
の
感
応
に
関
す
る
理
論
が
構
築
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

緯
書
の
太
微
五
帝
理
論
を
精
密
化
し
た
の
は
、
鄭
玄
で
あ
る
。
鄭
玄
は
、
四
郊
で
祀
ら
れ
る
主
神
は
太
微
五
帝
で
あ
り
、
太
昊
・
炎
帝
・

黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
と
句
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・
玄
冥
を
従
祀
す
る
（『
周
礼
』
春
官
・
小
宗
伯
「
兆
五
帝
於
四
郊
」
注
）
と
す
る
。

太
微
五
帝
は
、
五
精
之
帝
（『
礼
記
』
月
令
注
）、
五
徳
之
帝
（『
礼
記
』
王
制
注
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓

頊
は
蒼
赤
黄
白
黒
の
五
精
之
君
、
句
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・
玄
冥
は
木
火
土
金
水
の
五
官
之
臣
と
呼
ば
れ
、
太
古
以
来
著
明
な
徳
の

持
ち
主
で
あ
っ
た
宓
戯
氏
・
大
庭
氏
・
軒
轅
氏
・
金
天
氏
・
髙
陽
氏
が
五
精
之
君
で
あ
り
、
立
派
な
功
績
を
立
て
た
少
皡
氏
の
子
の
重
・
該
・

脩
・
熙
、
顓
頊
氏
の
子
の
犁
（
黎
）（

（（
（

が
五
官
之
臣
と
な
っ
た
（『
礼
記
』
月
令
注
）。
帝
王
の
始
祖
は
皆
、
星
界
の
太
微
中
の
五
帝
坐
星
に

い
る
太
微
五
帝
の
精
に
感
応
し
て
生
ま
れ
る
と
す
る
（『
礼
記
』
大
伝
注
）。

さ
て
、
緯
書
及
び
鄭
玄
説
を
参
考
に
す
れ
ば
、
逆
に
、
感
生
帝
説
成
立
の
条
件
と
し
て
、
天
の
五
帝
坐
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
月
令
の
五

帝
の
観
念
が
存
在
し
た
と
推
定
で
き
る
。
明
堂
、
四
郊
、
五
郊
に
は
五
行
の
気
を
迎
え
、
五
徳
之
帝
（
五
精
之
帝
）
を
祀
り
、
五
帝
五
神

を
配
し
祀
る
。
五
行
の
本
体
は
地
上
に
お
り
、
天
の
五
帝
坐
に
上
っ
た
そ
の
精
が
太
昊
等
な
の
で
あ
る
。
前
漢
末
の
元
始
五
年
に
長
安
四

郊
で
祀
ら
れ
た
、
中
央
帝
、
東
方
帝
太
昊
、
南
方
炎
帝
、
西
方
帝
少
皞
、
北
方
帝
顓
頊
、
及
び
後
漢
初
の
永
平
二
年
（
五
九
）
に
雒
陽
五

郊
で
祭
祀
さ
れ
た
、
青
帝
、
赤
帝
、
黄
帝
、
白
帝
、
黒
帝
が
こ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、劉
歆
の
『
世
経
』
に
よ
っ
て
、太
昊
等
を
伏
羲
等
の
人
帝
と
同
一
視
す
る
観
念
が
醸
成
さ
れ
、後
漢
後
半
に
は
主
流
と
な
っ
た
。

鄭
玄
の
師
の
馬
融
は
、
緯
書
説
を
当
然
知
っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
太
微
五
帝
説
を
採
ら
ず
、
五
帝
を
大
皞
・
炎
帝
・
黄
帝
等
と
し
た
。

馬
融
の
年
代
を
考
え
れ
ば
、
太
皞
、
炎
帝
等
を
伏
羲
、
神
農
等
の
五
人
帝
と
み
な
し
た
可
能
性
も
あ
れ
ば
、
天
の
五
帝
坐
に
い
る
五
行
の

神
だ
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
鄭
玄
の
同
時
代
人
で
あ
る
蔡
邕
（
一
三
三
～
一
九
二
）
は
、
明
堂
に
祀
る
五
帝
は
、
生
前
の
功
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徳
に
よ
っ
て
死
後
に
祭
祀
を
受
け
た
伏
羲
以
下
の
帝
王
で
あ
り
（『
明
堂
月
令
論
』）、
そ
れ
ら
の
帝
王
は
、
五
行
に
則
り
、
王
朝
交
替
し

た
（
班
固
『
典
引
』
注
）、（

（（
（

と
の
認
識
を
有
す
る
。
蔡
邕
は
緯
書
を
否
定
し
な
い
が
、
太
微
五
帝
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。

六

　後
漢
雒
陽
明
堂
の
構
造

後
漢
雒
陽
明
堂
の
構
造
に
関
す
る
記
載
は
、
一
次
資
料
で
あ
る
『
後
漢
書
』
帝
紀
、『
続
漢
書
』
祭
祀
志
に
は
多
く
な
い
。
文
献
研
究

は
勿
論
の
こ
と
、
考
古
学
研
究
も
、
後
世
の
資
料
で
あ
る
そ
れ
ら
の
注
釈
や
注
釈
に
引
用
さ
れ
た
文
献
の
記
載
内
容
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
ま
た
、
明
堂
遺
跡
は
後
漢
・
魏
晋
・
北
魏
の
三
時
代
の
遺
跡
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
た
め
、
後
漢
時
代
の
遺
跡
だ
け
を
取
り
出
し
て

復
元
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
考
古
学
研
究
か
ら
、
後
漢
雒
陽
明
堂
の
全
貌
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で

あ
る
が
、
僻
遠
の
地
に
あ
っ
た
泰
山
明
堂
、
二
十
年
の
寿
命
だ
っ
た
長
安
明
堂
に
較
べ
、
建
立
か
ら
後
漢
滅
亡
ま
で
の
一
七
〇
年
も
の
間
、

首
都
の
南
郊
に
威
容
を
誇
っ
た
時
間
と
地
理
と
を
考
え
れ
ば
、
二
次
資
料
の
信
憑
性
は
相
当
高
い
。
考
古
学
研
究
を
文
献
と
対
照
し
な
が

ら
、
後
漢
雒
陽
明
堂
の
構
造
を
概
観
し
よ
う
。

『
後
漢
書
』の
李
賢
注
、『
続
漢
書
』の
劉
昭
注
が
引
用
す
る
文
献
は
、既
述
の
経
典『
周
礼
』『
大
戴
礼
』、緯
書
の『
孝
経
援
神
契
』の
他
は
、

ほ
ぼ
後
漢
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
年
代
順
に
引
用
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
桓
譚
（
前
二
四
？
～
五
六
）『
新
論
』、「
天
は
明
と
称
す
る
か
ら
、
明
堂
と
名
付
け
た
。
上
が
円
形
な
の
は
天
に
法
り
、
下
が
方
形

な
の
は
地
に
法
り
、
八
窓
は
八
風
に
法
り
、
四
門
は
四
時
に
法
り
、
九
室
は
九
州
に
法
り
、
十
二
堂
は
十
二
月
に
法
り
、
三
十
六
戸
は

三
十
六
雨
に
法
り
、
七
十
二
窓
は
七
十
二
風
に
法
っ
た
。」

・
王
隆
（
光
武
帝
期
、
一
世
紀
前
半
）『
漢
官
篇
』、「
明
堂
は
古
昔
の
清
廟
茅
屋
で
あ
る
。」

・
張
衡
（
七
八
～
一
三
九
）『
東
京
賦
』、「
明
堂
は
二
階
建
て
で
あ
り
、八
達
九
房
だ
。」
薛
綜
注
、「
八
達
と
は
室
に
八
窓
有
る
こ
と
を
言
う
。

堂
の
後
に
九
室
有
り
、
周
の
明
堂
の
制
度
と
異
な
る
所
以
だ
。」

・
胡
広
（
九
一
～
一
七
二
）『
漢
官
篇
』
注
（『
漢
官
解
詁
』）、「
古
昔
の
清
廟
が
、
茅
で
屋
根
を
覆
っ
た
の
は
、
倹
約
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

今
の
明
堂
が
、
茅
で
覆
う
の
は
、
瓦
を
そ
の
上
に
加
え
る
と
は
い
え
、
古
昔
を
忘
れ
て
お
ら
ず
、
瓦
の
下
に
茅
を
し
い
て
古
昔
の
制
度
を
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淳
于
登
の
説
は
緯
書
の
『
孝
経
援
神
契
』
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。（

（（
（

そ
も
そ
も
太
微
五
帝
の
観
念
は
『
史
記
』
天
官
書
に
は
な
く
、
正
史
の
天
文
志
で
は
、
唐
代
編
纂
の
『
晋
書
』
天
文
志
に
な
っ
て
、
よ

う
や
く
登
場
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
に
先
立
っ
て
、
後
漢
時
代
に
盛
行
し
た
緯
書
に
は
す
で
に
、
太
微
、
紫
微
の
観
念
が
存
在
し
、

太
微
に
霊
威
仰
・
赤
熛
怒
・
含
枢
紐
・
白
招
拒
・
汁
光
紀
の
五
帝
の
坐
が
あ
り
、
紫
微
に
天
皇
大
帝
の
常
居
が
あ
る
と
さ
れ
、（

（（
（

天
界
の
勢
力
図
、

天
人
の
感
応
に
関
す
る
理
論
が
構
築
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

緯
書
の
太
微
五
帝
理
論
を
精
密
化
し
た
の
は
、
鄭
玄
で
あ
る
。
鄭
玄
は
、
四
郊
で
祀
ら
れ
る
主
神
は
太
微
五
帝
で
あ
り
、
太
昊
・
炎
帝
・

黄
帝
・
少
皞
・
顓
頊
と
句
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・
玄
冥
を
従
祀
す
る
（『
周
礼
』
春
官
・
小
宗
伯
「
兆
五
帝
於
四
郊
」
注
）
と
す
る
。

太
微
五
帝
は
、
五
精
之
帝
（『
礼
記
』
月
令
注
）、
五
徳
之
帝
（『
礼
記
』
王
制
注
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
太
昊
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皞
・
顓

頊
は
蒼
赤
黄
白
黒
の
五
精
之
君
、
句
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・
玄
冥
は
木
火
土
金
水
の
五
官
之
臣
と
呼
ば
れ
、
太
古
以
来
著
明
な
徳
の

持
ち
主
で
あ
っ
た
宓
戯
氏
・
大
庭
氏
・
軒
轅
氏
・
金
天
氏
・
髙
陽
氏
が
五
精
之
君
で
あ
り
、
立
派
な
功
績
を
立
て
た
少
皡
氏
の
子
の
重
・
該
・

脩
・
熙
、
顓
頊
氏
の
子
の
犁
（
黎
）（

（（
（

が
五
官
之
臣
と
な
っ
た
（『
礼
記
』
月
令
注
）。
帝
王
の
始
祖
は
皆
、
星
界
の
太
微
中
の
五
帝
坐
星
に

い
る
太
微
五
帝
の
精
に
感
応
し
て
生
ま
れ
る
と
す
る
（『
礼
記
』
大
伝
注
）。

さ
て
、
緯
書
及
び
鄭
玄
説
を
参
考
に
す
れ
ば
、
逆
に
、
感
生
帝
説
成
立
の
条
件
と
し
て
、
天
の
五
帝
坐
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
月
令
の
五

帝
の
観
念
が
存
在
し
た
と
推
定
で
き
る
。
明
堂
、
四
郊
、
五
郊
に
は
五
行
の
気
を
迎
え
、
五
徳
之
帝
（
五
精
之
帝
）
を
祀
り
、
五
帝
五
神

を
配
し
祀
る
。
五
行
の
本
体
は
地
上
に
お
り
、
天
の
五
帝
坐
に
上
っ
た
そ
の
精
が
太
昊
等
な
の
で
あ
る
。
前
漢
末
の
元
始
五
年
に
長
安
四

郊
で
祀
ら
れ
た
、
中
央
帝
、
東
方
帝
太
昊
、
南
方
炎
帝
、
西
方
帝
少
皞
、
北
方
帝
顓
頊
、
及
び
後
漢
初
の
永
平
二
年
（
五
九
）
に
雒
陽
五

郊
で
祭
祀
さ
れ
た
、
青
帝
、
赤
帝
、
黄
帝
、
白
帝
、
黒
帝
が
こ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、劉
歆
の
『
世
経
』
に
よ
っ
て
、太
昊
等
を
伏
羲
等
の
人
帝
と
同
一
視
す
る
観
念
が
醸
成
さ
れ
、後
漢
後
半
に
は
主
流
と
な
っ
た
。

鄭
玄
の
師
の
馬
融
は
、
緯
書
説
を
当
然
知
っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
太
微
五
帝
説
を
採
ら
ず
、
五
帝
を
大
皞
・
炎
帝
・
黄
帝
等
と
し
た
。

馬
融
の
年
代
を
考
え
れ
ば
、
太
皞
、
炎
帝
等
を
伏
羲
、
神
農
等
の
五
人
帝
と
み
な
し
た
可
能
性
も
あ
れ
ば
、
天
の
五
帝
坐
に
い
る
五
行
の

神
だ
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
鄭
玄
の
同
時
代
人
で
あ
る
蔡
邕
（
一
三
三
～
一
九
二
）
は
、
明
堂
に
祀
る
五
帝
は
、
生
前
の
功
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る
。王

莽
の
場
合
、
明
堂
の
設
置
は
、
政
権
簒
奪
が
目
的
で
あ
っ
た
。『
礼
記
』
明
堂
位
篇
を
典
拠
と
し
て
、
周
公
が
幼
弱
な
成
王
を
輔
佐

し
て
明
堂
に
諸
侯
を
朝
見
さ
せ
、
つ
い
に
は
成
王
に
替
わ
っ
て
王
位
に
即
い
た
故
事
に
倣
い
、
自
ら
を
周
の
周
公
に
重
ね
合
わ
せ
、
は
じ

め
は
宰
相
と
し
て
平
帝
の
忠
実
な
補
佐
役
を
演
じ
、
最
後
は
平
帝
に
替
わ
っ
て
帝
位
に
即
い
た
こ
と
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。
王
莽
は

明
堂
に
新
た
な
機
能
を
付
与
し
た
の
で
は
な
い
が
、
権
力
の
正
当
化
に
利
用
で
き
る
と
い
う
新
た
な
価
値
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。

後
漢
雒
陽
明
堂
は
、
経
典
の
記
述
に
忠
実
に
営
造
さ
れ
た
。
洛
陽
城
南
の
地
に
立
つ
こ
の
明
堂
で
は
、
五
帝
と
祖
霊
と
が
祀
ら
れ
、
臣

下
に
時
令
、
政
令
が
下
賜
さ
れ
た
。
儒
教
国
家
の
名
に
恥
じ
な
い
、
非
の
打
ち
所
の
な
い
明
堂
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
問
題
な
の
は
祭
祀

対
象
で
あ
る
。
明
堂
の
祭
祀
対
象
は
武
帝
の
泰
山
明
堂
で
は
泰
一
と
五
帝
だ
っ
た
が
、
泰
山
明
堂
の
五
帝
は
天
上
で
泰
一
の
輔
佐
を
す
る

五
帝
坐
の
天
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
漢
で
は
、
雒
陽
明
堂
に
祀
ら
れ
た
の
は
五
帝
だ
っ
た
。
こ
れ
は
南
郊
の
祭
祀
に
準
拠
し
た
と

い
う
。
雒
陽
南
郊
は
、
さ
ら
に
前
漢
平
帝
元
始
五
年
の
故
事
を
再
現
し
た
も
の
だ
っ
た
。
前
漢
元
始
五
年
の
故
事
と
は
、
王
莽
が
長
安
の

東
南
西
北
及
び
東
南
の
五
郊
に
祭
壇
を
設
け
、
東
方
帝
太
昊
、
南
方
炎
帝
、
西
方
帝
少
皞
、
北
方
帝
顓
頊
及
び
中
央
帝
黄
帝
を
祀
っ
た
こ

と
を
指
す
。
な
ら
ば
、
後
漢
雒
陽
明
堂
に
祀
っ
た
五
帝
と
は
、
太
昊
、
炎
帝
等
の
五
帝
と
な
る
が
、
こ
の
五
帝
は
伏
羲
、
神
農
等
の
人
帝

で
は
な
く
、
五
行
の
神
と
し
て
の
五
帝
（
五
行
帝
）
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
、
太
昊
、
炎
帝
等
の
五
行
帝
は
伏
羲
、

神
農
等
の
人
帝
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
れ
が
後
漢
儒
教
の
通
説
と
な
る
。
一
方
、
後
漢
時
代
に
は
緯
書
に
由
来
す
る
感
生
帝
と
し
て
の
太
微

五
帝
の
説
が
流
布
し
た
が
、
漢
末
の
大
儒
学
者
鄭
玄
は
そ
れ
を
自
己
の
学
問
の
根
幹
に
据
え
、
明
堂
に
祀
る
上
帝
を
太
微
五
帝
と
し
た
。

魏
晋
以
降
、
鄭
玄
の
学
問
が
支
持
を
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
明
堂
に
太
微
五
帝
を
祭
祀
す
る
礼
制
は
定
着
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

〔
注
〕（

１
） 『
尸
子
』（『
藝
文
類
聚
』
巻
三
十
八
所
引
）
に
、「
黃
帝
曰
合
宮
、
有
虞
曰
總
章
、
殷
人
曰
陽
館
、
周
人
曰
明
堂
。」
と
あ
る
。『
尸
子
』
は
戦
国
時

代
の
魯
の
尸
佼
の
著
書
。
隋
唐
時
代
の
論
著
に
引
用
さ
れ
る
が
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
、「『
尸
子
』
二
十
卷
、
目
一
卷
梁
十
九
卷
。
秦
相
衛
鞅
上
客
尸

佼
撰
。
其
九
篇
亡
、
魏
黃
初
中
續
。」
と
あ
り
、
そ
の
引
用
文
が
真
本
か
疑
わ
し
い
の
で
、
本
稿
で
は
資
料
に
使
用
し
な
い
。
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温
存
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。」

・
応
劭
（
？
～
二
〇
四
？
）『
漢
官
儀
』、「
明
堂
の
四
面
は
土
を
掘
っ
て
濠
を
作
り
、
上
に
橋
を
作
っ
た
。
濠
の
中
に
は
水
は
な
い
。
明

堂
は
平
城
門
か
ら
二
里
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
天
子
が
お
出
か
け
の
と
き
は
、
平
城
門
か
ら
出
て
、
先
ず
明
堂
を
経
て
、
そ
れ
か
ら
南

郊
に
至
っ
て
天
を
祀
る
。」（

（（
（

以
上
の
後
漢
の
明
堂
に
関
す
る
言
説
は
、
ほ
ぼ
『
大
戴
礼
』
の
記
載
内
容
と
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
の
著
者
は
皆
、
後
漢
雒
陽
明

堂
を
実
見
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、後
漢
雒
陽
明
堂
が『
大
戴
礼
』に
依
拠
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
後
漢
明
堂
の
構
造
に
つ
い
て
、『
大
戴
礼
』

以
外
の
知
識
と
し
て
は
、「
復
廟
重
屋
」
で
あ
っ
た
（
張
衡
『
東
京
賦
』）
こ
と
、四
面
に
空
堀
が
あ
り
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
（
応
劭
『
漢

官
儀
』）
こ
と
が
、
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

考
古
学
調
査
研
究
に
よ
れ
ば
、
明
堂
遺
跡
の
発
掘
に
よ
り
、
東
西
四
一
五
㍍
、
南
北
四
〇
〇
㍍
余
の
ほ
ぼ
正
方
形
の
敷
地
、
及
び
敷
地

の
中
央
の
直
径
約
六
二
．
八
㍍
の
中
心
円
形
建
築
の
版
築
台
基
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
。
中
心
建
築
の
外
周
に
環
水
が
あ
っ
た
か
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
中
心
建
築
の
東
面
の
漢
晋
時
期
の
地
層
堆
積
中
か
ら
、
彩
色
壁
皮
砕
塊
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
壁
皮
は
、
浅
青
色
、
青
色
の
も
の
が
主
で
あ
る
が
、
少
量
の
赤
色
、
黒
色
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
後
漢
雒
陽
明
堂
は
、「
四
面

の
堂
を
作
り
、
そ
の
方
向
の
色
で
彩
色
し
、
四
方
を
象
徴
し
た
」（

（（
（

と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
彩
色
壁
皮
は
そ
の
記
述
が
事
実
で
あ
っ
た
こ

と
を
裏
付
け
る
。（

（（
（

結
語

漢
で
は
、
武
帝
が
当
初
長
安
に
建
て
よ
う
と
し
た
の
は
、
儒
教
の
教
義
に
従
っ
た
諸
侯
の
朝
見
を
受
け
る
、
王
者
の
殿
堂
と
し
て
の
明

堂
で
あ
っ
た
が
、
後
年
泰
山
の
下
に
建
て
た
の
は
、
天
帝
（
泰
一
、五
帝
）
と
祖
霊
（
高
祖
）
の
祭
祀
を
行
う
、
神
霊
の
廟
堂
と
し
て
の

明
堂
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
明
堂
の
隠
さ
れ
た
目
的
は
、
神
霊
と
の
交
感
を
通
じ
て
不
死
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
不
死
を
願

望
し
て
明
堂
を
建
て
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
は
歴
史
上
武
帝
だ
け
だ
が
、
武
帝
の
よ
う
に
神
霊
と
の
個
人
的
な
交
感
を
可
能
に
す
る
場
所

と
考
え
て
、
明
堂
の
建
立
を
望
ん
だ
皇
帝
は
少
な
く
な
い
に
違
い
な
い
。
武
帝
の
泰
山
明
堂
は
明
堂
に
新
た
な
機
能
を
付
与
し
た
の
で
あ
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る
。王

莽
の
場
合
、
明
堂
の
設
置
は
、
政
権
簒
奪
が
目
的
で
あ
っ
た
。『
礼
記
』
明
堂
位
篇
を
典
拠
と
し
て
、
周
公
が
幼
弱
な
成
王
を
輔
佐

し
て
明
堂
に
諸
侯
を
朝
見
さ
せ
、
つ
い
に
は
成
王
に
替
わ
っ
て
王
位
に
即
い
た
故
事
に
倣
い
、
自
ら
を
周
の
周
公
に
重
ね
合
わ
せ
、
は
じ

め
は
宰
相
と
し
て
平
帝
の
忠
実
な
補
佐
役
を
演
じ
、
最
後
は
平
帝
に
替
わ
っ
て
帝
位
に
即
い
た
こ
と
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。
王
莽
は

明
堂
に
新
た
な
機
能
を
付
与
し
た
の
で
は
な
い
が
、
権
力
の
正
当
化
に
利
用
で
き
る
と
い
う
新
た
な
価
値
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。

後
漢
雒
陽
明
堂
は
、
経
典
の
記
述
に
忠
実
に
営
造
さ
れ
た
。
洛
陽
城
南
の
地
に
立
つ
こ
の
明
堂
で
は
、
五
帝
と
祖
霊
と
が
祀
ら
れ
、
臣

下
に
時
令
、
政
令
が
下
賜
さ
れ
た
。
儒
教
国
家
の
名
に
恥
じ
な
い
、
非
の
打
ち
所
の
な
い
明
堂
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
問
題
な
の
は
祭
祀

対
象
で
あ
る
。
明
堂
の
祭
祀
対
象
は
武
帝
の
泰
山
明
堂
で
は
泰
一
と
五
帝
だ
っ
た
が
、
泰
山
明
堂
の
五
帝
は
天
上
で
泰
一
の
輔
佐
を
す
る

五
帝
坐
の
天
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
漢
で
は
、
雒
陽
明
堂
に
祀
ら
れ
た
の
は
五
帝
だ
っ
た
。
こ
れ
は
南
郊
の
祭
祀
に
準
拠
し
た
と

い
う
。
雒
陽
南
郊
は
、
さ
ら
に
前
漢
平
帝
元
始
五
年
の
故
事
を
再
現
し
た
も
の
だ
っ
た
。
前
漢
元
始
五
年
の
故
事
と
は
、
王
莽
が
長
安
の

東
南
西
北
及
び
東
南
の
五
郊
に
祭
壇
を
設
け
、
東
方
帝
太
昊
、
南
方
炎
帝
、
西
方
帝
少
皞
、
北
方
帝
顓
頊
及
び
中
央
帝
黄
帝
を
祀
っ
た
こ

と
を
指
す
。
な
ら
ば
、
後
漢
雒
陽
明
堂
に
祀
っ
た
五
帝
と
は
、
太
昊
、
炎
帝
等
の
五
帝
と
な
る
が
、
こ
の
五
帝
は
伏
羲
、
神
農
等
の
人
帝

で
は
な
く
、
五
行
の
神
と
し
て
の
五
帝
（
五
行
帝
）
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
、
太
昊
、
炎
帝
等
の
五
行
帝
は
伏
羲
、

神
農
等
の
人
帝
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
れ
が
後
漢
儒
教
の
通
説
と
な
る
。
一
方
、
後
漢
時
代
に
は
緯
書
に
由
来
す
る
感
生
帝
と
し
て
の
太
微

五
帝
の
説
が
流
布
し
た
が
、
漢
末
の
大
儒
学
者
鄭
玄
は
そ
れ
を
自
己
の
学
問
の
根
幹
に
据
え
、
明
堂
に
祀
る
上
帝
を
太
微
五
帝
と
し
た
。

魏
晋
以
降
、
鄭
玄
の
学
問
が
支
持
を
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
明
堂
に
太
微
五
帝
を
祭
祀
す
る
礼
制
は
定
着
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

〔
注
〕（

１
） 『
尸
子
』（『
藝
文
類
聚
』
巻
三
十
八
所
引
）
に
、「
黃
帝
曰
合
宮
、
有
虞
曰
總
章
、
殷
人
曰
陽
館
、
周
人
曰
明
堂
。」
と
あ
る
。『
尸
子
』
は
戦
国
時

代
の
魯
の
尸
佼
の
著
書
。
隋
唐
時
代
の
論
著
に
引
用
さ
れ
る
が
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
、「『
尸
子
』
二
十
卷
、
目
一
卷
梁
十
九
卷
。
秦
相
衛
鞅
上
客
尸

佼
撰
。
其
九
篇
亡
、
魏
黃
初
中
續
。」
と
あ
り
、
そ
の
引
用
文
が
真
本
か
疑
わ
し
い
の
で
、
本
稿
で
は
資
料
に
使
用
し
な
い
。
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温
存
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。」

・
応
劭
（
？
～
二
〇
四
？
）『
漢
官
儀
』、「
明
堂
の
四
面
は
土
を
掘
っ
て
濠
を
作
り
、
上
に
橋
を
作
っ
た
。
濠
の
中
に
は
水
は
な
い
。
明

堂
は
平
城
門
か
ら
二
里
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
天
子
が
お
出
か
け
の
と
き
は
、
平
城
門
か
ら
出
て
、
先
ず
明
堂
を
経
て
、
そ
れ
か
ら
南

郊
に
至
っ
て
天
を
祀
る
。」（

（（
（

以
上
の
後
漢
の
明
堂
に
関
す
る
言
説
は
、
ほ
ぼ
『
大
戴
礼
』
の
記
載
内
容
と
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
の
著
者
は
皆
、
後
漢
雒
陽
明

堂
を
実
見
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、後
漢
雒
陽
明
堂
が『
大
戴
礼
』に
依
拠
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
後
漢
明
堂
の
構
造
に
つ
い
て
、『
大
戴
礼
』

以
外
の
知
識
と
し
て
は
、「
復
廟
重
屋
」
で
あ
っ
た
（
張
衡
『
東
京
賦
』）
こ
と
、四
面
に
空
堀
が
あ
り
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
（
応
劭
『
漢

官
儀
』）
こ
と
が
、
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

考
古
学
調
査
研
究
に
よ
れ
ば
、
明
堂
遺
跡
の
発
掘
に
よ
り
、
東
西
四
一
五
㍍
、
南
北
四
〇
〇
㍍
余
の
ほ
ぼ
正
方
形
の
敷
地
、
及
び
敷
地

の
中
央
の
直
径
約
六
二
．
八
㍍
の
中
心
円
形
建
築
の
版
築
台
基
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
。
中
心
建
築
の
外
周
に
環
水
が
あ
っ
た
か
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
中
心
建
築
の
東
面
の
漢
晋
時
期
の
地
層
堆
積
中
か
ら
、
彩
色
壁
皮
砕
塊
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
壁
皮
は
、
浅
青
色
、
青
色
の
も
の
が
主
で
あ
る
が
、
少
量
の
赤
色
、
黒
色
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
後
漢
雒
陽
明
堂
は
、「
四
面

の
堂
を
作
り
、
そ
の
方
向
の
色
で
彩
色
し
、
四
方
を
象
徴
し
た
」（

（（
（

と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
彩
色
壁
皮
は
そ
の
記
述
が
事
実
で
あ
っ
た
こ

と
を
裏
付
け
る
。（

（（
（

結
語

漢
で
は
、
武
帝
が
当
初
長
安
に
建
て
よ
う
と
し
た
の
は
、
儒
教
の
教
義
に
従
っ
た
諸
侯
の
朝
見
を
受
け
る
、
王
者
の
殿
堂
と
し
て
の
明

堂
で
あ
っ
た
が
、
後
年
泰
山
の
下
に
建
て
た
の
は
、
天
帝
（
泰
一
、五
帝
）
と
祖
霊
（
高
祖
）
の
祭
祀
を
行
う
、
神
霊
の
廟
堂
と
し
て
の

明
堂
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
明
堂
の
隠
さ
れ
た
目
的
は
、
神
霊
と
の
交
感
を
通
じ
て
不
死
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
不
死
を
願

望
し
て
明
堂
を
建
て
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
は
歴
史
上
武
帝
だ
け
だ
が
、
武
帝
の
よ
う
に
神
霊
と
の
個
人
的
な
交
感
を
可
能
に
す
る
場
所

と
考
え
て
、
明
堂
の
建
立
を
望
ん
だ
皇
帝
は
少
な
く
な
い
に
違
い
な
い
。
武
帝
の
泰
山
明
堂
は
明
堂
に
新
た
な
機
能
を
付
与
し
た
の
で
あ
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（
９
） 『
漢
書
』
巻
九
十
九
上
、
王
莽
伝
上
、
四
〇
七
九
～
四
〇
八
一
頁
、「
羣
臣
奏
上
。「
禮
明
堂
記
（『
礼
記
』
明
堂
位
篇
）
曰
、『
周
公
朝
諸
侯
於
明
堂
、

天
子
負
斧
依
南
面
而
立
。』
謂
『
周
公
據
天
子
位
、
六
年
朝
諸
侯
、
制
禮
作
樂
、
而
天
下
大
服
』
也
。
…
…
臣
請
安
漢
公
居
攝
據
祚
、
服
天
子
韍
冕
、

背
斧
依
于
戸
牖
之
間
、南
面
朝
羣
臣
、聽
政
事
。
車
服
出
入
警
蹕
、民
臣
稱
臣
妾
、皆
如
天
子
之
制
。
郊
祀
天
地
、宗
祀
明
堂
、共
祀
宗
廟
、享
祭
羣
神
、

贊
曰
『
假
皇
帝
』、
民
臣
謂
之
『
攝
皇
帝
』、
自
稱
曰
『
予
』。」

（
10
） 〔
後
漢
〕
許
慎
『
説
文
解
字
』
巻
一
上
、
示
部
、「
祫
、
大
合
祭
先
祖
親
疏
遠
近
也
。」

（
11
） 『
漢
書
』
巻
九
十
九
上
、
王
莽
伝
上
、
四
〇
八
九
頁
、「（
居
攝
三
年
（
八
）
春
）
周
公
居
攝
、
郊
祀
后
稷
以
配
天
、
宗
祀
文
王
於
明
堂
以
配
上
帝
。」

（
12
） 『
漢
書
』
巻
九
十
九
中
、王
莽
伝
中
、四
一
〇
六
頁
、「（
始
建
國
元
年
（
九
）
正
月
朔
）
予
伏
念
皇
初
祖
考
黄
帝
、皇
始
祖
考
虞
帝
、以
宗
祀
于
明
堂
。」

（
13
） 

発
掘
報
告
及
び
主
な
復
元
研
究
に
、
唐
金
裕
「
西
安
西
郊
漢
代
建
築
遺
址
発
掘
報
告
」（『
考
古
学
報
』
一
九
五
九
年
二
期
）、
王
世
仁
「
漢
長
安

城
南
郊
礼
制
建
築
（
大
土
門
村
遺
址
）
原
状
的
推
測
」（『
考
古
』
一
九
六
三
年
九
期
）、
楊
鴻
勛
「
従
遺
址
看
西
漢
長
安
明
堂
（
辟
雍
）
形
制
」（『
建

築
考
古
學
論
文
集
』、
北
京
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
等
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
姜
波
『
漢
唐
都
城
礼
制
建
築
研
究
』（
北
京
、
文
物
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
）、
五
七
頁
に
拠
っ
た
。

（
1（
） 『
漢
書
』
巻
九
十
九
中
、
王
莽
伝
中
、
四
一
〇
八
頁
、
同
巻
九
十
九
下
、
王
莽
伝
下
、
四
一
六
一
頁
に
共
に
、「
且
祫
祭
於
明
堂
太
廟
。」
と
あ
る
。

（
1（
） 『
漢
書
』
巻
十
二
、
平
帝
紀
、
顔
師
古
注
所
引
応
劭
注
、
三
五
七
頁
、「
明
堂
所
以
正
四
時
、
出
教
化
。
明
堂
上
圜
下
方
、
八
窓
四
達
、
布
政
之
宮
、

在
國
之
陽
。
…
…
辟
廱
（
辟
雍
）
者
、
象
璧
圜
、
雍
之
以
水
、
象
教
化
流
行
。」

（
1（
） 〔
宋
〕
李
昉
奉
勅
撰
『
太
平
御
覧
』
巻
五
百
三
十
三
、
礼
儀
部
十
二
、
明
堂
、「『
禮
記
明
堂
陰
陽
錄
』
曰
、「『
明
堂
陰
陽
』、「
王
者
之
所
以
應
天
也
。」

明
堂
之
制
、周
旋
以
水
。
水
行
左
旋
、以
象
天
。
内
有
太
室
、象
紫
宮
。
南
出
明
堂
、象
太
微
。
西
出
總
章
、象
五
潢
。
北
出
玄
堂
、象
營
室
。
東
出
青
陽
、

象
天
市
。
上
帝
四
時
、
各
治
其
宮
。
王
者
承
天
統
物
、
亦
於
其
方
、
以
聽
國
事
。」

（
1（
） 

孔
穎
達
『
礼
記
正
義
』
の
『
礼
記
』
月
令
篇
、明
堂
位
篇
の
篇
名
疏
に
引
用
さ
れ
る
鄭
玄
『
三
礼
目
録
』
に
は
、各
篇
が
、劉
向
『
別
録
』
で
は
『
明

堂
陰
陽
』
に
属
す
、と
記
す
。『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
が
『
明
堂
陰
陽
』
の
遺
篇
で
あ
る
の
は
、陳
国
慶
『
漢
書
藝
文
志
注
釈
彙
編
』（
北
京
、中
華
書
局
、

一
九
八
三
年
）、
四
六
頁
参
照
。

（
1（
） 『
隋
書
』
巻
四
十
九
、
牛
弘
伝
に
、「『
明
堂
陰
陽
錄
』
曰
、
明
堂
之
制
、
周
圜
行
水
、
左
旋
以
象
天
、
内
有
太
室
、
以
象
紫
宮
。」
と
あ
り
、『
後
漢
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（
２
） 〔
前
漢
〕
司
馬
遷
『
史
記
』
武
帝
紀
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
）、
四
五
六
～
四
七
〇
頁
、
及
び
〔
後
漢
〕
班
固
『
漢
書
』
郊
祀
志
上
（
北

京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
）、
一
二
一
八
～
一
二
三
一
頁
に
よ
る
。
前
漢
の
郊
祀
及
び
薄
忌
泰
一
壇
に
つ
い
て
は
、
金
子
修
一
「
漢
代
の
郊
祀
と

宗
廟
と
明
堂
及
び
封
禅
」（
同
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

（
３
） 『
漢
書
』
武
帝
紀
、一
九
六
頁
、「（
元
封
五
年
）
春
三
月
、還
至
泰
山
、増
封
。
甲
子
、祠
高
祖
于
明
堂
、以
配
上
帝
、因
朝
諸
侯
王
列
侯
、受
郡
國
計
。」

（
４
） 『
漢
書
』巻
五
十
八
、児
寛
伝
、二
六
三
二
頁
に
最
初
の
泰
山
封
禅
か
ら
明
堂
に
帰
還
し
た
武
帝
を
言
祝
ぐ
児
寛
の
こ
と
ば
と
し
て
、「
間
者
聖
統
廢
絶
、

陛
下
發
憤
、
合
指
天
地
、
祖
立
明
堂
辟
雍
、
宗
祀
泰
一
、
六
律
五
聲
、
幽
賛
聖
意
、
神
樂
四
合
、
各
有
方
象
、
以
丞
嘉
祀
、
為
萬
世
則
、
天
下
幸
甚
。」

と
あ
る
。
児
寛
は
有
力
な
儒
家
官
僚
と
し
て
封
禅
実
現
に
力
を
尽
く
し
た
。

（
５
） 『
礼
記
』
明
堂
位
篇
に
、「
武
王
崩
、
成
王
幼
弱
。
周
公
踐
天
子
之
位
、
以
治
天
下
。
六
年
、
朝
諸
侯
於
明
堂
、
制
禮
作
樂
、
頒
度
量
、
而
天
下
大
服
。」

と
あ
る
。

（
６
） 

束
帛
加
璧
は
、
十
反
の
絹
の
布
の
上
に
璧
（
円
形
の
玉
）
を
載
せ
た
も
の
、
最
高
の
贈
り
物
と
さ
れ
る
。
大
国
乗
車
は
、
大
国
の
王
が
乗
る
馬
車
。

安
車
は
座
っ
た
ま
ま
乗
れ
る
馬
車
。
驪
馬
二
駟
は
、
八
頭
の
黒
い
馬
。

（
７
） 

九
錫
は
、
通
常
天
子
だ
け
の
持
ち
物
や
特
権
と
さ
れ
て
い
る
車
馬
、
衣
服
、
楽
器
、
朱
戸
、
納
陛
（
天
子
の
階
段
を
使
う
権
利
）、
虎
賁
（
親
衛
隊
）、

鈇
鉞
（
統
帥
権
）、
弓
矢
、
秬
鬯
（
香
酒
）。
こ
れ
ら
を
諸
侯
に
下
賜
す
る
こ
と
は
禅
譲
の
意
思
表
示
と
さ
れ
た
。

（
８
） 『
漢
書
』
巻
九
十
九
上
、
王
莽
伝
上
、
四
〇
六
九
～
四
〇
七
〇
、四
〇
七
七
頁
、「
是
歳
、
莽
奏
起
明
堂
、
辟
雍
、
靈
臺
、
為
學
者
築
舍
萬
區
、
作
市
、

常
滿
倉
、
制
度
甚
盛
。
立
樂
經
、
益
博
士
員
、
經
各
五
人
。
徵
天
下
通
一
芸
教
授
十
一
人
以
上
、
及
有
逸
禮
、
古
書
、
毛
詩
、
周
官
、
爾
雅
、
天
文
、

圖
讖
、
鍾
律
、
月
令
、
兵
法
、
史
篇
文
字
、
通
知
其
意
者
、
皆
詣
公
車
。
網
羅
天
下
異
能
之
士
、
至
者
前
後
千
數
、
皆
令
記
説
廷
中
、
將
令
正
乖
繆
、

壹
異
説
云
。
羣
臣
奏
言
、「
昔
周
公
奉
繼
體
之
嗣
、
據
上
公
之
尊
、
然
猶
七
年
制
度
乃
定
。
夫
明
堂
、
辟
雍
、
墮
廢
千
載
莫
能
興
、
今
安
漢
公
起
于
第

家
、
輔
翼
陛
下
、
四
年
于
茲
、
功
德
爛
然
。
公
以
八
月
載
生
魄
庚
子
奉
使
、
朝
用
書
臨
賦
營
築
、
越
若
翊
辛
丑
、
諸
生
、
庶
民
大
和
會
、
十
萬
衆
並
集
、

平
作
二
旬
、
大
功
畢
成
。
唐
虞
發
挙
、
成
周
造
業
、
誠
亡
以
加
。
宰
衡
位
宜
在
諸
侯
王
上
、
賜
以
束
帛
加
璧
、
大
國
乘
車
、
安
車
各
一
、
驪
馬
二
駟
。」

詔
曰
、「
可
。
其
議
九
錫
之
法
。」
…
…
五
年
正
月
、
祫
祭
明
堂
、
諸
侯
王
二
十
八
人
、
列
侯
百
二
十
人
、
宗
室
子
九
百
餘
人
、
徵
助
祭
。
…
…
其
秋
、

…
…
劉
歆
、
陳
崇
等
十
二
人
皆
以
治
明
堂
、
宣
教
化
、
封
為
列
侯
。」
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（
９
） 『
漢
書
』
巻
九
十
九
上
、
王
莽
伝
上
、
四
〇
七
九
～
四
〇
八
一
頁
、「
羣
臣
奏
上
。「
禮
明
堂
記
（『
礼
記
』
明
堂
位
篇
）
曰
、『
周
公
朝
諸
侯
於
明
堂
、

天
子
負
斧
依
南
面
而
立
。』
謂
『
周
公
據
天
子
位
、
六
年
朝
諸
侯
、
制
禮
作
樂
、
而
天
下
大
服
』
也
。
…
…
臣
請
安
漢
公
居
攝
據
祚
、
服
天
子
韍
冕
、

背
斧
依
于
戸
牖
之
間
、南
面
朝
羣
臣
、聽
政
事
。
車
服
出
入
警
蹕
、民
臣
稱
臣
妾
、皆
如
天
子
之
制
。
郊
祀
天
地
、宗
祀
明
堂
、共
祀
宗
廟
、享
祭
羣
神
、

贊
曰
『
假
皇
帝
』、
民
臣
謂
之
『
攝
皇
帝
』、
自
稱
曰
『
予
』。」

（
10
） 〔
後
漢
〕
許
慎
『
説
文
解
字
』
巻
一
上
、
示
部
、「
祫
、
大
合
祭
先
祖
親
疏
遠
近
也
。」

（
11
） 『
漢
書
』
巻
九
十
九
上
、
王
莽
伝
上
、
四
〇
八
九
頁
、「（
居
攝
三
年
（
八
）
春
）
周
公
居
攝
、
郊
祀
后
稷
以
配
天
、
宗
祀
文
王
於
明
堂
以
配
上
帝
。」

（
12
） 『
漢
書
』
巻
九
十
九
中
、王
莽
伝
中
、四
一
〇
六
頁
、「（
始
建
國
元
年
（
九
）
正
月
朔
）
予
伏
念
皇
初
祖
考
黄
帝
、皇
始
祖
考
虞
帝
、以
宗
祀
于
明
堂
。」

（
13
） 

発
掘
報
告
及
び
主
な
復
元
研
究
に
、
唐
金
裕
「
西
安
西
郊
漢
代
建
築
遺
址
発
掘
報
告
」（『
考
古
学
報
』
一
九
五
九
年
二
期
）、
王
世
仁
「
漢
長
安

城
南
郊
礼
制
建
築
（
大
土
門
村
遺
址
）
原
状
的
推
測
」（『
考
古
』
一
九
六
三
年
九
期
）、
楊
鴻
勛
「
従
遺
址
看
西
漢
長
安
明
堂
（
辟
雍
）
形
制
」（『
建

築
考
古
學
論
文
集
』、
北
京
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
等
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
姜
波
『
漢
唐
都
城
礼
制
建
築
研
究
』（
北
京
、
文
物
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
）、
五
七
頁
に
拠
っ
た
。

（
1（
） 『
漢
書
』
巻
九
十
九
中
、
王
莽
伝
中
、
四
一
〇
八
頁
、
同
巻
九
十
九
下
、
王
莽
伝
下
、
四
一
六
一
頁
に
共
に
、「
且
祫
祭
於
明
堂
太
廟
。」
と
あ
る
。

（
1（
） 『
漢
書
』
巻
十
二
、
平
帝
紀
、
顔
師
古
注
所
引
応
劭
注
、
三
五
七
頁
、「
明
堂
所
以
正
四
時
、
出
教
化
。
明
堂
上
圜
下
方
、
八
窓
四
達
、
布
政
之
宮
、

在
國
之
陽
。
…
…
辟
廱
（
辟
雍
）
者
、
象
璧
圜
、
雍
之
以
水
、
象
教
化
流
行
。」

（
1（
） 〔
宋
〕
李
昉
奉
勅
撰
『
太
平
御
覧
』
巻
五
百
三
十
三
、
礼
儀
部
十
二
、
明
堂
、「『
禮
記
明
堂
陰
陽
錄
』
曰
、「『
明
堂
陰
陽
』、「
王
者
之
所
以
應
天
也
。」

明
堂
之
制
、周
旋
以
水
。
水
行
左
旋
、以
象
天
。
内
有
太
室
、象
紫
宮
。
南
出
明
堂
、象
太
微
。
西
出
總
章
、象
五
潢
。
北
出
玄
堂
、象
營
室
。
東
出
青
陽
、

象
天
市
。
上
帝
四
時
、
各
治
其
宮
。
王
者
承
天
統
物
、
亦
於
其
方
、
以
聽
國
事
。」

（
1（
） 

孔
穎
達
『
礼
記
正
義
』
の
『
礼
記
』
月
令
篇
、明
堂
位
篇
の
篇
名
疏
に
引
用
さ
れ
る
鄭
玄
『
三
礼
目
録
』
に
は
、各
篇
が
、劉
向
『
別
録
』
で
は
『
明

堂
陰
陽
』
に
属
す
、と
記
す
。『
大
戴
礼
』
明
堂
篇
が
『
明
堂
陰
陽
』
の
遺
篇
で
あ
る
の
は
、陳
国
慶
『
漢
書
藝
文
志
注
釈
彙
編
』（
北
京
、中
華
書
局
、

一
九
八
三
年
）、
四
六
頁
参
照
。

（
1（
） 『
隋
書
』
巻
四
十
九
、
牛
弘
伝
に
、「『
明
堂
陰
陽
錄
』
曰
、
明
堂
之
制
、
周
圜
行
水
、
左
旋
以
象
天
、
内
有
太
室
、
以
象
紫
宮
。」
と
あ
り
、『
後
漢
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（
２
） 〔
前
漢
〕
司
馬
遷
『
史
記
』
武
帝
紀
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
）、
四
五
六
～
四
七
〇
頁
、
及
び
〔
後
漢
〕
班
固
『
漢
書
』
郊
祀
志
上
（
北

京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
）、
一
二
一
八
～
一
二
三
一
頁
に
よ
る
。
前
漢
の
郊
祀
及
び
薄
忌
泰
一
壇
に
つ
い
て
は
、
金
子
修
一
「
漢
代
の
郊
祀
と

宗
廟
と
明
堂
及
び
封
禅
」（
同
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

（
３
） 『
漢
書
』
武
帝
紀
、一
九
六
頁
、「（
元
封
五
年
）
春
三
月
、還
至
泰
山
、増
封
。
甲
子
、祠
高
祖
于
明
堂
、以
配
上
帝
、因
朝
諸
侯
王
列
侯
、受
郡
國
計
。」

（
４
） 『
漢
書
』巻
五
十
八
、児
寛
伝
、二
六
三
二
頁
に
最
初
の
泰
山
封
禅
か
ら
明
堂
に
帰
還
し
た
武
帝
を
言
祝
ぐ
児
寛
の
こ
と
ば
と
し
て
、「
間
者
聖
統
廢
絶
、

陛
下
發
憤
、
合
指
天
地
、
祖
立
明
堂
辟
雍
、
宗
祀
泰
一
、
六
律
五
聲
、
幽
賛
聖
意
、
神
樂
四
合
、
各
有
方
象
、
以
丞
嘉
祀
、
為
萬
世
則
、
天
下
幸
甚
。」

と
あ
る
。
児
寛
は
有
力
な
儒
家
官
僚
と
し
て
封
禅
実
現
に
力
を
尽
く
し
た
。

（
５
） 『
礼
記
』
明
堂
位
篇
に
、「
武
王
崩
、
成
王
幼
弱
。
周
公
踐
天
子
之
位
、
以
治
天
下
。
六
年
、
朝
諸
侯
於
明
堂
、
制
禮
作
樂
、
頒
度
量
、
而
天
下
大
服
。」

と
あ
る
。

（
６
） 

束
帛
加
璧
は
、
十
反
の
絹
の
布
の
上
に
璧
（
円
形
の
玉
）
を
載
せ
た
も
の
、
最
高
の
贈
り
物
と
さ
れ
る
。
大
国
乗
車
は
、
大
国
の
王
が
乗
る
馬
車
。

安
車
は
座
っ
た
ま
ま
乗
れ
る
馬
車
。
驪
馬
二
駟
は
、
八
頭
の
黒
い
馬
。

（
７
） 

九
錫
は
、
通
常
天
子
だ
け
の
持
ち
物
や
特
権
と
さ
れ
て
い
る
車
馬
、
衣
服
、
楽
器
、
朱
戸
、
納
陛
（
天
子
の
階
段
を
使
う
権
利
）、
虎
賁
（
親
衛
隊
）、

鈇
鉞
（
統
帥
権
）、
弓
矢
、
秬
鬯
（
香
酒
）。
こ
れ
ら
を
諸
侯
に
下
賜
す
る
こ
と
は
禅
譲
の
意
思
表
示
と
さ
れ
た
。

（
８
） 『
漢
書
』
巻
九
十
九
上
、
王
莽
伝
上
、
四
〇
六
九
～
四
〇
七
〇
、四
〇
七
七
頁
、「
是
歳
、
莽
奏
起
明
堂
、
辟
雍
、
靈
臺
、
為
學
者
築
舍
萬
區
、
作
市
、

常
滿
倉
、
制
度
甚
盛
。
立
樂
經
、
益
博
士
員
、
經
各
五
人
。
徵
天
下
通
一
芸
教
授
十
一
人
以
上
、
及
有
逸
禮
、
古
書
、
毛
詩
、
周
官
、
爾
雅
、
天
文
、

圖
讖
、
鍾
律
、
月
令
、
兵
法
、
史
篇
文
字
、
通
知
其
意
者
、
皆
詣
公
車
。
網
羅
天
下
異
能
之
士
、
至
者
前
後
千
數
、
皆
令
記
説
廷
中
、
將
令
正
乖
繆
、

壹
異
説
云
。
羣
臣
奏
言
、「
昔
周
公
奉
繼
體
之
嗣
、
據
上
公
之
尊
、
然
猶
七
年
制
度
乃
定
。
夫
明
堂
、
辟
雍
、
墮
廢
千
載
莫
能
興
、
今
安
漢
公
起
于
第

家
、
輔
翼
陛
下
、
四
年
于
茲
、
功
德
爛
然
。
公
以
八
月
載
生
魄
庚
子
奉
使
、
朝
用
書
臨
賦
營
築
、
越
若
翊
辛
丑
、
諸
生
、
庶
民
大
和
會
、
十
萬
衆
並
集
、

平
作
二
旬
、
大
功
畢
成
。
唐
虞
發
挙
、
成
周
造
業
、
誠
亡
以
加
。
宰
衡
位
宜
在
諸
侯
王
上
、
賜
以
束
帛
加
璧
、
大
國
乘
車
、
安
車
各
一
、
驪
馬
二
駟
。」

詔
曰
、「
可
。
其
議
九
錫
之
法
。」
…
…
五
年
正
月
、
祫
祭
明
堂
、
諸
侯
王
二
十
八
人
、
列
侯
百
二
十
人
、
宗
室
子
九
百
餘
人
、
徵
助
祭
。
…
…
其
秋
、

…
…
劉
歆
、
陳
崇
等
十
二
人
皆
以
治
明
堂
、
宣
教
化
、
封
為
列
侯
。」
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（
2（
） 

王
莽
が
天
と
上
帝
と
を
同
一
視
し
、
南
郊
に
昊
天
上
帝
を
祀
っ
た
こ
と
は
、
藤
川
正
数
『
漢
代
に
お
け
る
礼
学
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
八

年
）、
第
五
章
明
堂
制
に
つ
い
て
、
二
五
二
～
二
五
九
頁
を
参
照
。

（
2（
） 『
史
記
』
巻
二
十
七
、
天
官
書
、
一
二
八
九
頁
、「
中
宮
天
極
星
、
其
一
明
者
、
太
一
常
居
也
。」、
一
三
〇
〇
頁
、「
南
宮
朱
鳥
…
…
門
内
六
星
、
諸

侯
。
其
内
五
星
、
五
帝
坐
。」

（
30
） 『
晋
書
』
巻
十
一
、
天
文
志
上
、
二
八
九
頁
、「
中
宮
。
北
極
五
星
、
鉤
陳
六
星
、
皆
在
紫
宮
中
。
北
極
、
北
辰
最
尊
者
也
。
…
…
第
二
星
…
、
亦

太
乙
之
坐
、
謂
最
赤
明
者
也
。
…
…
鉤
陳
、
後
宮
也
、
大
帝
之
正
妃
也
、
大
帝
之
常
居
也
。
…
…
鉤
陳
口
中
一
星
曰
天
皇
大
帝
、
其
神
曰
耀
魄
寳
、

主
御
羣
靈
、
執
萬
神
圖
。
…
…
大
帝
上
九
星
曰
華
蓋
、
所
以
覆
蔽
大
帝
之
坐
也
。
…
…
華
蓋
下
五
星
曰
五
帝
内
坐
、
設
敘
順
帝
所
居
也
。」

（
31
） 『
尚
書
』
舜
典
、
孔
穎
達
疏
、「
鄭
玄
篤
信
讖
緯
、
以
為
昊
天
上
帝
謂
天
皇
大
帝
、
北
辰
之
星
也
。」

（
32
） 

太
昊
は
書
物
に
よ
っ
て
太
皡
、
太
皞
と
も
書
か
れ
、
ま
た
少
皞
は
少
皡
と
も
書
か
れ
る
。
本
稿
で
は
引
用
の
文
献
通
り
に
表
記
し
、
統
一
し
な
い
。

（
33
） 『
漢
書
』
郊
祀
志
下
、
一
二
六
八
頁
、「
分
羣
神
以
類
相
從
為
五
部
、
兆
天
墬
之
別
神
。
中
央
帝
黃
靈
后
土
畤
及
日
廟
、
北
辰
、
北
斗
、
填
星
、
中

宿
中
宮
於
長
安
城
之
未
墬
兆
。
東
方
帝
太
昊
青
靈
勾
芒
畤
及
雷
公
、
風
伯
廟
、
歲
星
、
東
宿
東
宮
於
東
郊
兆
。
南
方
炎
帝
赤
靈
祝
融
畤
及
熒
惑
星
、

南
宿
南
宮
於
南
郊
兆
、
西
方
帝
少
皞
白
靈
蓐
收
畤
及
太
白
星
、
西
宿
西
宮
於
西
郊
兆
。
北
方
帝
顓
頊
黑
靈
玄
冥
畤
及
月
廟
、
雨
師
廟
、
辰
星
、
北
宿

北
宮
於
北
郊
兆
。」

（
3（
） 

劉
歆
の
『
世
経
』
に
よ
っ
て
、
少
皞
が
歴
史
上
の
帝
王
と
認
知
さ
れ
た
こ
と
は
、
拙
稿
「『
帝
王
世
紀
』
の
成
立
と
そ
の
意
義
」（『
日
本
中
国
学
会

報
』
第
四
十
四
集
、
日
本
中
国
学
会
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

（
3（
） 『
孔
子
家
語
』
五
帝
篇
、「
其
爲
明
王
者
、
而
死
配
五
行
。
是
以
太
皞
配
木
、
炎
帝
配
火
、
黃
帝
配
土
、
少
皞
配
金
、
顓
頊
配
水
。
…
…
生
爲
上
公
、

死
爲
貴
神
。」『
孔
子
家
語
』
は
、『
四
庫
全
書
』
文
淵
閣
本
を
底
本
と
し
た
。

（
3（
） 『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
九
年
、「
有
五
行
之
官
、
是
謂
五
官
。
實
列
受
氏
姓
、
封
為
上
公
、
祀
為
貴
神
。
社
稷
五
祀
、
是
尊
是
奉
。
木
正
曰
句
芒
、

火
正
曰
祝
融
、
金
正
曰
蓐
收
、
水
正
曰
玄
冥
、
土
正
曰
后
土
。
…
…
少
皞
氏
有
四
叔
。
曰
重
、
曰
該
、
曰
脩
、
曰
熙
。
實
能
金
木
及
水
。
使
重
為
句
芒
、

該
為
蓐
收
、
脩
及
熙
為
玄
冥
。
…
…
顓
頊
氏
有
子
曰
犁
、
為
祝
融
。
共
工
氏
有
子
曰
句
龍
、
為
后
土
。」

（
3（
） 『
礼
記
』
大
伝
、
鄭
玄
注
等
を
参
照
。

— （0 —— （1 —

書
』
班
固
伝
「
西
都
賦
」、〔
唐
〕
李
賢
注
に
、「
劉
向
『
七
略
』
曰
、
明
堂
之
制
、
内
有
太
室
、
象
紫
宮
。
南
出
明
堂
、
象
太
微
。」
と
あ
り
、『
文
選
』

巻
一
、
班
固
「
西
都
賦
」、〔
唐
〕
李
善
注
に
、「『
七
略
』
曰
、
王
者
師
天
地
、
體
天
而
行
。
是
以
明
堂
之
制
、
内
有
太
室
、
象
紫
微
宮
、
南
出
明
堂
、

象
太
微
。」
と
あ
る
。

（
1（
） 
現
行
の
正
史
『
後
漢
書
』（〔
劉
宋
〕
范
曄
撰
）
に
は
、
最
初
か
ら
「
志
」
の
部
分
が
無
く
、〔
梁
〕
劉
昭
が
〔
晉
〕
司
馬
彪
『
続
漢
書
』
の
八
志
に

よ
っ
て
補
っ
た
。
本
稿
で
は
、『
後
漢
書
』
志
は
、『
続
漢
書
』
志
と
称
す
る
。

（
20
） 〔
晋
〕
司
馬
彪
『
続
漢
書
』
志
八
、
祭
祀
志
中
（〔
南
朝
宋
〕
范
曄
『
後
漢
書
』、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
五
年
）、
三
一
七
七
頁
、「
是
年
、
初

營
北
郊
、
明
堂
、
辟
雍
、
靈
臺
、
未
用
事
。
…
…
明
帝
即
位
、
永
平
二
年
正
月
辛
未
、
初
祀
五
帝
於
明
堂
、
光
武
帝
配
。
五
帝
坐
位
堂
上
、
各
處
其
方
。

黃
帝
在
未
、
皆
如
南
郊
之
位
。
光
武
帝
位
在
青
帝
之
南
少
退
、
西
面
。
牲
各
一
犢
、
奏
樂
如
南
郊
。
卒
事
、
遂
升
靈
臺
、
以
望
雲
物
。」

（
21
） 『
後
漢
書
』
列
伝
二
十
五
・
張
純
伝
、
一
一
九
六
頁
、「（
建
武
）
二
十
六
年
（
五
〇
）、
純
以
聖
王
之
建
辟
雍
、
所
以
崇
尊
禮
義
、
既
富
而
教
者
也
。

乃
案
七
經
讖
、『
明
堂
圖
』、『
河
間
古
辟
雍
記
』、
孝
武
太
山
明
堂
制
度
、
及
平
帝
時
議
、
欲
具
奏
之
。
未
及
上
、
會
博
士
桓
栄
上
言
宜
立
辟
雍
、
明
堂
、

章
下
三
公
、
太
常
、
而
純
議
同
栄
、
帝
乃
許
之
。」

（
22
） 『
礼
含
文
嘉
』
曰
、「
明
堂
所
以
通
神
靈
、感
天
地
、正
四
時
。『
孝
經
援
神
契
』
曰
、「
明
堂
之
制
、東
西
九
筵
、筵
長
九
尺
也
。
明
堂
東
西
八
十
一
尺
、

南
北
六
十
三
尺
、
故
謂
之
太
室
。
又
曰
、
周
之
明
堂
、
在
國
之
陽
、
三
里
之
外
、
七
里
之
内
、
在
辰
巳
者
也
。『
春
秋
合
誠
圖
』
曰
、
明
堂
在
辰
巳

者
、
言
在
水
火
之
際
辰
木
也
。
巳
火
也
。
木
生
數
三
、
火
成
數
七
、
故
在
三
里
之
外
、
七
里
之
内
。」
以
上
の
緯
書
の
記
述
は
、『
太
平
御
覧
』
巻

五
百
三
十
三
、
礼
儀
部
十
二
、
明
堂
に
載
る
。

（
23
） 『
春
秋
左
氏
伝
』
巻
十
五
、
僖
公
五
年
、「
傳
五
年
。
春
、
王
正
月
、
辛
亥
朔
、
日
南
至
。
公
既
視
朔
、
遂
登
觀
臺
以
望
、
而
書
。」

（
2（
） 『
続
漢
書
』
祭
祀
志
上
、
三
一
五
九
頁
、「（
建
武
）
二
年
正
月
、
初
制
郊
兆
於
雒
陽
城
南
七
里
、
依
鄗
。
采
元
始
中
故
事
。」

（
2（
） 

元
始
五
年
の
王
莽
に
よ
る
国
家
祭
祀
改
革
に
つ
い
て
は
、『
漢
書
』
郊
祀
志
下
、
一
二
六
四
～
一
二
六
九
頁
に
詳
し
い
。

（
2（
） 『
漢
書
』
郊
祀
志
下
、
一
二
六
八
頁
、「
今
稱
天
神
曰
皇
天
上
帝
泰
一
、兆
曰
泰
畤
、
而
稱
墬
祇
曰
后
土
、
與
中
央
黄
靈
同
、
又
兆
北
郊
未
有
尊
稱
。

宜
令
墬
祇
稱
皇
墬
后
祇
、
兆
曰
廣
畤
。」

（
2（
） 

顧
頡
剛
は
、『
中
国
上
古
史
研
究
講
義
』（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）
で
、
そ
の
よ
う
に
句
読
す
る
。
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（
2（
） 

王
莽
が
天
と
上
帝
と
を
同
一
視
し
、
南
郊
に
昊
天
上
帝
を
祀
っ
た
こ
と
は
、
藤
川
正
数
『
漢
代
に
お
け
る
礼
学
の
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
八

年
）、
第
五
章
明
堂
制
に
つ
い
て
、
二
五
二
～
二
五
九
頁
を
参
照
。

（
2（
） 『
史
記
』
巻
二
十
七
、
天
官
書
、
一
二
八
九
頁
、「
中
宮
天
極
星
、
其
一
明
者
、
太
一
常
居
也
。」、
一
三
〇
〇
頁
、「
南
宮
朱
鳥
…
…
門
内
六
星
、
諸

侯
。
其
内
五
星
、
五
帝
坐
。」

（
30
） 『
晋
書
』
巻
十
一
、
天
文
志
上
、
二
八
九
頁
、「
中
宮
。
北
極
五
星
、
鉤
陳
六
星
、
皆
在
紫
宮
中
。
北
極
、
北
辰
最
尊
者
也
。
…
…
第
二
星
…
、
亦

太
乙
之
坐
、
謂
最
赤
明
者
也
。
…
…
鉤
陳
、
後
宮
也
、
大
帝
之
正
妃
也
、
大
帝
之
常
居
也
。
…
…
鉤
陳
口
中
一
星
曰
天
皇
大
帝
、
其
神
曰
耀
魄
寳
、

主
御
羣
靈
、
執
萬
神
圖
。
…
…
大
帝
上
九
星
曰
華
蓋
、
所
以
覆
蔽
大
帝
之
坐
也
。
…
…
華
蓋
下
五
星
曰
五
帝
内
坐
、
設
敘
順
帝
所
居
也
。」

（
31
） 『
尚
書
』
舜
典
、
孔
穎
達
疏
、「
鄭
玄
篤
信
讖
緯
、
以
為
昊
天
上
帝
謂
天
皇
大
帝
、
北
辰
之
星
也
。」

（
32
） 

太
昊
は
書
物
に
よ
っ
て
太
皡
、
太
皞
と
も
書
か
れ
、
ま
た
少
皞
は
少
皡
と
も
書
か
れ
る
。
本
稿
で
は
引
用
の
文
献
通
り
に
表
記
し
、
統
一
し
な
い
。

（
33
） 『
漢
書
』
郊
祀
志
下
、
一
二
六
八
頁
、「
分
羣
神
以
類
相
從
為
五
部
、
兆
天
墬
之
別
神
。
中
央
帝
黃
靈
后
土
畤
及
日
廟
、
北
辰
、
北
斗
、
填
星
、
中

宿
中
宮
於
長
安
城
之
未
墬
兆
。
東
方
帝
太
昊
青
靈
勾
芒
畤
及
雷
公
、
風
伯
廟
、
歲
星
、
東
宿
東
宮
於
東
郊
兆
。
南
方
炎
帝
赤
靈
祝
融
畤
及
熒
惑
星
、

南
宿
南
宮
於
南
郊
兆
、
西
方
帝
少
皞
白
靈
蓐
收
畤
及
太
白
星
、
西
宿
西
宮
於
西
郊
兆
。
北
方
帝
顓
頊
黑
靈
玄
冥
畤
及
月
廟
、
雨
師
廟
、
辰
星
、
北
宿

北
宮
於
北
郊
兆
。」

（
3（
） 

劉
歆
の
『
世
経
』
に
よ
っ
て
、
少
皞
が
歴
史
上
の
帝
王
と
認
知
さ
れ
た
こ
と
は
、
拙
稿
「『
帝
王
世
紀
』
の
成
立
と
そ
の
意
義
」（『
日
本
中
国
学
会

報
』
第
四
十
四
集
、
日
本
中
国
学
会
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

（
3（
） 『
孔
子
家
語
』
五
帝
篇
、「
其
爲
明
王
者
、
而
死
配
五
行
。
是
以
太
皞
配
木
、
炎
帝
配
火
、
黃
帝
配
土
、
少
皞
配
金
、
顓
頊
配
水
。
…
…
生
爲
上
公
、

死
爲
貴
神
。」『
孔
子
家
語
』
は
、『
四
庫
全
書
』
文
淵
閣
本
を
底
本
と
し
た
。

（
3（
） 『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
九
年
、「
有
五
行
之
官
、
是
謂
五
官
。
實
列
受
氏
姓
、
封
為
上
公
、
祀
為
貴
神
。
社
稷
五
祀
、
是
尊
是
奉
。
木
正
曰
句
芒
、

火
正
曰
祝
融
、
金
正
曰
蓐
收
、
水
正
曰
玄
冥
、
土
正
曰
后
土
。
…
…
少
皞
氏
有
四
叔
。
曰
重
、
曰
該
、
曰
脩
、
曰
熙
。
實
能
金
木
及
水
。
使
重
為
句
芒
、

該
為
蓐
收
、
脩
及
熙
為
玄
冥
。
…
…
顓
頊
氏
有
子
曰
犁
、
為
祝
融
。
共
工
氏
有
子
曰
句
龍
、
為
后
土
。」

（
3（
） 『
礼
記
』
大
伝
、
鄭
玄
注
等
を
参
照
。

— （0 —— （1 —

書
』
班
固
伝
「
西
都
賦
」、〔
唐
〕
李
賢
注
に
、「
劉
向
『
七
略
』
曰
、
明
堂
之
制
、
内
有
太
室
、
象
紫
宮
。
南
出
明
堂
、
象
太
微
。」
と
あ
り
、『
文
選
』

巻
一
、
班
固
「
西
都
賦
」、〔
唐
〕
李
善
注
に
、「『
七
略
』
曰
、
王
者
師
天
地
、
體
天
而
行
。
是
以
明
堂
之
制
、
内
有
太
室
、
象
紫
微
宮
、
南
出
明
堂
、

象
太
微
。」
と
あ
る
。

（
1（
） 

現
行
の
正
史
『
後
漢
書
』（〔
劉
宋
〕
范
曄
撰
）
に
は
、
最
初
か
ら
「
志
」
の
部
分
が
無
く
、〔
梁
〕
劉
昭
が
〔
晉
〕
司
馬
彪
『
続
漢
書
』
の
八
志
に

よ
っ
て
補
っ
た
。
本
稿
で
は
、『
後
漢
書
』
志
は
、『
続
漢
書
』
志
と
称
す
る
。

（
20
） 〔
晋
〕
司
馬
彪
『
続
漢
書
』
志
八
、
祭
祀
志
中
（〔
南
朝
宋
〕
范
曄
『
後
漢
書
』、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
五
年
）、
三
一
七
七
頁
、「
是
年
、
初

營
北
郊
、
明
堂
、
辟
雍
、
靈
臺
、
未
用
事
。
…
…
明
帝
即
位
、
永
平
二
年
正
月
辛
未
、
初
祀
五
帝
於
明
堂
、
光
武
帝
配
。
五
帝
坐
位
堂
上
、
各
處
其
方
。

黃
帝
在
未
、
皆
如
南
郊
之
位
。
光
武
帝
位
在
青
帝
之
南
少
退
、
西
面
。
牲
各
一
犢
、
奏
樂
如
南
郊
。
卒
事
、
遂
升
靈
臺
、
以
望
雲
物
。」

（
21
） 『
後
漢
書
』
列
伝
二
十
五
・
張
純
伝
、
一
一
九
六
頁
、「（
建
武
）
二
十
六
年
（
五
〇
）、
純
以
聖
王
之
建
辟
雍
、
所
以
崇
尊
禮
義
、
既
富
而
教
者
也
。

乃
案
七
經
讖
、『
明
堂
圖
』、『
河
間
古
辟
雍
記
』、
孝
武
太
山
明
堂
制
度
、
及
平
帝
時
議
、
欲
具
奏
之
。
未
及
上
、
會
博
士
桓
栄
上
言
宜
立
辟
雍
、
明
堂
、

章
下
三
公
、
太
常
、
而
純
議
同
栄
、
帝
乃
許
之
。」

（
22
） 『
礼
含
文
嘉
』
曰
、「
明
堂
所
以
通
神
靈
、感
天
地
、正
四
時
。『
孝
經
援
神
契
』
曰
、「
明
堂
之
制
、東
西
九
筵
、筵
長
九
尺
也
。
明
堂
東
西
八
十
一
尺
、

南
北
六
十
三
尺
、
故
謂
之
太
室
。
又
曰
、
周
之
明
堂
、
在
國
之
陽
、
三
里
之
外
、
七
里
之
内
、
在
辰
巳
者
也
。『
春
秋
合
誠
圖
』
曰
、
明
堂
在
辰
巳

者
、
言
在
水
火
之
際
辰
木
也
。
巳
火
也
。
木
生
數
三
、
火
成
數
七
、
故
在
三
里
之
外
、
七
里
之
内
。」
以
上
の
緯
書
の
記
述
は
、『
太
平
御
覧
』
巻

五
百
三
十
三
、
礼
儀
部
十
二
、
明
堂
に
載
る
。

（
23
） 『
春
秋
左
氏
伝
』
巻
十
五
、
僖
公
五
年
、「
傳
五
年
。
春
、
王
正
月
、
辛
亥
朔
、
日
南
至
。
公
既
視
朔
、
遂
登
觀
臺
以
望
、
而
書
。」

（
2（
） 『
続
漢
書
』
祭
祀
志
上
、
三
一
五
九
頁
、「（
建
武
）
二
年
正
月
、
初
制
郊
兆
於
雒
陽
城
南
七
里
、
依
鄗
。
采
元
始
中
故
事
。」

（
2（
） 

元
始
五
年
の
王
莽
に
よ
る
国
家
祭
祀
改
革
に
つ
い
て
は
、『
漢
書
』
郊
祀
志
下
、
一
二
六
四
～
一
二
六
九
頁
に
詳
し
い
。

（
2（
） 『
漢
書
』
郊
祀
志
下
、
一
二
六
八
頁
、「
今
稱
天
神
曰
皇
天
上
帝
泰
一
、兆
曰
泰
畤
、
而
稱
墬
祇
曰
后
土
、
與
中
央
黄
靈
同
、
又
兆
北
郊
未
有
尊
稱
。

宜
令
墬
祇
稱
皇
墬
后
祇
、
兆
曰
廣
畤
。」

（
2（
） 

顧
頡
剛
は
、『
中
国
上
古
史
研
究
講
義
』（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）
で
、
そ
の
よ
う
に
句
読
す
る
。
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三
一
七
七
頁
）

 

・
胡
広
『
漢
官
篇
』
注
、「
古
之
清
廟
、
以
茅
蓋
屋
、
所
以
示
儉
也
。
今
之
明
堂
、
茅
蓋
之
、
乃
加
瓦
其
上
、
不
忘
古
也
。」（『
続
漢
書
』
祭
祀
志
中
、

三
一
七
八
頁
）「
下
藉
茅
、
存
古
制
也
。」（『
後
漢
書
』
巻
一
下
、
光
武
帝
紀
下
、
八
四
頁
）

 

・
応
劭
『
漢
官
儀
』、「
明
堂
四
面
起
土
作
壍
、
上
作
橋
、
壍
中
無
水
。
明
堂
去
平
城
門
二
里
所
、
天
子
出
、
從
平
城
門
、
先
歴
明
堂
、
乃
至
郊
祀
。」（『
後

漢
書
』
光
武
帝
紀
下
、
八
四
頁
）

（
（（
） 

桓
譚
『
新
論
』（『
初
学
記
』
巻
十
三
所
引
）「
為
四
面
堂
、
各
從
其
色
、
以
倣
四
方
。」

（
（（
） 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
漢
魏
洛
陽
故
城
南
郊
禮
制
建
築
遺
址
１
９
６
２
～
１
９
９
２
年
考
古
発
掘
報
告
』（
北
京
、
文
物
出
版
社
、

二
〇
一
〇
年
）、
三
五
五
～
三
五
七
頁
を
参
照
。

付
記
　
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費1（K

0203（

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

— （2 —— （3 —

（
3（
） 『
孔
子
家
語
』
の
王
粛
偽
作
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
孔
子
家
語
』
の
流
伝
と
評
価
と
の
再
検
討
」（『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
五
十
一
巻
、
九
州

中
国
学
会
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
3（
） 『
礼
記
』
郊
特
牲
篇
、「
賈
逵
・
馬
融
・
王
粛
之
等
、
以
五
帝
非
天
。
唯
用
『
家
語
』
之
文
、
謂
大
皞
・
炎
帝
・
黄
帝
五
人
之
帝
屬
。」

（
（0
） 『
礼
記
』
月
令
篇
の
鄭
玄
注
を
参
照
。

（
（1
） 『
後
漢
書
』
巻
二
、
明
帝
紀
、
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
、「
永
平
二
年
、
是
歲
、
始
迎
氣
於
五
郊
。
立
春
之
日
、
迎
春
於
東
郊
、
祭
青
帝
句
芒
、
車
服
皆
青
、

歌
青
陽
、八
佾
舞
雲
翹
之
舞
。
立
夏
之
日
、迎
夏
於
南
郊
、祭
赤
帝
祝
融
、車
服
皆
赤
、歌
朱
明
、八
佾
舞
雲
翹
之
舞
、先
立
秋
十
八
日
、迎
黃
靈
於
中
兆
、

祭
黃
帝
后
土
、
車
服
皆
黃
、
歌
朱
明
、
八
佾
舞
雲
翹
、
育
命
之
舞
。
立
秋
之
日
、
迎
秋
於
西
郊
、
祭
白
帝
蓐
收
、
車
服
皆
白
、
歌
白
藏
、
八
佾
舞
育

命
之
舞
。
立
冬
之
日
、
迎
冬
於
北
郊
、
祭
黑
帝
玄
冥
、
車
服
皆
黑
、
歌
玄
冥
、
八
佾
舞
育
命
之
舞
。」

（
（2
） 『
周
礼
』
天
官
、
掌
次
、
鄭
玄
注
「
鄭
司
農
（
鄭
衆
）
云
、
五
帝
、
五
色
之
帝
。」『
周
禮
』
春
官
、
大
宗
伯
、
鄭
玄
注
、「
鄭
司
農
云
…
…
五
祀
、

五
色
之
帝
於
王
者
宮
中
、
曰
五
祀
。」

（
（3
） 『
礼
記
』
玉
藻
篇
、孔
穎
達
疏
、「（
許
慎
『
異
五
經
異
義
』）
講
學
大
夫
淳
于
登
説
…
…
上
帝
五
精
之
帝
大
微
之
庭
中
有
五
帝
座
星
。
…
…
（
鄭
玄
『
駁

五
經
異
義
』）
淳
于
登
之
言
、
取
義
於
『（
孝
經
）
援
神
契
』。」

（
（（
） 『
周
礼
』
春
官
、
大
宗
伯
、
賈
公
彦
疏
等
に
見
え
る
。

（
（（
） 『
左
伝
』
昭
公
二
十
七
年
で
は
、
共
工
氏
の
子
の
句
龍
が
后
土
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
鄭
玄
は
祝
融
と
な
っ
た
顓
頊
氏
の
子
の
犁
（
黎
）
が
后
土
も

兼
ね
た
と
す
る
。

（
（（
） 『
明
堂
月
令
論
』「
生
者
乘
其
能
而
至
、
死
者
論
其
功
而
祭
」、
班
固
『
典
引
』「
五
德
初
始
」
蔡
邕
注
、「
五
德
、
五
行
之
德
。
自
伏
羲
已
下
、
帝
王

相
代
、
各
據
其
一
行
、
始
於
木
、
終
於
水
、
則
復
始
也
。」

（
（（
） ・
桓
譚
『
新
論
』、「
天
稱
明
、
故
命
曰
明
堂
。
上
圓
法
天
、
下
方
法
地
、
八
窻
法
八
風
、
四
達
法
四
時
、
九
室
法
九
州
、
十
二
坐
法
十
二
月
、

三
十
六
戸
法
三
十
六
雨
、
七
十
二
牖
法
七
十
二
風
。」（『
続
漢
書
』
祭
祀
志
中
、
三
一
七
七
頁
）

 

・
王
隆
『
漢
官
篇
』、「
是
古
者
清
廟
茅
屋
。」（『
続
漢
書
』
祭
祀
志
中
、
三
一
七
七
～
八
頁
）
 

・
張
衡
『
東
京
賦
』、「
復
廟
重
屋
、
八
達
九
房
。」
薛
綜
注
曰
、「
八
達
謂
室
有
八
窻
也
。
堂
後
有
九
室
、
所
以
異
於
周
制
也
。」（『
続
漢
書
』
祭
祀
志
中
、
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三
一
七
七
頁
）

 

・
胡
広
『
漢
官
篇
』
注
、「
古
之
清
廟
、
以
茅
蓋
屋
、
所
以
示
儉
也
。
今
之
明
堂
、
茅
蓋
之
、
乃
加
瓦
其
上
、
不
忘
古
也
。」（『
続
漢
書
』
祭
祀
志
中
、

三
一
七
八
頁
）「
下
藉
茅
、
存
古
制
也
。」（『
後
漢
書
』
巻
一
下
、
光
武
帝
紀
下
、
八
四
頁
）

 

・
応
劭
『
漢
官
儀
』、「
明
堂
四
面
起
土
作
壍
、
上
作
橋
、
壍
中
無
水
。
明
堂
去
平
城
門
二
里
所
、
天
子
出
、
從
平
城
門
、
先
歴
明
堂
、
乃
至
郊
祀
。」（『
後

漢
書
』
光
武
帝
紀
下
、
八
四
頁
）

（
（（
） 

桓
譚
『
新
論
』（『
初
学
記
』
巻
十
三
所
引
）「
為
四
面
堂
、
各
從
其
色
、
以
倣
四
方
。」

（
（（
） 

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
漢
魏
洛
陽
故
城
南
郊
禮
制
建
築
遺
址
１
９
６
２
～
１
９
９
２
年
考
古
発
掘
報
告
』（
北
京
、
文
物
出
版
社
、

二
〇
一
〇
年
）、
三
五
五
～
三
五
七
頁
を
参
照
。

付
記
　
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費1（K

0203（

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

— （2 —— （3 —

（
3（
） 『
孔
子
家
語
』
の
王
粛
偽
作
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
孔
子
家
語
』
の
流
伝
と
評
価
と
の
再
検
討
」（『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
五
十
一
巻
、
九
州

中
国
学
会
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
3（
） 『
礼
記
』
郊
特
牲
篇
、「
賈
逵
・
馬
融
・
王
粛
之
等
、
以
五
帝
非
天
。
唯
用
『
家
語
』
之
文
、
謂
大
皞
・
炎
帝
・
黄
帝
五
人
之
帝
屬
。」

（
（0
） 『
礼
記
』
月
令
篇
の
鄭
玄
注
を
参
照
。

（
（1
） 『
後
漢
書
』
巻
二
、
明
帝
紀
、
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
、「
永
平
二
年
、
是
歲
、
始
迎
氣
於
五
郊
。
立
春
之
日
、
迎
春
於
東
郊
、
祭
青
帝
句
芒
、
車
服
皆
青
、

歌
青
陽
、八
佾
舞
雲
翹
之
舞
。
立
夏
之
日
、迎
夏
於
南
郊
、祭
赤
帝
祝
融
、車
服
皆
赤
、歌
朱
明
、八
佾
舞
雲
翹
之
舞
、先
立
秋
十
八
日
、迎
黃
靈
於
中
兆
、

祭
黃
帝
后
土
、
車
服
皆
黃
、
歌
朱
明
、
八
佾
舞
雲
翹
、
育
命
之
舞
。
立
秋
之
日
、
迎
秋
於
西
郊
、
祭
白
帝
蓐
收
、
車
服
皆
白
、
歌
白
藏
、
八
佾
舞
育

命
之
舞
。
立
冬
之
日
、
迎
冬
於
北
郊
、
祭
黑
帝
玄
冥
、
車
服
皆
黑
、
歌
玄
冥
、
八
佾
舞
育
命
之
舞
。」

（
（2
） 『
周
礼
』
天
官
、
掌
次
、
鄭
玄
注
「
鄭
司
農
（
鄭
衆
）
云
、
五
帝
、
五
色
之
帝
。」『
周
禮
』
春
官
、
大
宗
伯
、
鄭
玄
注
、「
鄭
司
農
云
…
…
五
祀
、

五
色
之
帝
於
王
者
宮
中
、
曰
五
祀
。」

（
（3
） 『
礼
記
』
玉
藻
篇
、孔
穎
達
疏
、「（
許
慎
『
異
五
經
異
義
』）
講
學
大
夫
淳
于
登
説
…
…
上
帝
五
精
之
帝
大
微
之
庭
中
有
五
帝
座
星
。
…
…
（
鄭
玄
『
駁

五
經
異
義
』）
淳
于
登
之
言
、
取
義
於
『（
孝
經
）
援
神
契
』。」

（
（（
） 『
周
礼
』
春
官
、
大
宗
伯
、
賈
公
彦
疏
等
に
見
え
る
。

（
（（
） 『
左
伝
』
昭
公
二
十
七
年
で
は
、
共
工
氏
の
子
の
句
龍
が
后
土
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
鄭
玄
は
祝
融
と
な
っ
た
顓
頊
氏
の
子
の
犁
（
黎
）
が
后
土
も

兼
ね
た
と
す
る
。

（
（（
） 『
明
堂
月
令
論
』「
生
者
乘
其
能
而
至
、
死
者
論
其
功
而
祭
」、
班
固
『
典
引
』「
五
德
初
始
」
蔡
邕
注
、「
五
德
、
五
行
之
德
。
自
伏
羲
已
下
、
帝
王

相
代
、
各
據
其
一
行
、
始
於
木
、
終
於
水
、
則
復
始
也
。」

（
（（
） ・
桓
譚
『
新
論
』、「
天
稱
明
、
故
命
曰
明
堂
。
上
圓
法
天
、
下
方
法
地
、
八
窻
法
八
風
、
四
達
法
四
時
、
九
室
法
九
州
、
十
二
坐
法
十
二
月
、

三
十
六
戸
法
三
十
六
雨
、
七
十
二
牖
法
七
十
二
風
。」（『
続
漢
書
』
祭
祀
志
中
、
三
一
七
七
頁
）

 

・
王
隆
『
漢
官
篇
』、「
是
古
者
清
廟
茅
屋
。」（『
続
漢
書
』
祭
祀
志
中
、
三
一
七
七
～
八
頁
）

 

・
張
衡
『
東
京
賦
』、「
復
廟
重
屋
、
八
達
九
房
。」
薛
綜
注
曰
、「
八
達
謂
室
有
八
窻
也
。
堂
後
有
九
室
、
所
以
異
於
周
制
也
。」（『
続
漢
書
』
祭
祀
志
中
、
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